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○福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準 

条例 規則 解釈通知 

○福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運

営の基準等に関する条例 

 

目次 

 第一章 総則（第一条―第四条） 

 第二章 訪問介護 

  第一節 基本方針（第五条） 

  第二節 人員に関する基準（第六条・第七条） 

  第三節 設備に関する基準（第八条） 

  第四節 運営に関する基準（第九条―第四十二条） 

  第五節 基準該当居宅サービスに関する基準（第四十

三条―第四十七条） 

 第三章 訪問入浴介護 

  第一節 基本方針（第四十八条） 

  第二節 人員に関する基準（第四十九条・第五十条） 

  第三節 設備に関する基準（第五十一条） 

  第四節 運営に関する基準（第五十二条―第五十九条） 

  第五節 基準該当居宅サービスに関する基準（第六十

条―第六十三条） 

 第四章 訪問看護 

  第一節 基本方針（第六十四条） 

  第二節 人員に関する基準（第六十五条・第六十六条） 

  第三節 設備に関する基準（第六十七条） 

  第四節 運営に関する基準（第六十八条―第七十九条） 

○福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運

営の基準等に関する条例施行規則 

 

目次 

 第一章 総則（第一条） 

 第二章 訪問介護（第二条―第十条） 

 第三章 訪問入浴介護（第十一条―第十七条） 

 第四章 訪問看護（第十八条―第二十一条） 

 第五章 訪問リハビリテーション（第二十二条―第二十

四条） 

 第六章 居宅療養管理指導（第二十五条―第二十八条） 

 第七章 通所介護（第二十九条―第四十二条） 

 第八章 通所リハビリテーション（第四十三条―第四十

六条） 

 第九章 短期入所生活介護（第四十七条―第六十三条） 

 第十章 短期入所療養介護（第六十四条―第七十四条） 

 第十一章 特定施設入居者生活介護（第七十五条―第八

十三条） 

 第十二章 福祉用具貸与（第八十四条―第九十一条） 

 第十三章 特定福祉用具販売（第九十二条―第九十六条） 

 附則 

 

 

 

○福井県指定居宅サービス等および指定介護予防サービス

等に関する基準について 

  

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下｢法｣とい

う。）第４２条第１項第２号ならびに第７４条第１項およ

び第２項に規定される指定居宅サービス等および指定介

護予防サービス等の基準については、「福井県指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関す

る条例（平成２４年福井県条例第６０号）」（以下｢居宅基

準条例｣という。）および「福井県指定居宅サービス等の

事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行

規則（平成２５年福井県規則第１２号）」（以下｢居宅基準

規則｣という。）ならびに「福井県指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例

（平成２４年福井県条例第６１号）」（以下｢予防基準条

例｣という。）および「福井県指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行

規則（平成２５年福井県規則第１３号）」（以下｢予防基準

規則｣という。）で定められ、平成２５年４月１日から施

行されるところである。 

居宅基準条例、居宅基準規則、予防基準条例および予

防基準規則で定める基準の趣旨および内容は下記のとお

りであるので、基準に反することのないよう、その取扱

いに十分留意されたい。 
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 第五章 訪問リハビリテーション 

  第一節 基本方針（第八十条） 

  第二節 人員に関する基準（第八十一条） 

  第三節 設備に関する基準（第八十二条） 

  第四節 運営に関する基準（第八十三条―第八十九条） 

 第六章 居宅療養管理指導 

  第一節 基本方針（第九十条） 

  第二節 人員に関する基準（第九十一条） 

  第三節 設備に関する基準（第九十二条） 

  第四節 運営に関する基準（第九十三条―第九十八条） 

 第七章 通所介護 

  第一節 基本方針（第九十九条） 

  第二節 人員に関する基準（第百条・第百一条） 

  第三節 設備に関する基準（第百二条） 

  第四節 運営に関する基準（第百三条―第百十三条） 

  第五節 指定療養通所介護の事業の基本方針、人員な

らびに設備および運営に関する基準 

   第一款 この節の趣旨および基本方針（第百十四

条・第百十五条） 

   第二款 人員に関する基準（第百十六条・第百十七

条） 

   第三款 設備に関する基準（第百十八条・第百十九

条） 

   第四款 運営に関する基準（第百二十条―第百三十

一条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

〔目次〕 

第１ 基準の性格 

第２ 総論 

第３ 介護サービス 

 １ 訪問介護 

 ２ 訪問入浴介護 

 ３ 訪問看護 

 ４ 訪問リハビリテーション 

 ５ 居宅療養管理指導 

 ６ 通所介護 

 ７ 通所リハビリテーション 

 ８ 短期入所生活介護 

 ９ 短期入所療養介護 

 １０ 特定施設入居者生活介護 

 １１ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 

 １２ 福祉用具貸与 

 １３ 特定福祉用具販売 

第４ 介護予防サービス 

 １ 介護予防サービスに関する基準について 

 ２ 介護サービスとの相違点 

 ３ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

(1) 介護予防訪問介護 
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  第六節 基準該当居宅サービスに関する基準（第百三

十二条―第百三十五条） 

 第八章 通所リハビリテーション 

  第一節 基本方針（第百三十六条） 

  第二節 人員に関する基準（第百三十七条） 

  第三節 設備に関する基準（第百三十八条） 

  第四節 運営に関する基準（第百三十九条―第百四十

六条） 

 第九章 短期入所生活介護 

  第一節 基本方針（第百四十七条） 

  第二節 人員に関する基準（第百四十八条・第百四十

九条） 

  第三節 設備に関する基準（第百五十条・第百五十一

条） 

  第四節 運営に関する基準（第百五十二条―第百六十

八条） 

  第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基

本方針ならびに設備および運営に関する基準 

   第一款 この節の趣旨および基本方針（第百六十九

条・第百七十条） 

   第二款 設備に関する基準（第百七十一条・第百七

十二条） 

   第三款 運営に関する基準（第百七十三条―第百八

十一条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 介護予防訪問入浴介護 

(3) 介護予防訪問看護 

(4) 介護予防訪問リハビリテーション 

(5) 介護予防居宅療養管理指導 

(6) 介護予防通所介護 

(7) 介護予防通所リハビリテーション 

(8) 介護予防短期入所生活介護 

(9) 介護予防短期入所療養介護 

(10) 介護予防特定施設入居者生活介護 

(11) 介護予防福祉用具貸与 

(12)  特定介護予防福祉用具販売 

 

第１ 基準の性格 

１  基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成す

るために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指

定居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に

努めなければならない。 

２  指定居宅サービスの事業を行う者または行おうとする

者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定居宅

サービスの指定または更新は受けられず、また、運営開

始後、基準に違反することが明らかになった場合には、

①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、

②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、

勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、

③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかっ
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  第六節 基準該当居宅サービスに関する基準（第百八

十二条―第百八十八条） 

 第十章 短期入所療養介護 

  第一節 基本方針（第百八十九条） 

  第二節 人員に関する基準（第百九十条） 

  第三節 設備に関する基準（第百九十一条） 

  第四節 運営に関する基準（第百九十二条―第二百四

条） 

  第五節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基

本方針ならびに設備および運営に関する基準 

   第一款 この節の趣旨および基本方針（第二百五

条・第二百六条） 

   第二款 設備に関する基準（第二百七条） 

   第三款 運営に関する基準（第二百八条―第二百十

六条） 

 

 第十一章 特定施設入居者生活介護 

  第一節 基本方針（第二百十七条） 

  第二節 人員に関する基準（第二百十八条・第二百十

九条） 

  第三節 設備に関する基準（第二百二十条） 

  第四節 運営に関する基準（第二百二十一条―第二百

三十七条） 

  第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護の事業の基本方針、人員ならびに設備お

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採

るよう命令するものであること。また、③の命令をした

場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示するもの

とする。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定

を取り消すこと、または取消しを行う前に相当の期間を

定めて指定の全部もしくは一部の効力を停止すること

（不適正なサービスが行われていることが判明した場

合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させる

こと）とする。ただし、次に掲げる場合には、基準に従

った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指

定を取り消すことまたは指定の全部もしくは一部の効力

を停止するものである。 

(1) 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図

るために基準に違反したとき 

ア 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担

すべき額の支払いを適正に受けなかったとき 

イ 居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、利

用者に対して特定の事業者によるサービスを利用

させることの代償として、金品その他の財産上の利

益を供与したとき 

(2) 利用者の生命または身体の安全に危害を及ぼすお

それがあるとき 

(3) その他(1)または (2)に準ずる重大かつ明白な基準

違反があったとき 

３  運営に関する基準および介護予防のための効果的な支
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よび運営に関する基準 

   第一款 この節の趣旨および基本方針（第二百三十

八条・第二百三十九条） 

   第二款 人員に関する基準（第二百四十条・第二百

四十一条） 

   第三款 設備に関する基準（第二百四十二条） 

   第四款 運営に関する基準（第二百四十三条―第二

百四十八条） 

 第十二章 福祉用具貸与 

  第一節 基本方針（第二百四十九条） 

  第二節 人員に関する基準（第二百五十条・第二百五

十一条） 

  第三節 設備に関する基準（第二百五十二条） 

  第四節 運営に関する基準（第二百五十三条―第二百

六十三条） 

  第五節 基準該当居宅サービスに関する基準（第二百

六十四条・第二百六十五条） 

 第十三章 特定福祉用具販売 

  第一節 基本方針（第二百六十六条） 

  第二節 人員に関する基準（第二百六十七条・第二百

六十八条） 

  第三節 設備に関する基準（第二百六十九条） 

  第四節 運営に関する基準（第二百七十条―第二百七

十六条） 

 第十四章 雑則（第二百七十七条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援の方法に関する基準に従って事業の運営をすることが

できなくなったことを理由として指定が取り消され、法

に定める期間の経過後に再度当該事業者から当該事業所

について指定の申請がなされた場合には、当該事業者が

運営に関する基準および介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を遵守することを確保することに特

段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に確認さ

れない限り指定を行わないものとする。 

４ 特に、居宅サービスの事業の多くの分野においては、

基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認め

ていること等に鑑み、基準違反に対しては､厳正に対応す

るものである。 

第２ 総論 

１ 事業者指定の単位について 

事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごと

に行うものとするが、例外的に、待機や道具の保管、着

替え等を行う出張所等であって、次の要件を満たすもの

については、一体的なサービス提供の単位として「事業

所」に含めて指定することができる取扱いとする。 

(1) 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、

職員に対する技術指導等が一体的に行われること。 

(2) 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理される

こと。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所

等との間で相互支援が行える体制（例えば、当該出張

所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくな
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 附則 

 

 

 

第一章 総則 

 

 （趣旨） 

第一条 この条例は、介護保険法（平成九年法律第百二十

三号。以下「法」という。）第四十二条第一項第二号、第

七十条第二項第一号ならびに第七十四条第一項および第

二項の規定により、指定居宅サービス等の事業の人員、

設備および運営に関する基準等を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法および介護

保険法施行令（平成十年政令第四百十二号。以下「令」

という。）で使用する用語の例によるもののほか、次に定

めるところによる。 

一 居宅サービス事業者 法第八条第一項に規定する居

宅サービス事業を行う者をいう。 

二 利用料 法第四十一条第一項に規定する居宅介護サ

ービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 

三 居宅介護サービス費用基準額 法第四十一条第四項

第一号または第二号の厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に当該指定居宅サー

 

 

 

 

第一章 総則 

 

 （趣旨） 

第一条 この規則は、指定居宅サービス等の事業の人員、

設備および運営の基準等を定める条例（平成二十四年福

井県条例第六十号。以下「条例」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

った場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣で

きるような体制）にあること。 

(3) 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応がで

きる体制にあること。 

(4) 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料

等を定める同一の運営規程が定められること。 

(5) 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管

理が一元的に行われること。 

 

 

 

 

 

２ 用語の定義 

居宅基準条例第２条において、一定の用語についてそ

の定義を明らかにしているところであるが、以下は、同

条に定義が置かれている用語について、その意味をより

明確なものとするとともに、基準中に用いられている用

語であって、定義規定が置かれていないものの意味を明

らかにするものである。  

(1) 「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所

において常勤の従業者が勤務すべき時間数（３２時間

を下回る場合は３２時間を基本とする。）で除するこ

とにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者
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ビスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定

居宅サービスに要した費用の額とする。）をいう。 

四 法定代理受領サービス 法第四十一条第六項の規定

により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定

居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護

サービス費に係る指定居宅サービスをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の員数に換算する方法をいうものである。この場合の

勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサー

ビスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当

該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受

ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護

師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数に

は、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入するこ

ととなるものである。 

(2) 「勤務延時間数」 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事す

る時間または当該事業に係るサービスの提供のため

の準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明

確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、

従業者１人につき、勤務延時間数に算入することがで

きる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤

務すべき勤務時間数を上限とする。 

(3) 「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所におい

て定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数

（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）

に達していることをいうものである。同一の事業者に

よって当該事務所に併設される事業所の職務であっ

て、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが

差し支えないと考えられるものについては、それぞれ

に係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき
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時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであ

ることとする。例えば、１の事業者によって行われる

指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併

設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指

定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、

その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常

勤要件を満たすこととなる。 

(4) 「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サー

ビス以外の職務に従事しないことをいうものである。

この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当

該事業所における勤務時間（指定通所介護および指定

通所リハビリテーションについては、サービスの単位

ごとの提供時間）をいうものであり、当該従業者の常

勤・非常勤の別を問わない。ただし、通所介護および

通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画

された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で

同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサ

ービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に

従事しないことをもって足りるものである。 

(5) 「前年度の平均値」 

ア 居宅基準規則第４７条第４項（指定短期入所生活

介護に係る生活相談員、介護職員または看護職員の

員数を算定する場合の利用者の数の算定方法）およ

び居宅基準規則第７５条第３項（指定特定施設にお
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ける生活相談員、看護職員もしくは介護職員の人員

ならびに計画作成担当者の人員の標準を算定する

場合の利用者の数の算定方法）における「前年度の

平均値」は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始

まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。以

下同じ。）の平均を用いる。この場合、利用者数等

の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度

の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等

の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げ

るものとする。 

イ 新たに事業を開始し、もしくは再開し、または増

床した事業者または施設においては、新設または増

床分のベッドに関しては、前年度において１年未満

の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合

を含む。）の利用者数等は、新設または増床の時点

から６月未満の間は、便宜上、ベッド数の９０％を

利用者数等とし、新設または増床の時点から６月以

上１年未満の間は、直近の６月における全利用者等

の延数を６月間の日数で除して得た数とし、新設ま

たは増床の時点から１年以上経過している場合は、

直近１年間における全利用者等の延数を１年間の

日数で除して得た数とする。また、減床の場合には、

減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の利用

者数等の延数を延日数で除して得た数とする。ただ

し、短期入所生活介護および特定施設入居者生活介
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護については、これらにより難い合理的な理由があ

る場合には、他の適切な方法により利用者数を推定

するものとする。 

３ 指定居宅サービスと指定介護予防サービス等の一体的

運営等について 

指定居宅サービスまたは基準該当居宅サービスに該当

する各事業を行う者が、指定介護予防サービスまたは基

準該当介護予防サービスに該当する各事業者の指定を併

せて受け、かつ、指定居宅サービスまたは基準該当居宅

サービスの各事業と指定介護予防サービスまたは基準該

当介護予防サービスの各事業とが同じ事業所で一体的に

運営されている場合については、介護予防における各基

準を満たすことによって、基準を満たしているとみなす

ことができる等の取扱いを行うこととされたが、その意

義は次のとおりである。   

例えば、訪問介護においては、指定居宅サービスにお

いても、指定介護予防サービスにおいても、訪問介護員

等を常勤換算方法で２．５人以上配置しなければならな

いとされているが、同じ事業所で一体的に運営している

場合には、合わせて常勤換算方法で５人以上を置かなけ

ればならないという趣旨ではなく、常勤換算方法で２．

５人以上配置していることで、指定居宅サービスに該当

する訪問介護も、指定介護予防サービスに該当する訪問

介護も、双方の基準を満たすこととするという趣旨であ

る。 
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 （指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第三条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思および

人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの

提供に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備、備品についても同様であり、例えば、定員３０

人の指定通所介護事業所においては、機能訓練室の広さ

は３０人×３㎡＝９０㎡を確保する必要があるが、この

３０人に介護予防通所介護事業所の利用者も含めて通算

することにより、要介護者１５人、要支援者１５人であ

っても、あるいは要介護者２０人、要支援者１０人の場

合であっても、合計で９０㎡が確保されていれば、基準

を満たすこととするという趣旨である。            

要するに、人員についても、設備、備品についても、

同一の事業所で一体的に運営する場合にあっては、例え

ば、従前から、指定居宅サービス事業を行っている者が、

従来通りの体制を確保していれば、指定介護予防サービ

スの基準も同時に満たしていると見なすことができると

いう趣旨である。 

なお、居宅サービスと介護予防サービスを同一の拠点

において運営されている場合であっても、完全に体制を

分離して行われており一体的に運営されているとは評価

されない場合にあっては、人員についても設備、備品に

ついてもそれぞれが独立して基準を満たす必要があるの

で留意されたい。 

 

４ 一般原則 

居宅基準条例第３条は、指定居宅サービス事業者が利

用者の福祉を図るための一般原則について総括的に規定

したものである。 
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２ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業

を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、

市町村（特別区を含む。以下同じ。）、他の居宅サービス

事業者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを

提供する者との連携に努めなければならない。 

３ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐

待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整

備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する

等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（申請者の要件） 

第四条 法第七十条第二項第一号の条例で定める者は、法

人とする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理

指導または病院もしくは診療所により行われる訪問看

護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

もしくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあって

は、この限りでない。 

 

第二章 訪問介護 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第五条 指定居宅サービスに該当する訪問介護（以下「指

定訪問介護」という。）の事業は、要介護状態となった場

合においても、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章 訪問介護 

 

 

 

 

 

 

  第３項は、第１項の趣旨および高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年

法律１２４号）に基づき、利用者の人権の擁護、虐待の

防止等のため必要な措置を講ずるよう努めることを規定

したものである。 

「必要な体制の整備」とは、具体的には、 

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定 

(2) 成年後見制度の利用支援 

(3) 苦情解決体制の整備 

(4) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための

研修の実施(研修方法や研修計画など) 

等を指すものである。 

 

 

 

 

 

第３ 介護サービス 

１ 訪問介護 
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ができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活

全般にわたる援助を行うものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 （訪問介護員等） 

第六条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員

等（指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士または法第

八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この

節から第四節までにおいて同じ。）の員数その他の配置の

基準は、規則で定める。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、

常勤の訪問介護員のうち規則で定める員数の者をサービ

ス提供責任者としなければならない。 

３ 前項のサービス提供責任者は介護福祉士その他基準省

令（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号）をいう。

以下同じ。）第五条第四項の厚生労働大臣が定める者であ

って、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てな

ければならない。ただし、利用者（当該指定訪問介護事

業者が指定介護予防訪問介護事業者（福井県指定介護予

防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に

関する条例（平成二十四年福井県条例第 号。以下「指

定介護予防サービス等基準条例」という。）第六条第一項

 

 

 

 

 （訪問介護員等の員数） 

第二条 条例第六条第一項に規定する規則で定める基準

は、訪問介護員等の員数が常勤換算方法（当該事業所の

従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業

者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所

の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法を

いう。以下同じ。）で二・五以上であることとする。 

２ 条例第六条第二項の規則で定める員数は、利用者の数

が四十またはその端数を増すごとに一人以上とする。こ

の場合において、当該員数は、利用者の数に応じて常勤

換算方法によることができる。 

３ 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、

新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人員に関する基準 

ア 訪問介護員等の員数（居宅基準条例第６条第１項、

居宅基準規則第２条第 1項） 

(ｱ) 指定訪問介護事業所における訪問介護員等の

員数については、常勤換算方法で２．５人以上と

定められたが、これについては、職員の支援体制

等を考慮した最小限の員数として定められたも

のであり、各地域におけるサービス利用の状況や

利用者数および指定訪問介護の事業の業務量を

考慮し、適切な員数の職員を確保するものとす

る。 

(ｲ) 勤務日および勤務時間が不定期な訪問介護員

等（以下「登録訪問介護員等」という。）につい

ての勤務延時間数の算定については、次のとおり

の取扱いとする。 

ａ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実

績がある事業所については、登録訪問介護員等

１人当たりの勤務時間数は、当該事業所の登録

訪問介護員等の前年度の週当たりの平均稼働

時間（サービス提供時間および移動時間をい

う。）とする。 

ｂ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実
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に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と

指定介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条

例第五条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所における指定訪問

介護および指定介護予防訪問介護の利用者）に対する指

定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にあ

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指

定地域密着型サービス基準」という。）第三条の四第一項

に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所をいう。）または指定夜間対応型訪問介護事業所（指定

地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜

間対応型訪問介護事業所をいう。）に従事することができ

る。 

４ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と指定介

護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、指定介護予防サービ

ス等基準条例第六条第一項から第三項までに規定する人

員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

績がない事業所または極めて短期の実績しか

ない等のためａの方法によって勤務延時間数

の算定を行うことが適当でないと認められる

事業所については、当該登録訪問介護員等が確

実に稼動できるものとして勤務表に明記され

ている時間のみを勤務延時間数に算入する。な

お、この場合においても、勤務表上の勤務時間

数は、サービス提供の実績に即したものでなけ

ればならないため、勤務表上の勤務時間と実態

が乖離していると認められる場合には、勤務表

上の勤務時間の適正化の指導の対象となるも

のである。 

(ｳ) 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の

事業所の訪問介護員等の勤務延時間数には、出張

所等における勤務延時間数も含めるものとする。 

イ サービス提供責任者（居宅基準条例第６条第２項

および第３項、居宅基準規則第２条第２項および第

３項） 

(ｱ) 利用者の数が４０人またはその端数を増すご

とに１人以上の者をサービス提供責任者としな

ければならないこととされたが、その具体的取扱

は次のとおりとする。なお、これについては、指

定訪問介護事業所ごとに最小限必要な員数とし

て定められたものであり、１人のサービス提供責

任者が担当する利用者の数の上限を定めたもの
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ではないことに留意するとともに、業務の実態に

応じて必要な員数を配置するものとする。 

ａ 管理者がサービス提供責任者を兼務するこ

とは差し支えない。 

ｂ 利用者の数については、前３月の平均値を用

いる。この場合、前３月の平均値は、暦月ごと

の実利用者の数を合算し、３で除して得た数と

する。なお、新たに事業を開始し､または再開

した事業所においては、適切な方法により利       

用者の数を推定するものとする。 

ｃ 当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪

問介護のうち、通院等乗降介助に該当するもの

のみを利用した者の当該月における利用者の

数については、０．１人として計算する。 

(ｲ) 利用者の数に応じて常勤換算方法によること

ができることとされたが、その具体的取扱は次の

とおりとする。なお、サービス提供責任者として

配置することができる非常勤職員については、当

該事業所における勤務時間が、当該事業所におい

て定められている常勤の訪問介護員等が勤務す

べき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を

基本とする。）の２分の１以上に達している者で

なければならない。 

ａ 利用者の数が４０人を超える事業所につい

ては、常勤換算方法とすることができる。この
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場合において、配置すべきサービス提供責任者

の員数は、利用者の数を４０で除して得られた

数（小数第１位に切り上げた数）以上とする。 

ｂ ａに基づき、常勤換算方法とする事業所につ

いては、以下に掲げる員数以上の常勤のサービ

ス提供責任者を配置するものとする。 

(a) 利用者の数が４０人超２００人以下の

事業所 

  常勤換算方法としない場合に必要となる

サービス提供責任者の員数から１を減じて

得られる数以上 

(b) 利用者の数が２００人超の事業所 

  常勤換算方法としない場合に必要となる

サービス提供責任者の員数に２を乗じて３

で除して得られた数（１の位に切り上げた

数）以上 

従って、具体例を示すと別表１に示す常勤換算

方法を採用する事業所で必要となる常勤のサー

ビス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責

任者を配置するものとする。 

(ｳ) サービス提供責任者については、訪問介護員

等のうち、介護福祉士または厚生労働大臣が定め

るサービス提供責任者（平成２４年厚生労働省告

示第１１８号）各号に定める者であって、原則と

して常勤のものから選任するものとされたが、そ
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の具体的取扱は次のとおりとする。 

ａ 専ら指定訪問介護の職務に従事する者であ

ること。 

ｂ ａにかかわらず、同一敷地内にある指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所または指

定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事す

ることができる。この場合、それぞれの職務に

ついては、第２の２の(3)にいう、同時並行的

に行われることが差し支えないと考えられる

ものであることから、当該者についてはそれぞ

れの事業所における常勤要件を満たすもので

あること。 

(ｴ) サービス提供責任者の任用要件として、「３年

以上介護等の業務に従事した者であって、介護職

員初任者研修課程を修了したもの」（介護職員基

礎研修過程又は一級過程を修了した者を除く。）

と定められているところであるが、この要件につ

いては暫定的なものであることから、指定訪問介

護事業者は、これに該当するサービス提供責任者

に介護福祉士の資格を取得させるよう努めなけ

ればならない。 

  なお、看護師等の資格を有する者については、

一級課程の全科目を免除することが可能とされ

ていたことから、３年以上の実務経験は要件とし

ないものであること。 
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また、ここでいう「３年以上介護等の業務に従

事した者」については、社会福祉士及び介護福祉

士法（昭和６２年法律第３０号）第４０条第２項

第２号に規定する「３年以上介護等の業務に従事

した者」と同様とし、その具体的取扱については、

「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉

士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等

について」（昭和６３年２月１２日社庶第２９号

厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知）の別添

２「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護

等の業務の範囲等」を参考とされたい。 

(ｵ) ３年間の実務経験の要件が達成された時点

と介護職員初任者研修課程（二級課程を修了し

た場合は二級課程）の研修修了時点との前後関

係は問わないものであること。 

また、介護等の業務に従事した期間には、ボラ

ンティアとして介護等を経験した期間は原則と

して含まれないものであるが、特定非営利活動法

（平成１０年法律第１号）に基づき設立された特

定非営利活動法人が法第７０条第１項の規定に

基づき訪問介護に係る指定を受けているまたは

受けることが確実に見込まれる場合であって、当

該法人が指定を受けて行うことを予定している

訪問介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続

性が認められるものについては、例外的に、当該
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 （管理者） 

第七条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事

し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人および法人格を付与される前の当該団体に

所属して当該事業を担当した経験を有する者の

経験を、当該者の３年の実務経験に算入して差し

支えないものとする。 

なお、この場合において、介護福祉士国家試験

の受験資格としても実務経験の算入を認められ

たものと解してはならない。 

 

ウ 管理者（居宅基準条例第７条） 

  指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、か

つ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事す

るものとする。ただし、以下の場合であって、当該

事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を

兼ねることができるものとする。なお管理者は､訪

問介護員等である必要はないものである。 

(ｱ) 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等とし

ての職務に従事する場合 

(ｲ) 同一敷地内にあるまたは道路を隔てて隣接す

る等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと

認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場

合に、当該他の事業所、施設等の管理者または従

業者としての職務に従事する場合（この場合の他

の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例

えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に

判断される場合や、併設される入所施設において
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第三節 設備に関する基準 

 （設備および備品等） 

第八条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うため

に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪

問介護の提供に必要な設備および備品等を備えなければ

ならない。 

２ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と指定介

護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、指定介護予防サービ

ス等基準条例第八条第一項に規定する設備に関する基準

を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員

と兼務する場合などは、管理業務に支障があると

考えられる。ただし、施設における勤務時間が極

めて限られている職員である場合等、個別に判断

の上、例外的に認める場合もある。） 

 

(2) 設備に関する基準（居宅基準条例第８条） 

ア 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うため

に必要な面積を有する専用の事務室を設けること

が望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供す

るものと明確に区分される場合は、他の事業と同一

の事務室であっても差し支えない。なお、この場合

に、区分がされていなくても業務に支障がないとき

は、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に

特定されていれば足りるものとする。 

イ 事務室または区画については、利用申込の受付、

相談等に対応するのに適切なスペースを確保する

ものとする。 

ウ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護に必要な設

備および備品等を確保するものとする。特に、手指

を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備

等に配慮すること。ただし、他の事業所、施設等と

同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事

業または当該他の事業所、施設等の運営に支障がな

い場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられ
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第四節 運営に関する基準 

 （内容および手続の説明および同意） 

第九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開

始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対

し、第三十条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等

の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明

を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得

なければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用申込者またはその家族か

らの申出があった場合には、前項の規定による文書の交

付に代えて、規則で定めるところにより、当該利用申込

者またはその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重

要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの

（次項において「電磁的方法」という。）により提供する

ことができる。この場合において、当該指定訪問介護事

業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （電磁的方法） 

第三条 指定訪問介護事業者は、条例第九条第二項の規定

により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、

当該利用申込者またはその家族に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類および内容を示し、文書または

電磁的方法による承諾を得なければならない。 

一 電磁的方法のうち指定訪問介護事業者が使用するも

の 

二 ファイルへの記録の方式 

２ 条例第九条第二項の規則で定める方法は、次に掲げる

方法とする。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げる

もの 

イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と

利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算

機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

た設備および備品等を使用することができるもの

とする。 

なお、事務室・区画、または設備および備品等に

ついては、必ずしも事業者が所有している必要はな

く、貸与を受けているものであっても差し支えな

い。 

 

(3) 運営に関する基準 

ア 内容および手続きの説明および同意 

居宅基準条例第９条は、指定訪問介護事業者は、

利用者に対し適切な指定訪問介護を提供するため、

その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者ま

たはその家族に対し、当該指定訪問介護事業所の運

営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生

時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービ

スを選択するために必要な重要事項について、わか

りやすい説明書やパンフレット等（当該指定訪問介

護事業者が、他の介護保険に関する事業を併せて実

施している場合、当該パンフレット等について、一

体的に作成することは差し支えないものとする。）の

文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所

から指定訪問介護の提供を受けることにつき同意を

得なければならないこととしたものである。なお、

当該同意については、利用者および指定訪問介護事

業者双方の保護の立場から書面によって確認するこ
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３ 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、

当該利用申込者またはその家族から文書または電磁的方

法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があ

ったときは、当該利用申込者またはその家族に対し、第

一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってし

てはならない。ただし、当該利用申込者またはその家族

が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りで

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提供拒否の禁止） 

第十条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問

に記録する方法 

ロ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録された前項に規定する

重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者また

はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者またはそ

の家族の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法に

よる提供を受ける旨の承諾または受けない旨の申

出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルにその

旨を記録する方法） 

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者またはその家族がフ

ァイルへの記録を出力することによる文書を作成するこ

とができるものでなければならない。 

４ 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問

介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者また

はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。 

 

 

 

とが望ましいものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 提供拒否の禁止 

居宅基準条例第１０条は、指定訪問介護事業者は、
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介護の提供を拒んではならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （サービス提供困難時の対応） 

第十一条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業

所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該

サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、

利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供するこ

とが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る

居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護

事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則として、利用申込に対しては応じなければなら

ないことを規定したものであり、特に、要介護度や

所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否すること

を禁止するものである。また、利用者が特定のサー

ビス行為以外の訪問介護サービスの利用を希望する

ことを理由にサービス提供を拒否することも禁止す

るものである（ただし、「指定訪問介護事業所の事業

運営の取扱等について」（平成１２年１１月１６日老

振第７６号）の１を除く。）。提供を拒むことのでき

る正当な理由がある場合とは、(ｱ)当該事業所の現員

からは利用申込に応じきれない場合、(ｲ)利用申込者

の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外で

ある場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定

訪問介護を提供することが困難な場合である。 

 

ウ サービス提供困難時の対応 

指定訪問介護事業者は、居宅基準条例第１０条の

正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指

定訪問介護を提供することが困難であると認めた場

合には、居宅基準条例第１１条の規定により、当該

利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適

当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要

な措置を速やかに講じなければならないものであ

る。 
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 （受給資格等の確認） 

第十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を

求められた場合は、その者の提示する被保険者証によっ

て、被保険者資格、要介護認定の有無および要介護認定

の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七

十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されてい

るときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介

護を提供するように努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （要介護認定の申請に係る援助） 

第十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の

開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者につ

いては、要介護認定の申請が既に行われているかどうか

を確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込

者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必

要な援助を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 受給資格等の確認 

(ｱ) 居宅基準条例第１２条第１項は、指定訪問介

護の利用に係る費用につき保険給付を受けるこ

とができるのは、要介護認定を受けている被保険

者に限られるものであることを踏まえ、指定訪問

介護事業者は指定訪問介護の提供の開始に際し、

利用者の提示する被保険者証によって、被保険者

資格、要介護認定の有無および要介護認定の有効

期間を確かめなければならないこととしたもの

である。 

(ｲ) 同条第２項は、利用者の被保険者証に、指定

居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し当

該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会

意見が記載されているときは、指定訪問介護事業

者は、これに配慮して指定訪問介護を提供するよ

うに努めるべきことを規定したものである。 

 

オ 要介護認定の申請に係る援助 

(ｱ) 居宅基準条例第１３条第１項は、要介護認定

の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申

請時に遡ることにより、指定訪問介護の利用に係

る費用が保険給付の対象となりうることを踏ま

え、指定訪問介護事業者は、利用申込者が要介護

認定を受けていないことを確認した場合には、要
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２ 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当す

るサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等

の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新

の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定

の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要

な援助を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （心身の状況等の把握） 

第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に

当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催す

るサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十八

号）第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をい

う。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護認定の申請が既に行われているか否かを確

認し、申請が行われていない場合は、当該利用申

込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行わなければならないこ

ととしたものである。 

(ｲ) 同条第２項は、要介護認定の有効期間が原則

として６か月ごとに終了し、継続して保険給付を

受けるためには要介護更新認定を受ける必要が

あることおよび当該認定が申請の日から３０日

以内に行われることとされていることを踏まえ、

指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相

当するサービスを含む。）が利用者に対して行わ

れていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利

用者が受けている要介護認定の有効期間が終了

する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行

わなければならないこととしたものである。 
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置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サ

ービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

 （居宅介護支援事業者等との連携） 

第十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供す

るに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サ

ービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携

に努めなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に

際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を

行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に

対する情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

 

 （法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の

開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平成十

一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。）第

六十四条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用

申込者またはその家族に対し、居宅サービス計画の作成

を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届

け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受

領サービスとして受けることができる旨を説明するこ

と、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することそ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 法定代理受領サービスの提供を受けるための援

助 

居宅基準条例第１６条は、介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」

という。）第６４条第１号イまたはロに該当する利

用者は、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービ

スとして受けることができることを踏まえ、指定訪

問介護事業者は、施行規則第６４条第１号イまたは

ロに該当しない利用申込者またはその家族に対し、

指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとし

て受けるための要件の説明、居宅介護支援事業者に
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の他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を

行わなければならない。 

 

 （居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第十七条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画（施

行規則第六十四条第一号ハおよびニに規定する計画を含

む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿

った指定訪問介護を提供しなければならない。 

 

 （居宅サービス計画等の変更の援助） 

第十八条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス

計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介

護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関する情報提供その他の法定代理受領サービスを

行うために必要な援助を行わなければならないこ

ととしたものである。 

 

 

 

 

 

キ 居宅サービス計画等の変更の援助 

居宅基準条例第１８条は、指定訪問介護を法定代

理受領サービスとして提供するためには当該指定

訪問介護が居宅サービス計画（法第８条第２１項に

規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）に

位置付けられている必要があることを踏まえ、指定

訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変

更を希望する場合（利用者の状態の変化等により追

加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定

代理受領サービスとして行う等のために居宅サー

ビス計画の変更が必要となった場合で、指定訪問介

護事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利

用者が同意する場合を含む。）は、当該利用者に係

る居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加す

る場合に当該サービスを法定代理受領サービスと

して利用する場合には支給限度額の範囲内で居宅

サービス計画を変更する必要がある旨の説明その
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 （身分を証する書類の携行） 

第十九条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を

証する書類を携行させ、初回訪問時および利用者または

その家族から求められたときは、これを提示すべき旨を

指導しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 （サービスの提供の記録） 

第二十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供し

た際には、当該指定訪問介護の提供日および内容、当該

指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により

利用者に代わって支払いを受ける居宅介護サービス費の

額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記

載した書面またはこれに準ずる書面に記載しなければな

らない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際に

は、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の必要な援助を行わなければならないこととし

たものである。 

 

ク 身分を証する書類の携行 

居宅基準条例第１９条は、利用者が安心して指定

訪問介護の提供を受けられるよう、指定訪問介護事

業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等に

身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回

訪問時および利用者またはその家族から求められ

たときは、これを提示すべき旨を指導しなければな

らないこととしたものである。この証書等には、当

該指定訪問介護事業所の名称、当該訪問介護員等の

氏名を記載するものとし、当該訪問介護員等の写真

の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。 

 

ケ サービスの提供の記録 

(ｱ) 居宅基準条例第２０条第１項は、利用者およ

びサービス事業者が、その時点での支給限度額の

残額やサービスの利用状況を把握できるように

するために、指定訪問介護事業者は、指定訪問介

護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供

日、内容（例えば、身体介護、生活援助、通院等

のための乗車または降車の介助の別）、保険給付

の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス

計画の書面またはサービス利用票等に記載しな
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もに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付

その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提

供しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （利用料等の受領） 

第二十一条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用

者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居

宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者

に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額

の支払いを受けるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払

いを受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ければならないこととしたものである。 

(ｲ) 同条第２項は、当該指定訪問介護の提供日、

提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身

の状況その他必要な事項を記録するとともに、サ

ービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用

者からの申出があった場合には、文書の交付その

他適切な方法により､その情報を利用者に対して

提供しなければならないこととしたものである。 

また、「その他適切な方法」とは、例えば、利

用者の用意する手帳等に記載するなどの方法で

ある。 

なお、提供した具体的なサービスの内容等の記

録は、居宅基準条例第４２条第２項の規定に基づ

き、５年間保存しなければならない。 

 

コ 利用料等の受領 

(ｱ) 居宅基準条例第２１条第１項は、指定訪問介

護事業者は、法定代理受領サービスとして提供さ

れる指定訪問介護についての利用者負担として､

居宅介護サービス費用基準額の１割（法第５０条

もしくは第６０条または第６９条第３項の規定

の適用により保険給付の率が９割でない場合に

ついては、それに応じた割合）の支払いを受けな

ければならないことを規定したものである。 

(ｲ) 同条第２項は、利用者間の公平および利用者
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サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、前二項の支払いを受ける額の

ほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の

地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに

要した交通費の額の支払いを利用者から受けることがで

きる。 

４ 指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその

家族に対し、当該サービスの内容および費用について説

明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の保護の観点から、法定代理受領サービスでない

指定訪問介護を提供した際に、その利用者から支

払いを受ける利用料の額と、法定代理受領サービ

スである指定訪問介護に係る費用の額の間に、一

方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な

差額を設けてはならないこととしたものである。 

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定

訪問介護のサービスと明確に区分されるサービ

スについては、次のような方法により別の料金設

定をして差し支えない。 

ａ 利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業と

は別事業であり、当該サービスが介護保険給付

の対象とならないサービスであることを説明

し、理解を得ること。 

ｂ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指

定訪問介護事業所の運営規程とは別に定めら

れていること。 

ｃ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分さ

れていること。 

(ｳ) 同条第３項は、指定訪問介護事業者は、指定

訪問介護の提供に関して、前２項の利用料のほか

に、利用者の選定により通常の事業の実施地域以

外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場

合の交通費（移動に要する実費）の支払いを利用

者から受けることができることとし、保険給付の
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 （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第二十二条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受

けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額そ

の他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明

書を利用者に対して交付しなければならない。 

 

 

 

 

 （指定訪問介護の基本取扱方針） 

第二十三条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減

または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計

画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介

護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象となっているサービスと明確に区分されな

いあいまいな名目による費用の支払いを受ける

ことは認めないこととしたものである。 

(ｴ) 同条第４項は、指定訪問介護事業者は、前項

の交通費の支払いを受けるに当たっては、あらか

じめ利用者またはその家族に対してその額等に

関して説明を行い、利用者の同意を得なければな

らないこととしたものである。 

 

サ 保険給付の請求のための証明書の交付 

居宅基準条例第２２条は、利用者が市町村に対す

る保険給付の請求を容易に行えるよう、指定訪問介

護事業者は、法定代理受領サービスでない指定訪問

介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供し

た指定訪問介護の内容、費用の額その他利用者が保

険給付を請求する上で必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に対して交付

しなければならないこととしたものである。 

 

シ 指定訪問介護の基本的取扱方針および具体的取

扱方針 

居宅基準条例第２３条および第２４条にいう指

定訪問介護の取扱方針について、特に留意すべきこ

とは、次のとおりである。 

(ｱ) 提供された介護サービスについては、目標達
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ない。 

 （指定訪問介護の具体的取扱方針） 

第二十四条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、

規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （訪問介護計画の作成） 

第二十五条 サービス提供責任者（第六条第二項に規定す

るサービス提供責任者をいう。以下この条および第二十

九条において同じ。）は、利用者の日常生活全般の状況お

よび希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を

達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪

問介護計画を作成しなければならない。 

２ 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されて

 

 （指定訪問介護の具体的取扱方針） 

第四条 条例第二十四条に規定する方針は、次に掲げると

おりとする。 

一 指定訪問介護の提供に当たっては、条例第二十五条

第一項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日

常生活を営むのに必要な援助を行う。 

二 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービ

スの提供方法等について、理解しやすいように説明を

行う。 

三 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩

に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を

行う。 

四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、

適切な相談および助言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成の度合いや利用者およびその家族の満足度等

について常に評価を行うとともに、訪問介護計画

の修正を行うなど、その改善を図らなければなら

ないものであること。 

(ｲ) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術

の進歩に対応した適切なサービスが提供できる

よう、常に新しい技術を習得する等、研鑽を行う

べきものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス 訪問介護計画の作成 

(ｱ) 居宅基準条例第２５条第１項は、サービス提

供責任者は、訪問介護計画を作成しなければなら

ないこととしたものである。訪問介護計画の作成

に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、訪

問介護の提供によって解決すべき問題状況を明

らかにし（アセスメント）、これに基づき、援助

の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護員
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いる場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければな

らない。 

３ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっ

ては、その内容について利用者またはその家族に対して

説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際に

は、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならな

い。 

５ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該

訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当

該訪問介護計画の変更を行うものとする。 

６ 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問

介護計画の変更について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具

体的内容、所要時間、日程等を明らかにするもの

とする。なお、訪問介護計画の様式については、

各事業所ごとに定めるもので差し支えない。 

(ｲ) 同条第２項は、訪問介護計画は、居宅サービ

ス計画に沿って作成されなければならないこと

としたものである。 

なお、訪問介護計画の作成後に居宅サービス計

画が作成された場合は、当該訪問介護計画が居宅

サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要

に応じて変更するものとする。 

(ｳ) 同条第３項は、訪問介護計画は、利用者の日

常生活全般の状況および希望を踏まえて作成さ

れなければならないものであり、その内容につい

て説明を行った上で利用者の同意を得ることを

義務付けることにより、サービス内容等への利用

者の意向の反映の機会を保障しようとするもの

である。したがって、サービス提供責任者は、訪

問介護計画の目標や内容等については、利用者ま

たはその家族に、理解しやすい方法で説明を行う

とともに、その実施状況や評価についても説明を

行うものとする。 

(ｴ) 同条第４項は、訪問介護計画を作成した際に

は、遅滞なく利用者に交付しなければならないこ

ととしたものである。 
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 （同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第二十六条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、そ

の同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさ

せてはならない。 

 

 （利用者に関する市町村への通知） 

第二十七条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受け

ている利用者が規則で定める要件に該当する場合は、遅

滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （利用者に関する市町村への通知） 

第五条 条例第二十七条の規則で定める要件は、次のいず

れかに該当することとする。 

一 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示

に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させ

たと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、ま

たは受けようとしたとき。 

 

 

 

 

なお、訪問介護計画は、居宅基準条例第４２条

第２項の規定に基づき、５年間保存しなければな

らない。 

(ｵ) サービス提供責任者は、他の訪問介護員等の

行うサービスが訪問介護計画に沿って実施され

ているかについて把握するとともに、助言、指導

等必要な管理を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

セ 利用者に関する市町村への通知 

居宅基準条例第２７条および居宅基準規則第５

条は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受

けた者および自己の故意の犯罪行為または重大な

過失等により、要介護状態またはその原因となった

事故を生じさせるなどした者については、市町村

が、法第２２条第１項に基づく既に支払った保険給

付の徴収または法第６４条に基づく保険給付の制

限を行うことができることに鑑み、指定訪問介護事

業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観

点から市町村に通知しなければならない事由を列

記したものである。 
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 （緊急時等の対応） 

第二十八条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を

行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その

他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等

の必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 （管理者およびサービス提供責任者の責務） 

第二十九条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪

問介護事業所の従業者および業務の管理を、一元的に行

わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事

業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、第二十五条に規定する業務の

ほか、規則で定める業務を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （サービス提供責任者の業務） 

第六条 条例第二十九条第三項の規則で定める業務は、次

に掲げる業務とする。 

一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をするこ

と。 

二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期

的に把握すること。 

三 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支

援事業者等と連携を図ること。 

四 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下こ

の条において同じ。）に対し、具体的な援助目標および

援助内容を指示するとともに、利用者の状況について

の情報を伝達すること。 

五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実

 

ソ 緊急時等の対応 

居宅基準条例第２８条は、訪問介護員等が現に指

定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病

状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規

程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やか

に主治の医師（以下「主治医」という。）への連絡

を行う等の必要な措置を講じなければならないこ

ととしたものである。 

 

タ 管理者およびサービス提供責任者の責務 

居宅基準条例第２９条は、指定訪問介護事業所の

管理者とサービス提供責任者の役割分担について

規定したものであり、管理者は、従業者および業務

の一元的管理ならびに従業者に居宅基準条例第２

章第４節（運営に関する基準）を遵守させるための

指揮命令を、サービス提供責任者は、指定訪問介護

に関するサービス内容の管理について必要な業務

等として、居宅基準規則第６条各号に具体的に列記

する業務を行うものである。この場合、複数のサー

ビス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所に

おいて、サービス提供責任者間での業務分担を行う

ことにより、指定訪問介護事業所として当該業務を

適切に行うことができているときは、必ずしも１人

のサービス提供責任者が当該業務の全てを行う必
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 （運営規程） 

第三十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ご

とに、事業の運営についての重要事項であって規則で定

めるものに関する規程（以下この章において「運営規程」

という。）を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施すること。 

七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施する

こと。 

八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実

施すること。 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第七条 条例第三十条の規則で定める重要事項は、次に掲

げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定訪問介護の内容および利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

要はない。 

なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適

切な訪問介護サービスを提供するために重要な役

割を果たすことに鑑み、その業務を画一的に捉える

のではなく、訪問介護事業所の状況や実施体制に応

じて適切かつ柔軟に業務を実施するよう留意する

とともに、常に必要な知識の修得および能力の向上

に努めなければならない。 

 

チ 運営規程 

居宅基準条例第３０条は、指定訪問介護の事業の

適正な運営および利用者に対する適切な指定訪問

介護の提供を確保するため、居宅基準規則第７条第

１号から第７号までに掲げる事項を内容とする規

程を定めることを指定訪問介護事業所ごとに義務

付けたものであるが、特に次の点に留意するものと

する。なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所

において、複数のサービス種類について事業者指定

を受け、それらの事業を一体的に行う場合において

は、運営規程を一体的に作成することも差し支えな

い（この点については他のサービス種類についても

同様とする。）。 

(ｱ) 指定訪問介護の内容（第４号） 

「指定訪問介護の内容」とは、身体介護、生活

援助、通院等のための乗車または降車の介助等の
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 （介護等の総合的な提供） 

第三十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業

の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護また

は調理、洗濯、掃除等の家事（以下この条において「介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの内容を指すものである。 

(ｲ) 利用料その他の費用の額（第４号） 

「利用料」としては、法定代理受領サービスで

ある指定訪問介護に係る利用料（１割負担）およ

び法定代理受領サービスでない指定訪問介護の利

用料を、「その他の費用の額」としては、居宅基準

条例第２１条第３項により徴収が認められている

交通費の額および必要に応じてその他のサービス

に係る費用の額を規定するものである（以下、他

のサービス種類についても同趣旨。）。 

(ｳ) 通常の事業の実施地域（第５号） 

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が

特定されるものとすること。 

なお、通常の事業の実施地域は、利用申込に係

る調整等の観点からの目安であり、当該地域を超

えてサービスが行われることを妨げるものでは

ないものである（以下、居宅基準規則第１４条第

５号、第２０条第５号、第２３条第５号、第３３

条第６号、第４５条第６号および第８８条第５号

についても同趣旨。）。 

 

ツ 介護等の総合的な提供 

居宅基準条例第３１条は、居宅基準条例第５条の

基本方針等を踏まえ、指定訪問介護の事業運営に当

たっては、多種多様な訪問介護サービスの提供を行
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護等」という。）を常に総合的に提供するものとし、介護

等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うべき旨を明確化したものである。指定訪問介護事

業は、生活全般にわたる援助を行うものであること

から、指定訪問介護事業者は、入浴、排せつ、食事

等の介護（身体介護）または調理、洗濯、掃除等の

家事（生活援助）を総合的に提供しなければならず

（通院等のための乗車または降車の介助を行う指定

訪問介護事業者についても、身体介護または生活援

助を総合的に提供しなければならない。）、また、指

定訪問介護事業所により提供しているサービスの内

容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏った

り、生活援助のうち特定のサービス行為に偏ったり、

通院等のための乗車または降車の介助に限定された

りしてはならないこととしたものである。また、サ

ービス提供の実績から特定のサービス行為に偏って

いることが明らかな場合に限らず、事業運営の方針、

広告、従業者の勤務体制、当該事業者の行う他の事

業との関係等の事業運営全般から判断して、特定の

サービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に

抵触することとなる。 

また、「偏っている」とは、特定のサービス行為

のみを専ら行うことはもちろん、特定のサービス行

為に係るサービス提供時間が月単位等一定期間中

のサービス提供時間の大半を占めていれば、これに

該当するものである。 

さらに、通院等のための乗車または降車の介助を
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 （勤務体制の確保等） 

第三十二条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な

指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ご

とに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、

当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪

問介護を提供しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行う訪問介護事業者について、知事が法第７０条第

１項に基づく指定を行うに当たっては、事業所の所

在地の市町村に対して意見を求めることとする（確

認すべき事項等については「「通院等のための乗車

又は降車の介助」の適正な実施について」（平成１

５年３月１９日老振発第０３１９００２号）および

「介護輸送に係る法的取扱いについて」（平成１８

年９月２９日厚生労働省老健局振興課）を参照のこ

と）。 

なお、居宅基準条例第３１条は、基準該当訪問介

護事業者には適用されない。 

 

テ 勤務体制の確保等 

居宅基準条例第３２条は、利用者に対する適切な

指定訪問介護の提供を確保するため、職員の勤務体

制等について規定したものであるが、次の点に留意

する必要がある。 

(ｱ) 指定訪問介護事業所ごとに、原則として月ご

との勤務表を作成し、訪問介護員等については、

日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、

管理者との兼務関係、サービス提供責任者である

旨等を明確にすること。 

(ｲ) 同条第２項は、当該指定訪問介護事業所の訪

問介護員等によって指定訪問介護を提供するべ

きことを規定したものであるが、指定訪問介護事
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 （衛生管理等） 

第三十三条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔

の保持および健康状態について、必要な管理を行わなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業所の訪問介護員等とは、雇用契約、労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業

条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８

８号。以下｢労働者派遣法｣という。）に規定する

労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所

の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指

すものであること。なお、社会福祉士及び介護福

祉士法の規定に基づき、同法施行規則（昭和６１

年厚生省令第４９号）第１条各号に規定する口腔

内の喀痰吸引その他の行為を業として行う訪問

介護員等については、労働者派遣法に基づく派遣

労働者（同法に規定する紹介予定派遣または同法

第４０条の２第１項第３号または第４号に該当

する場合を除く。）であってはならないことに留

意すること。 

(ｳ) 同条第３項は、当該指定訪問介護事業所の従

業者たる訪問介護員等の質の向上を図るため、研

修機関が実施する研修や当該事業所内の研修へ

の参加の機会を計画的に確保することとしたも

のである。 

 

ト 衛生管理等 

居宅基準条例第３３条は、指定訪問介護事業者

は、訪問介護員等の清潔の保持および健康状態の管

理ならびに指定訪問介護事業所の設備および備品
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２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備お

よび備品等について、衛生的な管理に努めなければなら

ない。 

 

 

 

 （掲示） 

第三十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所

の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤

務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

 （秘密保持等） 

第三十五条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由

がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘

密を漏らしてはならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従

業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよ

う、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等におい

て、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、

利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意

を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したも

のである。特に、指定訪問介護事業者は、訪問介護

員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員

等を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感

染を予防するための備品等を備えるなど対策を講

じる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

ナ 秘密保持等 

(ｱ) 居宅基準条例第３５条第１項は、指定訪問介

護事業所の訪問介護員等その他の従業者に、その

業務上知り得た利用者またはその家族の秘密の

保持を義務付けたものである。 

(ｲ) 同条第２項は、指定訪問介護事業者に対して、

過去に当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等

その他の従業者であった者が、その業務上知り得

た利用者またはその家族の秘密を漏らすことが

ないよう必要な措置を取ることを義務付けたも

のであり、具体的には、指定訪問介護事業者は、

当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他

の従業者が、従業者でなくなった後においてもこ
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 （広告） 

第三十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所

について広告をする場合においては、その内容が虚偽ま

たは誇大なものであってはならない。 

 

 （居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第三十七条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者

またはその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者

によるサービスを利用させることの対償として、金品そ

の他の財産上の利益を供与してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時

等に取り決め、例えば違約金についての定めをお

くなどの措置を講ずべきこととするものである。 

(ｳ) 同条第３項は、訪問介護員等がサービス担当

者会議等において、課題分析情報等を通じて利用

者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情

報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と

共有するためには、指定訪問介護事業者は､あら

かじめ、文書により利用者またはその家族から同

意を得る必要があることを規定したものである

が、この同意は、サービス提供開始時に利用者お

よびその家族から包括的な同意を得ておくこと

で足りるものである。 

 

 

 

 

 

ニ 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

居宅基準条例第３７条は、居宅介護支援の公正中

立性を確保するために、指定訪問介護事業者は、居

宅介護支援事業者またはその従業者に対し、利用者

に対して特定の事業者によるサービスを利用させ

ることの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならないこととしたものである。 
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 （苦情処理） 

第三十八条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介

護に係る利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適

切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設

置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合

には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、

法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物

件の提出もしくは提示の求めまたは当該市町村の職員か

らの質問もしくは照会に応じ、および利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村

から指導または助言を受けた場合においては、当該指導

または助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。 

４ 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場

合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければな

らない。 

５ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る

利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国

民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十

五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。

以下同じ。）が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に

協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌ 苦情処理  

(ｱ) 居宅基準条例第３８条第１項にいう「必要な

措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の

体制および手順等当該事業所における苦情を処

理するために講ずる措置の概要について明らか

にし、利用申込者またはその家族にサービスの内

容を説明する文書に苦情に対する措置の概要に

ついても併せて記載するとともに、事業所に掲示

すること等である。      

(ｲ) 同条第２項は、利用者およびその家族からの

苦情に対し、指定訪問介護事業者が組織として迅

速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定訪問

介護事業者が提供したサービスとは関係のない

ものを除く。）の受付日、その内容等を記録する

ことを義務付けたものである。 

  また、指定訪問介護事業者は、苦情がサービス

の質の向上を図る上での重要な情報であるとの

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質

の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

なお、居宅基準条例第４２条第２項の規定に基

づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなけ

ればならない。 

(ｳ) 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関

する業務を行うことが位置付けられている国民
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指導または助言を受けた場合においては、当該指導また

は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会から

の求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康

保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

 

 

（地域との連携） 

第三十九条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当

たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者からの

苦情に関して市町村等が派遣する者が相談および援助を

行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 

 

 

 

 

 （事故発生時の対応） 

第四十条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪

問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当

該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況および事故

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近

な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、

サービスに関する苦情に対応する必要が生ずる

ことから、市町村についても国民健康保険団体連

合会と同様に、指定訪問介護事業者に対する苦情

に関する調査や指導、助言を行えることを運営基

準上、明確にしたものである。 

 

ネ 地域との連携 

居宅基準条例第３９条は、居宅基準条例第３条第

２項の趣旨に基づき、介護相談員を派遣する事業を

積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努

めることを規定したものである。 

なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談

員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人

会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事

業が含まれるものである。 

 

ノ 事故発生時の対応 

居宅基準条例第４０条は、利用者が安心して指定

訪問介護の提供を受けられるよう、事故発生時の速

やかな対応を規定したものである。指定訪問介護事

業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により

事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、

当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連
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に際して採った処置について記録しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護

の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （会計の区分） 

第四十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととすると

ともに、当該事故の状況および事故に際して採った

処置について記録しなければならないこととしたも

のである。 

また、利用者に対する指定訪問介護の提供により

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や

かに行わなければならないこととしたものである。 

なお、居宅基準条例第４２条第２項の規定に基づ

き、事故の状況および事故に際して採った処置につ

いての記録は、２年間保存しなければならない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

(ｱ) 利用者に対する指定訪問介護の提供により事

故が発生した場合の対応方法については、あらか

じめ指定訪問介護事業者が定めておくことが望

ましい。 

(ｲ) 指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態にお

いて速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加

入しておくか、または賠償資力を有することが望

ましい。 

(ｳ) 指定訪問介護事業者は、事故が生じた際には

その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講

じること。 

 

ハ 会計の区分 

居宅基準条例第４１条は、指定訪問介護事業者
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ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の

会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第四十二条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品

および会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護

の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、第一号

および第二号の記録についてはその完結の日から五年

間、その他の記録についてはその完結の日から二年間保

存しなければならない。 

一 訪問介護計画 

二 第二十条第二項に規定する提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

三 第二十七条に規定する市町村への通知に係る記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとと

もに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の

会計を区分しなければならないこととしたもので

あるが、具体的な会計処理の方法等については、「介

護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会

計基準の取扱いについて」（平成２４年３月２９日

老高発０３２９第１号）、「介護保険の給付対象事業

における会計の区分について」（平成１３年３月２

８日老振発第１８号）および「指定介護老人福祉施

設等に係る会計処理等の取扱いについて」（平成１

２年３月１０日老計第８号）によること。 

 

ヒ 記録の整備 

居宅基準条例第４２条第２項にいう「完結の日」

とは、以下のとおりとする。 

(ｱ) 第１号の訪問介護計画については、当該計画

の満了の日 

(ｲ) 第２号の提供した具体的なサービスの内容等

の記録については、サービスを提供した日 

(ｳ) 第３号の市町村への通知に係る記録について

は、当該記録を作成した日 

(ｴ) 第４号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

(ｵ) 第５号の事故の状況および事故に際して採っ

た処置についての記録については、当該記録を作
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四 第三十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

五 第四十条第二項に規定する事故の状況および事故に

際して採った処置についての記録 

 

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準 

 （訪問介護員等） 

第四十三条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護ま

たはこれに相当するサービス（以下「基準該当訪問介護」

という。）の事業を行う者（以下「基準該当訪問介護事業

者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「基準該

当訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員

等（基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士または

法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下

この節において同じ。）の員数その他の配置の基準は、規

則で定める。 

２ 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所

ごとに、訪問介護員等のうち一人以上の者をサービス提

供責任者としなければならない。 

３ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護

（指定介護予防サービス等基準条例第四十三条第一項に

規定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）

の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、同項および同

条第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前二項に規定する基準を満たしているものとみな

 

 

 

 

 

 （基準該当訪問介護事業所の訪問介護員等の員数） 

第八条 条例第四十三条第一項に規定する規則で定める基

準は、訪問介護員等の員数が三人以上であることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成した日 

 

 

 

(4) 基準該当訪問介護に関する基準 

ア 訪問介護員等の員数（居宅基準条例第４３条、居

宅基準規則第８条） 

基準該当訪問介護事業所における訪問介護員等

の員数については、３人以上と定められたが、これ

については、訪問介護員等の勤務時間の多寡にかか

わらず員数として３人以上確保すれば足りるもの

である。ただし、各地域におけるサービス利用の状

況や利用者数等を考慮し、適切な員数の職員を確保

するものとする。 

その他については、指定訪問介護事業所の場合と

同趣旨であるため第３の１の(1)のアに準じて取り

扱うべきものである。 

なお、サービス提供責任者については、常勤であ

る必要はないが、指定訪問介護における配置に準じ

て配置することが望ましい。 
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すことができる。 

 

 （管理者） 

第四十四条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介

護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の

他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

 （設備および備品等） 

第四十五条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を

行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪

問介護の提供に必要な設備および備品等を備えなければ

ならない。 

２ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護

の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において

一体的に運営される場合については、指定介護予防サー

ビス等基準条例第四十五条第一項に規定する設備に関す

る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

 

 （同居家族に対するサービス提供の制限） 

第四十六条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、

その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （同居家族に対するサービス提供の制限） 

第九条 条例第四十六条第一項ただし書の規則で定める場

合は、同居の家族である利用者に対する訪問介護が次の

 

 

イ 管理者（居宅基準条例第４４条） 

指定訪問介護の場合と基本的に同趣旨であるた

め、第３の１の(1)のウを参照されたい。ただし、

管理者は常勤である必要はないことに留意するも

のとする。 

 

 

 

ウ 設備および備品等 

居宅基準条例第４５条は、基準該当訪問介護事業

所の設備および備品等についての規定であるが、指

定訪問介護事業所の場合と基本的に同趣旨である

ため、第３の１の(2)を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

エ 同居家族に対するサービス提供の制限 

居宅基準条例第４６条は、居宅基準規則第９条各

号に定める場合に限り、同居家族である利用者に対
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させてはならない。ただし、規則で定める場合には、こ

の限りでない。 

２ 基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基

づき、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対

する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当

該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準用す

る第二十五条第一項の訪問介護計画の実施状況等からみ

て、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと

認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行

う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれにも該当する場合とする。 

一 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その

他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要

な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市

町村が認めるものに住所を有する場合 

二 当該訪問介護が、法第四十六条第一項に規定する指

定居宅介護支援事業者または法第四十七条第一項第一

号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の

作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合 

三 当該訪問介護が、条例第四十三条第二項に規定する

サービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提

供される場合 

四 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をそ

の主たる内容とする場合 

五 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介

護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が

訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね二分の

一を超えない場合 

 

 

 

 

 

 

 

するサービス提供を例外的に認めることを定めた

ものである。特に、同条第１号にあるとおり、離島、

山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護

による訪問介護だけでは必要な訪問介護の見込量

を確保することが困難であると市町村が認めた地

域において認められるものであり、市町村は、その

運用に際して次に掲げる点に留意するとともに、当

該地域における指定訪問介護の確保に努めること

とする。 

(ｱ) 市町村は、同居家族に対する訪問介護を行お

うとする訪問介護員等が所属する訪問介護事業

所から、居宅サービス計画の写し等、同居家族に

対する訪問介護が認められるための要件に満た

されていることを確認できる書類を届け出させ、

これに基づき基準該当居宅サービスとしての実

施を認めるものとする。 

(ｲ) 市町村は、いったん認めた同居家族に対する

訪問介護について、事後的にその要件を満たして

いないと認めるときは、保険給付を行わず、また

は既に行った保険給付の返還を求めるものとす

る。 

(ｳ) 市町村は、居宅基準規則第９条各号に規定す

る要件に反した訪問介護が行われている場合の

是正の指導のほか、当該同居家族に対して行われ

ている居宅サービスとして、当該訪問介護員等に
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 （準用） 

第四十七条 第一節および第四節（第十六条、第二十一条

第一項、第二十六条、第三十一条ならびに第三十八条第

五項および第六項を除く。）の規定は、基準該当訪問介護

の事業について準用する。この場合において、第二十条

中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六

項の規定により利用者に代わって支払いを受ける居宅介

護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第十条 第三条から第七条までの規定は、基準該当訪問介

護の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

よる訪問介護のほか、他の居宅サービスが適切に

組み合わされているかどうか等を点検し、状況に

応じて必要な助言を当該同居家族および基準該

当訪問介護事業者に対して行うものとする。 

(ｴ) 居宅基準規則第９条第５号に規定する、訪問

介護員等が同居家族の訪問介護に従事する時間

の合計時間が当該訪問介護員等が訪問介護に従

事する時間の合計時間のおおむね２分の１を超

えないという要件は、同居家族の訪問介護が「身

内の世話」ではなく、「訪問介護事業所の従業者

による介護」として行われることを担保する趣旨

で設けられたものであるが、こうした趣旨を踏ま

えつつ、当該市町村の訪問介護の基盤整備の状況

など地域の実情に応じて､当該要件をある程度の

幅をもって運用することは差し支えないものと

する。  

 

オ 運営に関する基準 

居宅基準条例第４７条の規定により、居宅基準条

例第１６条、第２１条第１項、第２６条、第３１条

ならびに第３８条第５項および第６項を除き、指定

訪問介護の運営に関する基準が基準該当訪問介護に

準用されるものであるため、第３の１の(3)のアから

オまでおよびキからヒまで（コの(ｱ)およびツを除

く。)を参照されたい。この場合において、準用され
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第二項および第二十二条中「法定代理受領サービスに該

当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」

と、第二十一条第三項中「前二項」とあるのは「前項」

と、第二十五条第一項中「第六条第二項」とあるのは「第

四十三条第二項」と、「第二十九条」とあるのは「第四十

七条において準用する第二十九条」と読み替えるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三章 訪問入浴介護 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第四十八条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護

（以下「指定訪問入浴介護」という。）の事業は、要介護

状態となった場合においても、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助

を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身

機能の維持等を図るものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三章 訪問入浴介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る居宅基準条例第２１条第２項の規定は、基準該当

訪問介護事業者が利用者から受領する利用料につい

て、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる

場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を

算定するための基準となる費用の額（１００分の９

０を乗ずる前の額）との間に不合理な差額が生じる

ことを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象

となるサービスの利用料と、保険給付の対象となら

ないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の

他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを

禁止する趣旨である。なお、当該事業所による訪問

介護が複数の市町村において基準該当訪問介護と認

められる場合には､利用者の住所地によって利用料

が異なることは認められないものである。 

 

２ 訪問入浴介護 
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第二節 人員に関する基準 

 （従業者） 

第四十九条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指

定訪問入浴介護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置

くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下こ

の節から第四節までにおいて「訪問入浴介護従業者」と

いう。）は、次のとおりとする。 

一 看護師または准看護師（以下この章において「看護

職員」という。） 

二 介護職員 

２ 前項各号に掲げる訪問入浴介護従業者の員数その他の

配置の基準は、規則で定める。 

３ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護

事業者（指定介護予防サービス等基準条例第四十九条第

一項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入

浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予

防サービス等基準条例第四十八条に規定する指定介護予

防訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、

指定介護予防サービス等基準条例第四十九条第一項およ

び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことに加

え、介護職員を一人置くことをもって、前二項に規定す

 

 

 （従業者の員数） 

第十一条 条例第四十九条第二項に規定する規則で定める

基準は、員数が次の各号に掲げる訪問入浴介護従業者の

区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。 

一 看護職員 一以上 

二 介護職員 二以上 

２ 前項の訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤で

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人員に関する基準 

ア 従業者の員数（居宅基準条例第４９条） 

指定訪問介護入浴介護事業所における訪問入浴

介護従業者の員数については、最低限必要の数を定

めたものであり、訪問入浴介護の提供量に応じて、

居宅基準規則第１３条第４号の規定に基づく体制

に必要な員数を確保するものとする。 
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る基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 （管理者） 

第五十条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業

所の他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

第三節 設備に関する基準 

 （設備および備品等） 

第五十一条 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を

行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほ

か、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備およ

び備品等を備えなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の

事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第五十一条第一項に規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 管理者（居宅基準条例第５０条） 

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第３の１の

(1)のウを参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

(2) 設備に関する基準（居宅基準条例第５１条） 

ア 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行う

ために必要な面積を有する専用の事務室を設ける

ことが望ましいが、間仕切りをする等他の事業の用

に供するものと明確に区分される場合は、他の事業

と同一の事務室であっても差し支えない。なお、こ

の場合に、区分がされていなくても業務に支障がな

いときは、指定訪問入浴介護の事業を行うための区

画が明確に特定されていれば足りるものとする。 

イ 専用の事務室または区画については、利用申込の

受付、相談等に対応するのに適切なスペースおよび

浴槽等の備品・設備等を保管するために必要なスペ

ースを確保する必要がある。 

ウ 専用の事務室または区画については、指定訪問入
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第四節 運営に関する基準 

 （利用料等の受領） 

第五十二条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、

その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴

介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪

問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額

を控除して得た額の支払いを受けるものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用者

から支払いを受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に

係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差

額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者は、前二項の支払いを受ける

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （費用） 

第十二条 条例第五十二条第三項の規則で定める費用は、

次に掲げる費用とする。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地

域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合のそれ

に要する交通費 

二 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係

る費用 

 

 

 

 

 

浴介護に必要な浴槽（身体の不自由な者が入浴する

のに適したもの）、車両（浴槽を運搬しまたは入浴

設備を備えたもの）等の設備および備品等を確保す

る必要がある。特に、手指を洗浄するための設備等

感染症予防に必要な設備等に配慮する必要がある。

ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場

合であって、指定訪問入浴介護の事業および当該他

の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該

他の事業所、施設等に備え付けられた設備および備

品等を使用することができるものとする。 

 

(3) 運営に関する基準 

ア 利用料等の受領 

(ｱ) 居宅基準条例第５２条第１項、第２項および

第４項は、指定訪問介護に係る第２１条第１項、

第２項および第４項と同趣旨であるため、第３の

１の(3)のコの(ｱ)、(ｲ)および(ｴ)を参照された

い。 

(ｲ) 同条第３項および居宅基準規則第１２条は、

指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護の

提供に関して、利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入

浴介護を行う場合の交通費、および利用者の選定

により提供される特別な浴槽水等に係る費用に

ついては、前２項の利用料のほかに利用者から支
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額のほか、規則で定める費用の額の支払いを利用者から

受けることができる。 

４ 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサ

ービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者または

その家族に対し、当該サービスの内容および費用につい

て説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 （指定訪問入浴介護の基本取扱方針） 

第五十三条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の

軽減または悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応

じて、適切に行われなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪

問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなけ

ればならない。 

 

 （指定訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第五十四条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護

の方針は、規則に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第十三条 条例第五十四条に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者

の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏

まえ、必要なサービスを適切に提供する。 

二 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サ

ービスの提供方法等について、理解しやすいように説

明を行う。 

払いを受けることができることとし、保険給付の

対象となっているサービスと明確に区分されな

いあいまいな名目による費用の支払いを受ける

ことは認めないこととしたものである。 

 

 

 

イ 指定訪問入浴介護の基本取扱方針および具体的

取扱方針 

指定訪問入浴介護の基本取扱方針および具体的

取扱方針については、居宅基準条例第５３条、第５

４条および居宅基準規則第１３条の定めるところ

によるほか、次の点に留意するものとする。 

(ｱ) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、利用

者の心身の状況により、訪問時に全身入浴が困難

な場合は、利用者の希望により、「清しき」また

は「部分浴（洗髪、陰部、足部等）」を実施する

など、適切なサービス提供に努めること。 

(ｲ) 居宅基準規則第１３条第２号に定める「サー

ビスの提供方法等」とは、入浴方法等の内容、作

業手順、入浴後の留意点などを含むものであるこ

と。 

(ｳ) 同条第４号に定める「サービスの提供の責任

者」については、入浴介護に関する知識や技術を

有した者であって、衛生管理や入浴サービスの提
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 （緊急時等の対応） 

第五十五条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介

護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

三 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の

進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提

供を行う。 

四 指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看

護職員一人および介護職員二人をもって行うものと

し、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責

任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定して

いること等から、入浴により利用者の身体の状況等に

支障を生ずるおそれがないと認められる場合において

は、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代

えて介護職員を充てることができる。 

五 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの

提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して

安全および清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に

接触する設備、器具その他の用品については、サービ

スの提供ごとに消毒したものを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供に当たって他の従業者に対し作業手順など適

切な指導を行うとともに、利用者が安心してサー

ビス提供を受けられるように配慮すること。ま

た、同号に定める「主治の医師の意見の確認」に

ついては、利用者または利用者の承諾を得て当該

事業者が、利用者の主治医に確認することとし、

併せて、次に確認すべき時期についても確認して

おくこと。 

(ｴ) 同条第５号に定める「サービスの提供に用い

る設備、器具その他の用品」の安全衛生について

は、特に次の点について留意すること。 

ａ 浴槽など利用者の身体に直に接触する設

備・器具類は、利用者１人ごとに消毒した清潔

なものを使用し、使用後に洗浄および消毒を行

うこと。また、保管に当たっても、清潔保持に

留意すること。 

ｂ 皮膚に直に接するタオル等については、利用

者１人ごとに取り替えるか個人専用のものを

使用する等、安全清潔なものを使用すること。 

ｃ 消毒方法等についてマニュアルを作成する

など、当該従業者に周知させること。 

 

ウ 緊急時等の対応 

居宅基準条例第５５条は、訪問入浴介護従業者が

現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利
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た場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師または

あらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医

療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （管理者の責務） 

第五十六条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪

問入浴介護事業所の従業者の管理および指定訪問入浴介

護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入

浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため

必要な指揮命令を行うものとする。 

 

 

 （運営規程） 

第五十七条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第十四条 条例第五十七条の規則で定める重要事項は、次

用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づ

き速やかに主治医またはあらかじめ当該指定訪問入

浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならないこととした

ものである。協力医療機関については、次の点に留

意するものとする。 

(ｱ) 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内に

あることが望ましい。 

(ｲ) 緊急時において円滑な協力を得るため、当該

協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を

取り決めておくこと。 

 

エ 管理者の責務 

居宅基準条例第５６条は、指定訪問入浴介護事業

所の管理者の責務を、指定訪問入浴介護事業所の従

業者の管理および指定訪問入浴介護の利用の申込み

に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を

一元的に行うとともに、当該指定訪問入浴介護事業

所の従業者に居宅基準条例の第３章第４節の規定を

遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたも

のである。 

 

オ 運営規程 

居宅基準条例第５７条は、指定訪問入浴介護の事
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護事業所ごとに、事業の運営についての重要事項であっ

て規則で定めるものに関する規程（以下この章において

「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第五十八条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、

備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問

入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、第一号の記録についてはその完結の日から五年間、

その他の記録についてはその完結の日から二年間保存し

なければならない。 

一 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

二 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定訪問入浴介護の内容および利用料その他の費用

の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 サービスの利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業の適正な運営および利用者に対する適切な指定訪

問入浴介護の提供を確保するため、居宅基準規則第

１４条第１号から第８号までに掲げる事項を内容と

する規定を定めることを指定訪問入浴介護事業所ご

とに義務付けたものであるが、同条第６号の「サー

ビスの利用に当たっての留意事項」とは、利用者が

指定訪問入浴介護の提供を受ける際に、利用者側が

留意すべき事項（入浴前の食事の摂取に関すること

等）を指すものであることに留意するものとする。 

 

 

 

 

カ 記録の整備 

居宅基準条例第５８条第２項にいう「完結の日」

とは、以下のとおりとする。 

(ｱ) 第１号の提供した具体的なサービスの内容等

の記録については、サービスを提供した日 

(ｲ) 第２号の市町村への通知に係る記録について

は、当該記録を作成した日 

(ｳ) 第３号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

(ｴ) 第４号の事故の状況および事故に際して採っ

た処置についての記録については、当該記録を作

成した日 
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への通知に係る記録 

三 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

四 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

 

 （準用） 

第五十九条 第九条から第二十条まで、第二十二条、第二

十七条および第三十二条から第四十一条までの規定は、

指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪

問入浴介護従業者」と、第九条第一項中「第三十条」と

あるのは「第五十七条」と、第三十三条中「設備および

備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽そ

の他の設備および備品等」と読み替えるものとする。 

 

 

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準 

 （従業者） 

第六十条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護

またはこれに相当するサービス（以下「基準該当訪問入

浴介護」という。）の事業を行う者が、当該事業を行う事

業所（以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。）ご

とに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第十五条 第三条および第五条の規定は、指定訪問入浴介

護の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基準該当訪問入浴介護事業所の従業者の員数） 

第十六条 条例第六十条第二項に規定する規則で定める基

準は、員数が次の各号に掲げる訪問入浴介護従業者の区

分に応じ、当該各号に定める数であることとする。 

一 看護職員 一以上 

二 介護職員 二以上 

 

 

 

 

 

 

 

キ 準用 

居宅基準条例第５９条の規定により、居宅基準条

例第９条から第２０条まで、第２２条、第２７条お

よび第３２条から第４１条までの規定は、指定訪問

入浴介護の事業について準用されるため、第３の１

の(3)のアからケまで、サ、セおよびテからハまで

（テの(ｲ)なお書きを除く。）を参照されたい。この

場合において、居宅基準条例第３３条中「設備およ

び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる

浴槽その他の設備および備品等」と読み替えられる

ことに留意するものとする。 

 

(4) 基準該当訪問入浴介護に関する基準 

ア 従業者の員数（居宅基準条例第６０条） 

基準該当訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業

者の員数については、最低限必要な数を定めたもの

であり、訪問入浴介護の提供量に応じて、居宅基準

条例第６３条により準用する居宅基準条例第５４
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者（以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。）

は、次のとおりとする。 

一 看護職員 

二 介護職員 

２ 前項各号に掲げる訪問入浴介護従業者の員数その他の

配置の基準は、規則で定める。 

３ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問

入浴介護（指定介護予防サービス等基準条例第六十条第

一項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。

以下同じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、同

項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介

護職員を一人置くことをもって、前項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

 

 （管理者） 

第六十一条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪

問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者

を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介

護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問

入浴介護事業所の他の職務に従事し、または同一敷地内

にある他の事業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

 

 （設備および備品等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条、居宅基準規則第１３条第４号の規定に基づく体

制に必要な員数を確保するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 管理者（居宅基準条例第６１条） 

指定訪問入浴介護の場合と基本的に同趣旨であ

るため、第３の２の(1)のイを参照されたい。ただ

し、管理者は常勤である必要はないことに留意する

ものとする。 

 

 

 

 

ウ 設備および備品等（居宅基準条例第６２条） 
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第六十二条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運

営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該

当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備および備品

等を備えなければならない。 

２ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問

入浴介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所

において一体的に運営される場合については、指定介護

予防サービス等基準条例第六十二条第一項に規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 （準用） 

第六十三条 第九条から第十五条まで、第十七条から第二

十条まで、第二十二条、第二十七条、第三十二条から第

三十七条まで、第三十八条（第五項および第六項を除

く。）、第三十九条から第四十一条までおよび第四十八条

ならびに第四節（第五十二条第一項および第五十九条を

除く。）の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について

準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介

護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第九条

第一項中「第三十条」とあるのは「第五十七条」と、第

二十条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一

条第六項の規定により利用者に代わって支払いを受ける

居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二

十二条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第十七条 第三条、第五条、第十二条から第十四条までの

規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定訪問入浴介護の場合と基本的に同趣旨であ

るため、第３の２の(2)を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 運営に関する基準 

居宅基準条例第６３条の規定により、居宅基準条

例第９条から第１５条まで、第１７条から第２０条

まで、第２２条、第２７条、第３２条から第３７条

まで、第３８条（第５項および第６項を除く。）、第

３９条から第４１条までおよび第４８条ならびに

第４節（第５２条第１項および第５９条を除く。）

の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準

用されるものであるため、第３の１の(3)のアから

オまで、キからケまで、サ、セおよびテからハまで

（テの(ｲ)なお書きを除く。）ならびに第３の２の

(3)を参照されたい。この場合において、準用され

る居宅基準条例第５２条第２項の規定は、基準該当

訪問入浴介護事業者が利用者から受領する利用料
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介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十

三条中「設備および備品等」とあるのは「基準該当訪問

入浴介護に用いる浴槽その他の設備および備品等」と、

第五十二条第二項中「法定代理受領サービスに該当しな

い指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介

護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と

読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第四章 訪問看護 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第六十四条 指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下

「指定訪問看護」という。）の事業は、要介護状態となっ

た場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能

の維持回復を目指すものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四章 訪問看護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について、当該サービスが結果的に保険給付の対象

となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービ

ス費を算定するための基準となる費用の額（１００

分の９０を乗ずる前の額）との間に不合理な差額が

生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付

の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象

とならないサービスの利用料との間に、一方の管理

経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設け

ることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所に

よる訪問入浴介護が複数の市町村において基準該

当訪問入浴介護と認められる場合には、利用者の住

所地によって利用料が異なることは認められない

ものである。 

 

３ 訪問看護 
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 （看護師等） 

第六十五条 指定訪問看護の事業を行う者（以下「指定訪

問看護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定訪問看護事業所」という。）ごとに置くべき看護師

その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者（以下「看

護師等」という。）は、次の各号に掲げる指定訪問看護事

業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める看護師等と

する。 

一 病院または診療所以外の指定訪問看護事業所（以下

「指定訪問看護ステーション」という。） 

イ 保健師、看護師または准看護師（以下この条にお

いて「看護職員」という。） 

ロ 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 

二 病院または診療所である指定訪問看護事業所（以下

「指定訪問看護を担当する医療機関」という。） 看護

職員 

２ 前項各号に掲げる看護師等の員数その他の配置の基準

は、規則で定める。 

３ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者

（指定介護予防サービス等基準条例第六十五条第一項に

規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と

指定介護予防訪問看護（指定介護予防サービス等基準条

例第六十四条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。

以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運

 （看護師等の員数） 

第十八条 条例第六十五条第二項に規定する規則で定める

基準は、員数が次の各号に掲げる看護師等の区分に応じ、

当該各号に定める数であることとする。 

一 指定訪問看護ステーションの看護師等 

イ 看護職員 常勤換算方法で、二・五以上 

ロ 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 指定

訪問看護ステーションの実情に応じた適当数 

二 指定訪問看護を担当する医療機関の看護職員 指定

訪問看護の提供に当たるための適当数 

２ 前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人員に関する基準 

ア 看護師等の員数（居宅基準条例第６５条、居宅基

準規則第１８条） 

(ｱ) 指定訪問看護ステーションの場合（居宅基準

条例第６５条第１項第１号、居宅基準規則第１８

条第１項） 

ａ 指定訪問看護ステーションにおける保健師、

看護師または准看護師（以下「看護職員」とい

う。）の員数については、常勤換算方法で２．

５人以上と定められたが、これについては、職

員の支援体制等を考慮した最小限の員数とし

て定められたものであり、各地域におけるサー

ビス利用の状況や利用者数および指定訪問看

護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の人員

を確保するものとする。 

ｂ 勤務日および勤務時間が不定期な看護師等

についての勤務延時間数の算定については、指

定訪問介護の場合と同様である。 

ｃ 理学療法士、作業療法士および言語聴覚士に

ついては、実情に応じた適当数を配置するもの

とする（配置しないことも可能である。）。 

ｄ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の

事業所の看護職員の勤務延時間数とは、出張所

等における勤務延時間数も含めるものとする。 

(ｲ) 指定訪問看護を担当する医療機関の場合（居
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営されている場合については、指定介護予防サービス等

基準条例第六十五条第一項および第二項に規定する人員

に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

４ 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者（指定地域密着型サービス基準第三条の

四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪

問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（指定地域密着型サービス基準第三条の二に規定する指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。）の事業が

同一の事業所において一体的に運営されている場合に、

指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項第四号イ

に規定する人員に関する基準に相当する市町の条例で定

める基準を満たすとき（次項の規定により第一項第一号

イおよび第二号に規定する基準を満たしているものとみ

なされているときを除く。）は、当該指定訪問看護事業者

は、第一項第一号イおよび第二号に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

５ 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者（指

定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定す

る指定複合型サービス事業者をいう。）の指定を併せて受

け、かつ、指定訪問看護の事業と指定複合型サービス（指

定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定複

合型サービスをいう。）の事業が同一の事業所において一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅基準条例第６５条第１項第２号、居宅基準規則

第１８条第２項） 

指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護の提

供に当たる看護職員を適当数置かなければなら

ない。 

(ｳ) 指定定期巡回・随時対応訪問介護看護または

指定複合型サービスとの一体的運営について

（居宅基準条例第６５条第４項および第５項） 

指定訪問看護事業者が、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者または指定複合型サー

ビス事業者の指定を併せて受け、かつ、当該事業

が指定訪問看護事業所と同じ事業所で一体的に

運営されている場合については、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業または指定複合型

サービス事業（以下(ｳ)において「指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業等」という。）の指

定を受ける上で必要とされている看護職員の員

数（常勤換算方法で２．５）を配置していること

をもって、指定訪問看護の看護職員の人員基準を

満たしているものとみなすことができることと

している。 

なお、指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業等の看護職員の人員

配置基準を満たしていることにより指定訪問看

護の看護職員の人員配置基準を満たしているも
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体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス

基準第百七十一条第四項に規定する人員に関する基準に

相当する市町の条例で定める基準を満たすとき（前項の

規定により第一項第一号イおよび第二号に規定する基準

を満たしているものとみなされているときを除く。）は、

当該指定訪問看護事業者は、第一項第一号イおよび第二

号に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

 

 （管理者） 

第六十六条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステー

ションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーショ

ンの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステー

ションの他の職務に従事し、または同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事することができるものと

する。 

２ 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師または

看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由

がある場合は、この限りでない。 

３ 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪

問看護を行うために必要な知識および技能を有する者で

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のとみなされている場合については、当該指定訪

問看護事業の人員配置基準を満たしていること

をもって別の指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業等の看護職員の人員配置基準を満たし

ているものとはみなされないので留意すること。 

 

 

 

 

イ 指定訪問看護ステーションの管理者（居宅基準条

例第６６条） 

(ｱ) 訪問看護ステーションの管理者は常勤であ

り、かつ、原則として専ら当該指定訪問看護ステ

ーションの管理業務に従事するものとする。ただ

し、以下の場合であって、当該指定訪問看護ステ

ーションの管理業務に支障がないときは、他の職

務を兼ねることができるものとする。 

ａ 当該指定訪問看護ステーションの看護職員

としての職務に従事する場合 

ｂ 当該指定訪問看護ステーションが健康保険

法による指定を受けた訪問看護ステーション

である場合に、当該訪問看護ステーションの管

理者または看護職員としての職務に従事する

場合 

ｃ 同一敷地内にあるまたは道路を隔てて隣接
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する等、特に当該指定訪問看護ステーションの

管理業務に支障がないと認められる範囲内に

他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事

業所等の管理者または従業者としての職務に

従事する場合（この場合の他の事業所、施設等

の事業の内容は問わないが､例えば、併設され

る入所施設における看護業務（管理業務を含

む。）との兼務は管理者の業務に支障があると

考えられるが、施設における勤務時間が極めて

限られている職員の場合には、例外的に認めら

れる場合もありうる。） 

(ｲ) 指定訪問看護ステーションの管理者は、管理

者としてふさわしいと認められる保健師または

看護師であって、保健師助産師看護師法（昭和２

３年法律第２０３号）第１４条第３項の規定によ

り保健師または看護師の業務の停止を命ぜられ、

業務停止の期間終了後２年を経過しない者に該

当しないものである。 

(ｳ) 管理者の長期間の傷病または出張等のやむを

得ない理由がある場合には、老人の福祉の向上に

関し相当の知識、経験および熱意を有し、過去の

経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの

管理者としてふさわしいと知事に認められた者

であれば、管理者として保健師および看護師以外

の者をあてることができるものとする。ただし、
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第三節 設備に関する基準 

 （設備および備品等） 

第六十七条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営

を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設ける

ほか、指定訪問看護の提供に必要な設備および備品等を

備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステ

ーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合

は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の

区画を設けることで足りるものとする。 

２ 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行

うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の

用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提

供に必要な設備および備品等を備えなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介

護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合においても、可能な限り速やかに常勤の

保健師および看護師の管理者が確保されるよう

に努めなければならないものである。 

(ｴ) 指定訪問看護ステーションの管理者は、医療

機関における看護、訪問看護または訪問指導の業

務に従事した経験のある者である必要がある。さ

らに、管理者としての資質を確保するために関連

機関が提供する研修等を受講していることが望

ましい。 

 

(2) 設備に関する基準 

ア 指定訪問看護ステーションの場合（居宅基準条例

第６７条第１項） 

(ｱ) 指定訪問看護ステーションには、運営に必要

な面積を有する専用の事務室を設ける必要があ

る。ただし、当該指定訪問看護ステーションが健

康保険法による指定を受けた訪問看護ステーシ

ョンである場合には、両者を共用することは差し

支えない。また、当該指定訪問看護ステーション

が、他の事業の事業所を兼ねる場合には、必要な

広さの専用の区画を有することで差し支えない

ものとする。なお、この場合に、区分されていな

くても業務に支障がないときは、指定訪問看護の

事業を行うための区画が明確に特定されていれ

ば足りるものである。 
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に運営されている場合については、指定介護予防サービ

ス等基準条例第六十七条第一項または第二項に規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、第一項または

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四節 運営に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 事務室については、利用申込みの受付、相談

等に対応するのに適切なスペースを確保するも

のとする。 

(ｳ) 指定訪問看護に必要な設備および備品等を確

保する必要がある。特に、感染症予防に必要な設

備等に配慮する必要がある。ただし、他の事業所、

施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪

問看護の事業または当該他の事業所、施設等の運

営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等

に備え付けられた設備および備品等を使用する

ことができるものとする。 

イ 指定訪問看護を担当する医療機関の場合（居宅基

準条例第６７条第２項） 

(ｱ) 指定訪問看護を担当する病院または診療所に

は、指定訪問看護の事業を行うために必要な専用

の区画を設ける必要がある。なお、業務に支障が

ないときは、指定訪問看護の事業を行うための区

画が明確に特定されていれば足りるものである。 

(ｲ) 指定訪問看護事業に必要な設備および備品等

を確保する必要がある。ただし、設備および備品

等については、当該医療機関における診療用に備

え付けられたものを使用することが出来るもの

である。 

 

(3) 運営に関する基準 
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 （サービス提供困難時の対応） 

第六十八条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、

当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘

案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難で

あると認めた場合は、主治の医師および居宅介護支援事

業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等

を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければなら

ない。 

 

 （居宅介護支援事業者等との連携） 

第六十九条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供

するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療

サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に

際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を

行うとともに、主治の医師および居宅介護支援事業者に

対する情報の提供ならびに保健医療サービスまたは福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。 

 

 （利用料等の受領） 

第七十条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービス

に該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア サービス提供困難時の対応 

指定訪問看護事業者が、指定訪問看護の提供を拒

否する正当な理由としては、第３の１の(3)のイに

示した理由のほか、利用申込者の病状等により、自

ら適切な訪問看護の提供が困難と判断した場合が

該当するが、これらの場合には、居宅基準条例第６

８条の規定により、指定訪問看護事業者は、主治医

および居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な

他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な

措置を速やかに講じなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 利用料の受領 

(ｱ) 居宅基準条例第７０条第１項、第３項および

第４項については、第３の１の(3)のコの(ｱ)、(ｳ)

および(ｴ)を参照されたいこと。 
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介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に

支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の

支払いを受けるものとする。 

２ 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払

いを受ける利用料の額および指定訪問看護に係る居宅介

護サービス費用基準額と、健康保険法（大正十一年法律

第七十号）第六十三条第一項に規定する療養の給付もし

くは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護また

は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律

第八十号）第六十四条第一項に規定する療養の給付もし

くは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護に要

する費用の額との間に、不合理な差額が生じないように

しなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は、前二項の支払いを受ける額の

ほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の

地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに

要した交通費の額の支払いを利用者から受けることがで

きる。 

４ 指定訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその

家族に対し、当該サービスの内容および費用について説

明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 （指定訪問看護の基本取扱方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 同条第２項は、利用者間の公平および利用者

の保護の観点から、法定代理受領サービスでない

指定訪問看護を提供した際にその利用者から支

払いを受ける利用料の額および法定代理受領サ

ービスである指定訪問看護に係る費用の額と、医

療保険給付または訪問看護療養費の対象となる

健康保険法上の指定訪問看護の費用の額の間に

不合理な差異を設けてはならないこととしたも

のであること。 

なお、そもそも介護保険給付、医療保険給付ま

たは訪問看護療養費の給付対象となる訪問看護

と明確に区分されるサービスについては、第３の

１の(3)のコの(ｲ)のなお書きを参照されたいこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 指定訪問看護の基本取扱方針および具体的取扱
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第七十一条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減

または悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、

計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看

護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら

ない。 

 

 （指定訪問看護の具体的取扱方針） 

第七十二条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、規則

で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定訪問看護の具体的取扱方針） 

第十九条 条例第七十二条に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との

密接な連携および条例第七十四条第一項に規定する訪

問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回

復を図るよう妥当適切に行う。 

二 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導または

説明を行う。 

三 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対

応し、適切な看護技術をもって、これを行う。 

四 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病

状、心身の状況およびその置かれている環境の的確な

把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な指

導を行う。 

五 特殊な看護等については、これを行ってはならない。 

方針 

居宅基準条例第７１条および第７２条にいう指

定訪問看護の取扱方針において、特に留意すべきこ

とは、次のとおりであること。 

(ｱ) 指定訪問看護は、利用者の心身の状態を踏ま

え、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保

を図るよう､主治医との密接な連携のもとに訪問

看護計画に沿って行うこととしたものであるこ

と。 

(ｲ) 指定訪問看護の提供については、目標達成の

度合いやその効果等について評価を行うととも

に、訪問看護計画の修正を行い改善を図る等に努

めなければならないものであること。 

(ｳ) 利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、

具体的な方法その他療養上必要な事項について

利用者および家族に理解しやすいよう指導また

は説明を行うこと。 

(ｴ) 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進

歩に沿った適切な看護技術をもって対応できる

よう、新しい技術の習得等、研鑽を積むことを定

めたものであること。 

(ｵ) 医学の立場を堅持し、広く一般に認められて

いない看護等については行ってはならないこと。 
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 （主治の医師との関係） 

第七十三条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師

の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要

な管理をしなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に

際し、主治の医師による指示を文書で受けなければなら

ない。 

３ 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規

定する訪問看護計画書および訪問看護報告書を提出し、

指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連

携を図らなければならない。 

４ 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医

療機関である場合にあっては、前二項の規定にかかわら

ず、第二項の主治の医師の文書による指示ならびに前項

の訪問看護計画書および訪問看護報告書の提出は、診療

録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」という。）

への記載をもって代えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 主治医との関係（居宅基準条例第７３条）  

(ｱ) 指定訪問看護事業所の管理者は、利用者の主

治医が発行する訪問看護指示の文書（以下「指示

書」という。）に基づき指定訪問看護が行われる

よう、主治医との連絡調整、指定訪問看護の提供

を担当する看護師等の監督等必要な管理を行わ

なければならないこと。なお、主治医とは、利用

申込者の選定により加療している医師をいい、主

治医以外の複数の医師から指示書の交付を受け

ることはできない。 

(ｲ) 居宅基準条例第７３条第２項は、指定訪問看

護の利用対象者は、その主治医が指定訪問看護の

必要性を認めたものに限られるものであること

を踏まえ、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護

の提供の開始に際しては、指示書の交付を受けな

ければならないこととしたものである。 

(ｳ) 指定訪問看護事業所の管理者は、主治医と連

携を図り、適切な指定訪問看護を提供するため、

定期的に訪問看護計画書および訪問看護報告書

を主治医に提出しなければならない。 

(ｴ) 指定訪問看護の実施に当たっては、特に医療

施設内の場合と異なり、看護師等が単独で行うこ

とに十分留意するとともに慎重な状況判断等が

要求されることを踏まえ、主治医との密接かつ適
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 （訪問看護計画書および訪問看護報告書の作成） 

第七十四条 看護師等（准看護師を除く。以下この条にお

いて同じ。）は、利用者の希望、主治の医師の指示および

心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達

成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問

看護計画書を作成しなければならない。 

２ 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されてい

る場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作

成しなければならない。 

３ 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、そ

の主要な事項について利用者またはその家族に対して説

明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該

訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。 

５ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した

訪問看護報告書を作成しなければならない。 

６ 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書およ

び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導および管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切な連携を図ること。 

(ｵ) 保険医療機関が指定訪問看護事業者である場

合には、主治医の指示は診療録に記載されるもの

で差し支えない。また、訪問看護計画書および訪

問看護報告書についても看護記録等の診療記録

に記載されるもので差し支えない。 

 

オ 訪問看護計画書および訪問看護報告書の作成 

(ｱ) 居宅基準条例第７４条は、看護師等（准看護

師を除く。）が利用者ごとに、訪問看護計画書お

よび訪問看護報告書を作成することとしたもの

である。 

(ｲ) 看護師等は、訪問看護計画書には、利用者の

希望、主治医の指示および看護目標、具体的なサ

ービス内容等を記載する。なお、既に居宅サービ

ス計画等が作成されている場合には、当該計画に

沿って訪問看護の計画を立案する。 

(ｳ) 看護師等は、訪問看護計画書の目標や内容等

について､利用者およびその家族に理解しやすい

方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価

についても説明を行う必要がある。 

(ｴ) 訪問看護計画書は、居宅サービス計画に沿っ

て作成されなければならないこととしたもので

ある。 

  なお、訪問看護計画書を作成後に居宅サービス
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を行わなければならない。 

７ 前条第四項の規定は、訪問看護計画書および訪問看護

報告書の作成について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画が作成された場合は、当該訪問看護計画書が

居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、

必要に応じて変更するものとする。 

(ｵ) 訪問看護計画書は、利用者の希望、主治医の

指示および心身の状況を踏まえて作成されなけ

ればならないものであり、サービス内容等への利

用者の意向の反映の機会を保障するため、看護師

等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その

内容等を説明した上で利用者の同意を得なけれ

ばならず、また、当該訪問看護計画書を利用者に

交付しなければならない。 

なお、交付した訪問看護計画書は、居宅基準条

例第７８条第２項の規定に基づき、５年間保存し

なければならない。 

(ｶ) 指定訪問看護事業所が保険医療機関である場

合は、居宅基準条例第７３条第４項により、主治

の医師への訪問看護計画書の提出は、診療記録へ

の記載をもって代えることができることとされ

ているため、居宅基準条例第７４条第４項に基づ

く訪問看護計画書の交付については、「訪問看護

計画書および訪問看護報告書等の取扱いについ

て」（平成１２年３月３０日老企第５５号）に定

める訪問看護計画書を参考に各事業所ごとに定

めるものを交付することで差し支えない。 

(ｷ) 看護師等は、訪問看護報告書には、訪問を行
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 （同居家族に対する訪問看護の禁止） 

第七十五条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居

の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせ

てはならない。 

 

 （緊急時等の対応） 

第七十六条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

った日、提供した看護内容、サービス提供結果等

を記載する。なお、居宅基準条例第７３条に規定

する報告書は、訪問の都度記載する記録とは異な

り、主治医に定期的に提出するものをいい、当該

報告書の記載と先に主治医に提出した訪問看護

計画書（当該計画書を居宅基準条例第７４条第４

項において診療記録の記載をもって代えた場合

を含む。）の記載において重複する箇所がある場

合は、当該報告書における重複箇所の記載を省略

しても差し支えないこととする。 

(ｸ) 管理者にあっては、訪問看護計画に沿った実

施状況を把握し、計画書および報告書に関し、助

言、指導等必要な管理を行わなければならない。 

(ｹ) 指定訪問看護事業者は、主治医との連携を図

り、適切な指定訪問看護を提供するため、訪問看

護計画書および訪問看護報告書を定期的に主治

医に提出しなければならない。 
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必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに

主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置

を講じなければならない。 

 

 （運営規程） 

第七十七条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所

ごとに、事業の運営についての重要事項であって規則で

定める事項に関する規程（以下この章において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第七十八条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品

および会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

２ 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護

の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、第一号

から第四号までの記録についてはその完結の日から五年

間、その他の記録についてはその完結の日から二年間保

存しなければならない。 

一 第七十三条第二項に規定する主治の医師による指示

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第二十条 条例第七十七条の規則で定める事項は、次に掲

げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定訪問看護の内容および利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 記録の整備  

指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合

は、居宅基準条例第７８条により整備すべき記録の

うち、指示書、訪問看護計画書および訪問看護報告

書については、診療録および診療記録の保存でも差

し支えない。 

居宅基準条例第７８条第２項にいう「完結の日」

とは、以下のとおりとする。 

(ｱ) 第１号の主治の医師による指示の文書につい

ては、当該記録を作成した日 
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の文書 

二 訪問看護計画書 

三 訪問看護報告書 

四 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

五 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

六 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

七 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

 

 

 （準用） 

第七十九条 第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、

第十六条から第二十条まで、第二十二条、第二十七条、

第三十二条から第四十一条までおよび第五十六条の規定

は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看

護師等」と、第九条第一項中「第三十条」とあるのは「第

七十七条」と、第十四条中「心身の状況」とあるのは「心

身の状況、病歴」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第二十一条 第三条および第五条の規定は、指定訪問看護

の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 第２号の訪問看護計画については、当該計画

の満了の日 

(ｳ) 第３号の訪問看護報告書については、当該記

録を作成した日 

(ｴ) 第４号の提供した具体的なサービスの内容等

の記録については、サービスを提供した日 

(ｵ) 第５号の市町村への通知に係る記録について

は、当該記録を作成した日 

(ｶ) 第６号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

(ｷ) 第７号の事故の状況および事故に際して採っ

た処置についての記録については、当該記録を作

成した日 

 

キ 準用 

居宅基準条例第７９条の規定により、居宅基準条

例第９条、第１０条、第１２条から第１４条まで、

第１６条から第２０条まで、第２２条、第２７条、

第３２条から第４１条までおよび第５６条の規定

は、指定訪問看護の事業について準用されるもので

あるため、第３の１の(3)のア、イ、エからケまで、

サ、セおよびテからハまでならびに第３の２の(3)

のエを参照されたい。この場合において、次の点に

留意するものとする。 

(ｱ) 居宅基準条例第１４条（心身の状況等の把握）



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 78/296 

条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五章 訪問リハビリテーション 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第八十条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテー

ション（以下「指定訪問リハビリテーション」という。）

の事業は、要介護状態となった場合においても、その利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五章 訪問リハビリテーション 

 

 

 

 

 

中「心身の状況」とあるのは、「心身の状況、病

歴」と読み替えられる。 

(ｲ) 準用される居宅基準条例第３２条について

は、指定訪問看護ステーションにおいては、原則

として月ごとの勤務表を作成し、看護師等につい

ては､日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常

勤の別、管理者との兼務関係等を明確にするこ

と。指定訪問看護を担当する医療機関において

は、指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護に

従事する看護師等を明確にし、原則として月ごと

の勤務表を作成し、それらの者の職務の内容、常

勤・非常勤の別等を明確にすること。なお、指定

訪問看護事業所の看護師等については、労働者派

遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の

就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律

第８８号。以下「労働者派遣法」という。）に規

定する派遣労働者（紹介予定派遣に係る者を除

く。）であってはならない。 

 

４ 訪問リハビリテーション 

 

 

 

 

 



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 79/296 

条例 規則 解釈通知 

用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者

の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハ

ビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能

の維持回復を図るものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 （従業者） 

第八十一条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者

（以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。）

は、当該事業を行う事業所（以下「指定訪問リハビリテ

ーション事業所」という。）ごとに、指定訪問リハビリテ

ーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士または

言語聴覚士（以下この章において「理学療法士、作業療

法士または言語聴覚士」という。）を置かなければならな

い。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪

問リハビリテーション事業者（指定介護予防サービス等

基準条例第八十条第一項に規定する指定介護予防訪問リ

ハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と

指定介護予防訪問リハビリテーション（指定介護予防サ

ービス等基準条例第七十九条に規定する指定介護予防訪

問リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合につい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人員に関する基準（居宅基準条例第８１条） 

指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リ

ハビリテーション事業所ごとに、指定訪問リハビリテ

ーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士また

は言語聴覚士を適当数置かなければならない。 
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ては、同項に規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

 

第三節 設備に関する基準 

 （設備および備品等の要件） 

第八十二条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、

診療所または介護老人保健施設であって、事業の運営を

行うために必要な広さを有する専用の区画を設けている

とともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な

設備および備品等を備えているものでなければならな

い。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪

問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問

リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定介護予防サ

ービス等基準条例第八十一条第一項に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設備に関する基準 

ア 居宅基準条例第８２条は、指定訪問リハビリテー

ション事業所については、 

(ｱ) 病院、診療所または介護老人保健施設である

こと。 

(ｲ) 指定訪問リハビリテーションの事業の運営を

行うために必要な広さ（利用申込の受付、相談等

に対応するのに適切なスペース）を有する専用の

区画を設けていること。なお、業務に支障がない

ときは、指定訪問リハビリテーションの事業を行

うための区画が明確に特定されていれば足りる

ものとする。 

(ｳ) 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な

設備および備品等を備えていること。 

としたものである。 

 イ 設備および備品等については、当該病院、診療

所または介護老人保健施設における診療用に備え

付けられたものを使用することができるものであ

る。 
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第四節 運営に関する基準 

 （利用料等の受領） 

第八十三条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定

代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーショ

ンを提供した際には、その利用者から利用料の一部とし

て、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サ

ービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション

事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して

得た額の支払いを受けるものとする。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領

サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提

供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額お

よび指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービ

ス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項または高

齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定

する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相

当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が

生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前二項の支払

いを受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテ

ーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払

いを利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の

額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 運営に関する基準 

 ア 利用料等の受領 

居宅基準条例第８３条の規定は、指定訪問看護に

係る居宅基準条例第７０条の規定と基本的に同趣

旨であるため、第３の３の(3)のイを参照されたい

こと。 
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者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費

用について説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。 

 

 （指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第八十四条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要

介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、リハビ

リテーションの目標を設定し、計画的に行われなければ

ならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供

する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

 

 （指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第八十五条 指定訪問リハビリテーションの方針は、規則

で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第二十二条 条例第八十五条に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、

作業療法士または言語聴覚士が行うものとする。 

二 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、

医師の指示および条例第八十六条第一項に規定する訪

問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機

能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、

妥当適切に行う。 

三 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族

 

 

 

 

 イ 指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針お

よび具体的取扱方針（居宅基準条例第８４条、第８

５条および居宅基準規則第２２条） 

(ｱ) 指定訪問リハビリテーションは、利用者の心

身の状態、生活環境を踏まえて、妥当適切に行う

とともにその生活の質の確保を図るよう、主治の

医師との密接な連携のもとに訪問リハビリテー

ション計画に沿って行うこととしたものである。 

(ｲ) 指定訪問リハビリテーションの提供について

は、目標達成の度合いやその効果等について評価

を行うとともに、訪問リハビリテーション計画の

修正を行い改善を図る等に努めなければならな

い。 

(ｳ) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっ

ては、利用者の心身状態、リハビリテーションの

内容やそれを提供する目的、具体的な方法、リハ

ビリテーションに必要な環境の整備、療養上守る

べき点および療養上必要な目標等、療養上必要な

事項について利用者およびその家族に理解しや

すいよう指導または説明を行うこと。 

指定訪問リハビリテーションの提供に当たっ
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 （訪問リハビリテーション計画の作成） 

第八十六条 医師および理学療法士、作業療法士または言

語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、

心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ

て、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーシ

ョン計画を作成しなければならない。 

２ 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計

画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作

成しなければならない。 

３ 医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚

に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要と

される事項について、理解しやすいように指導または

説明を行う。 

四 常に利用者の病状、心身の状況、希望およびその置

かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、

適切なサービスを提供する。 

五 それぞれの利用者について、条例第八十六条第一項

に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサー

ビスの実施状況およびその評価について、速やかに診

療記録を作成するとともに、医師に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ては、別の医療機関の医師から情報提供を受け

て、指定訪問リハビリテーションを実施する場合

は、当該情報提供を行った医療機関の医師との間

で十分な連携を図ること。 

(ｴ) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっ

ては、医学の進歩に沿った適切な技術を持って対

応できるよう、新しい技術の習得等、研鑽を積む

こと。 

(ｵ) 指定訪問リハビリテーションを行った際に

は、速やかに、指定訪問リハビリテーションを実

施した要介護者等の氏名、実施日時、実施した訪

問リハビリテーションの要点および担当者の氏

名を記録すること。 

 

ウ 訪問リハビリテーション計画の作成（居宅基準条

例第８６条） 

(ｱ) 訪問リハビリテーション計画は、利用者ごと

に、利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて作

成することとしたものである。利用者の希望、主

治医の指示および目標、具体的なリハビリテーシ

ョン内容等を記載する。なお、既に居宅サービス

計画等が作成されている場合には、当該計画に沿

って訪問リハビリテーション計画を立案する。 

(ｲ) 訪問リハビリテーション計画の目標や内容等

について、利用者およびその家族に理解しやすい



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 84/296 

条例 規則 解釈通知 

士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、

その内容について利用者またはその家族に対して説明

し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚

士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、

当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価

についても説明を行う。 

(ｳ) 訪問リハビリテーション計画は、居宅サービ

ス計画に沿って作成されなければならないこと

としたものである。 

なお、訪問リハビリテーション計画を作成後に

居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問

リハビリテーション計画が居宅サービス計画に

沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更す

るものとする。 

(ｴ) 訪問リハビリテーション計画は医師の診療に

基づき、利用者の病状、心身の状況、希望および

その置かれている環境を踏まえて作成されなけ

ればならないものであり、サービス内容等への利

用者の意向の反映の機会を保障するため、医師お

よび理学療法士、作業療法士または言語聴覚士

は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっ

ては、その内容等を説明した上で利用者の同意を

得なければならず、また、当該訪問リハビリテー

ション計画を利用者に交付しなければならない。 

なお、交付した訪問リハビリテーション計画

は、居宅基準条例第８８条第２項の規定に基づ

き、５年間保存しなければならない。 

(ｵ) 平成２１年の介護報酬改定においてリハビリ

マネジメント加算が本体報酬に包括化された趣
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旨を踏まえ、リハビリテーションの実施は以下の

手順を踏まえて行われることが望ましい。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、介護職員その他の職種の者が多職種

協同によりリハビリテーションに関する解決

すべき課題の把握（以下「アセスメント」とい

う。）とそれに基づく評価を行って訪問リハビ

リテーション計画の作成を行うこと。 

ｂ 必要に応じ、介護支援専門員を通して、他の

居宅サービス事業所のサービス担当者に対し

てリハビリテーションに関する情報伝達（日常

生活上の留意点、介護の工夫等）や連携を図る

とともに、居宅サービス計画の変更の依頼を行

うこと。 

ｃ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画

の進捗状況を定期的に評価し必要に応じて当

該計画を見直すとともに、その内容を利用者ま

たはその家族に説明し、その同意を得ること。 

ｄ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終

了前リハビリテーションカンファレンスを行

うこと。その際、終了後に利用予定の居宅介護

支援事業所の居宅介護支援専門員や他の居宅

サービス事業所のサービス担当者等の参加を

求めること。 

ｅ 利用終了時には、サービス担当者会議等を通
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 （運営規程） 

第八十七条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定

訪問リハビリテーション事業所ごとに、事業の運営につ

いての重要事項であって規則で定めるものに関する規程

（以下この章において「運営規程」という。）を定めてお

かなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第八十八条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業

者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備してお

かなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対す

る指定訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、第一号および第二号の記録につ

いてはその完結の日から五年間、その他の記録について

はその完結の日から二年間保存しなければならない。 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第二十三条 条例第八十七条の規則で定める重要事項は、

次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定訪問リハビリテーションの利用料およびその他

の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じて、居宅介護支援事業所の介護支援専門員や

利用者の主治の医師に対してリハビリテーシ

ョンに必要な情報提供を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 記録の整備 

  居宅基準条例第８８条第２項の指定訪問リハビリテ

ーションの提供に関する記録には診療記録が含まれる

ものである。 

なお、同項の「完結の日」とは、以下のとおりとす

る。 

(ｱ) 第１号の通所リハビリテーション計画について

は、当該計画の満了の日 

(ｲ) 第２号の提供した具体的なサービスの内容等の



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 87/296 

条例 規則 解釈通知 

一 訪問リハビリテーション計画 

二 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

五 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

 

 （準用） 

第八十九条 第九条から第十四条まで、第十六条から第二

十条まで、第二十二条、第二十七条、第三十二条から第

三十五条まで、第三十七条から第四十一条まで、第五十

六条および第六十九条の規定は、指定訪問リハビリテー

ションの事業について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、

作業療法士または言語聴覚士」と、第九条第一項中「第

三十条」とあるのは「第八十七条」と、第十四条中「心

身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替え

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第二十四条 第三条および第五条の規定は、指定訪問リハ

ビリテーションの事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録については、サービスを提供した日 

(ｳ) 第３号の市町村への通知に係る記録については、

当該記録を作成した日 

(ｴ) 第４号の苦情の内容等の記録については、当該

記録を作成した日 

(ｵ) 第５号の事故の状況および事故に際して採った

処置についての記録については、当該記録を作成し

た日 

 

 

 

 オ 準用 

居宅基準条例第８９条の規定により、居宅基準条

例第９条から第１４条まで、第１６条から第２０条

まで、第２２条、第２７条、第３２条から第３５条

まで、第３７条から第４１条まで、第５６条、第６

９条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業

について準用されるものであるため、第３の１の

(3)のアからケまで、サ、セおよびテからハまで、

第３の２の(3)のエを参照されたい。この場合にお

いて、次の点に留意するものとする。 

(ｱ) 居宅基準条例第１４条中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴」と読み替えられる。 

(ｲ) 準用される居宅基準条例第３２条について

は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、
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第六章 居宅療養管理指導 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第九十条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導

（以下「指定居宅療養管理指導」という。）の事業は、要

介護状態となった場合においても、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬

剤師、看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に

相当するものを行う保健師、看護師および准看護師を除

いた保健師、看護師または准看護師をいう。以下この章

において同じ。）、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療

養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師および

准看護師を含む。以下この章において同じ。）または管理

栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六章 居宅療養管理指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則として月ごとの勤務表を作成し、指定訪問リ

ハビリテーションに従事する理学療法士、作業療

法士および言語聴覚士を明確にするとともに、そ

れらの者の職務の内容、常勤・非常勤の別等を明

確にすること。なお、指定訪問リハビリテーショ

ン事業所の理学療法士、作業療法士および言語聴

覚士については、労働者派遣法に規定する派遣労

働者（紹介予定派遣に係る者を除く。）であって

はならないものである。 

 

５ 居宅療養管理指導 
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問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、

それらを踏まえて療養上の管理および指導を行うことに

より、その者の療養生活の質の向上を図るものでなけれ

ばならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 （従業者） 

第九十一条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者（以下

「指定居宅療養管理指導事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「指定居宅療養管理指導事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者（以下この章において「居宅

療養管理指導従業者」という。）は、次に掲げる指定居宅

療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定

める居宅療養管理指導従業者とする。 

一 病院または診療所である指定居宅療養管理指導事業

所  

イ 医師または歯科医師 

ロ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士または管理栄養士 

二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師 

三 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステー

ションおよび指定介護予防訪問看護ステーション（指

定介護予防サービス等基準条例第六十五条第一項に規

定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。）を

いう。以下この章において同じ。）である指定居宅療養

管理指導事業所 看護職員 

 

 

 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第二十五条 条例第九十一条第二項に規定する規則で定め

る基準は、員数が次の各号に掲げる居宅療養管理指導従

業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとす

る。 

一 病院または診療所である指定居宅療養管理指導事業

所の居宅療養管理指導従業者 

イ 医師または歯科医師 一以上 

ロ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士または管理栄養士  

その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じ

た適当数 

二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師  

一以上 

三 指定訪問看護ステーション等である指定居宅療養管

理指導事業所の看護職員 一以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人員に関する基準（居宅基準条例第９１条、居宅基

準規則第２５条） 

指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき居宅

療養管理指導従業者の員数は、次に掲げる指定居宅療

養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めると

おりとしたものである。 

ア 病院または診療所である指定居宅療養管理指導

事業所 

(ｱ) 医師または歯科医師 

(ｲ)  薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療

養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師

および准看護師を含む。以下同じ。）または管理

栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の

内容に応じた適当数 

イ 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤

師 

ウ 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステ

ーションおよび指定介護予防訪問看護ステーショ

ン（予防基準条例第６５条第１項にいう指定介護予
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２ 前項各号に掲げる居宅療養管理指導従業者の員数その

他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養

管理指導事業者（指定介護予防サービス等基準条例第八

十九条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管

理指導（指定介護予防サービス等基準条例第八十八条に

規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、同項に規定する人員に関する基

準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

 

第三節 設備に関する基準 

 （設備および備品等） 

第九十二条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療

所、薬局または指定訪問看護ステーション等であって、

指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有し

ているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備

および備品等を備えているものでなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養

管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療

養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防訪問看護ステーションをいう。）をいう。以下こ

の項において同じ。)である指定居宅療養管理指導

事業所 看護職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設備に関する基準 

ア 居宅基準条例第９２条は、指定居宅療養管理指導

事業所については、 

(ｱ) 病院、診療所、薬局または指定訪問看護ステ

ーション等であること。 

(ｲ) 指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な

広さを有していること。 

(ｳ) 指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備お

よび備品等を備えていること。 

としたものである。 
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合については、指定介護予防サービス等基準条例第九十

条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 （利用料等の受領） 

第九十三条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受

領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した

際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定

居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額か

ら当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介

護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるも

のとする。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービ

スに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際にそ

の利用者から支払いを受ける利用料の額および指定居宅

療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健

康保険法第六十三条第一項または高齢者の医療の確保に

関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のう

ち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の

額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければ

ならない。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者は、前二項の支払いを受

ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 設備および備品等については、当該病院または診

療所における診療用に備え付けられたものを使用

することができるものである。 

 

 

 

(3) 運営に関する基準 

ア 利用料等の受領 

(ｱ) 居宅基準条例第９３条第１項および第４項の

規定は、居宅基準条例第２１条第１項および第４

項の規定と同趣旨であるため、第３の１の(3)の

コの(ｱ)および(ｴ)を参照されたい。 

(ｲ) 同条第２項の規定は、居宅基準条例第７０条

第２項の規定と基本的に同趣旨であるため、第３

の３の(3)のイの(ｲ)を参照されたい。 

(ｳ) 同条第３項は、指定居宅療養管理指導の提供

に関して、前２項の利用料のほかに、指定居宅療

養管理指導の提供に要する交通費（通常の事業の

実施地域内の交通費を含む。）の額の支払いを利

用者から受けることができることとし、保険給付

の対象となっているサービスと明確に区分され

ないあいまいな名目による費用の支払いを受け

ることは認めないこととしたものである。 
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通費の額の支払いを利用者から受けることができる。 

４ 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者また

はその家族に対し、当該サービスの内容および費用につ

いて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 （指定居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第九十四条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状

態の軽減または悪化の防止に資するよう、計画的に行わ

れなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指

定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

 

 （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第九十五条 指定居宅療養管理指導の方針は、規則で定め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第二十六条 条例第九十五条に規定する規則で定める方針

は、次の各号に掲げる居宅療養管理指導従業者の区分に

応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 医師または歯科医師 次に掲げる方針 

イ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問

診療等により常に利用者の病状および心身の状況

を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理または歯

科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に

対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提

供ならびに利用者またはその家族に対し、居宅サー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針 

指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針につい

ては、居宅基準条例第９５条および居宅基準規則第

２６条の定めるところによるほか、次の点に留意す

るものとする。 

(ｱ) 医師または歯科医師の行う指定居宅療養管理

指導は、訪問診療等により常に利用者の病状およ

び心身の状況を把握し、計画的な医学的管理また

は歯科医学的管理を行っている要介護者に対し

て行うものであり、サービスの提供状況に応じた

指導または助言が行えるよう日頃から居宅介護
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ビスの利用に関する留意事項、介護方法等について

の指導、助言等を行う。 

ロ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用

者またはその家族からの介護に関する相談に懇切

丁寧に応ずるとともに、利用者またはその家族に対

し、療養上必要な事項等について、理解しやすいよ

うに指導または助言を行う。 

ハ ロに規定する利用者またはその家族に対する指

導または助言については、療養上必要な事項等を記

載した文書を交付するよう努めなければならない。 

ニ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養

上適切な居宅サービスが提供されるために必要が

あると認める場合または居宅介護支援事業者もし

くは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、

居宅介護支援事業者または居宅サービス事業者に

対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提

供等に必要な情報提供または助言を行う。 

ホ ニに規定する居宅介護支援事業者または居宅サ

ービス事業者に対する情報提供または助言につい

ては、原則として、サービス担当者会議に参加する

ことにより行わなければならない。 

ヘ ホの場合において、サービス担当者会議への参加

によることが困難な場合については、居宅介護支援

事業者または居宅サービス事業者に対して、原則と

して、情報提供または助言の内容を記載した文書を

支援事業者または居宅サービス事業者と連携を

図ること。 

(ｲ) 指定居宅療養管理指導事業者は、要介護者に

サービスを提供している事業者に対して、サービ

ス担当者会議への参加や文書の交付等を通じ、必

要に応じて迅速に指導または助言を行うために、

日頃からサービスの提供事業者や提供状況を把

握するように努めること。 

(ｳ) 薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士および看護

職員は、指定居宅療養管理指導を行った際には、

速やかに、指定居宅療養管理指導を実施した要介

護者等の氏名、実施日時、実施した居宅療養管理

指導の要点および担当者の氏名を記録すること。 
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交付して行わなければならない。 

ト それぞれの利用者について、提供した指定居宅療

養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録

する。 

二 薬剤師、歯科衛生士または管理栄養士 次に掲げる

方針 

イ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師

または歯科医師の指示（薬局の薬剤師による指定居

宅療養管理指導にあっては、医師または歯科医師の

指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指

導計画）に基づき、利用者の心身機能の維持回復を

図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、

妥当適切に行う。 

ロ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に

対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよ

うに指導または説明を行う。 

ハ 常に利用者の病状、心身の状況およびその置かれ

ている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切

なサービスを提供する。 

ニ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療

養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作

成するとともに、医師または歯科医師に報告する。 

三 看護職員 次に掲げる方針 

イ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、居宅
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 （運営規程） 

第九十六条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療

養管理指導事業所ごとに、事業の運営についての重要事

項であって規則で定める事項に関する規程（以下この章

において「運営規程」という。）を定めておかなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作

成等に必要な情報提供ならびに利用者に対する療

養上の相談および支援を行うこと。 

ロ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に

対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよ

うに指導または助言を行うこと。 

ハ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療

養管理指導の内容について、速やかに記録を作成す

るとともに、医師または居宅介護支援事業者等に報

告すること。 

 

 （運営規程に定める事項） 

第二十七条 条例第九十六条の規則で定める事項は、次に

掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定居宅療養管理指導の種類および利用料その他の

費用の額 

五 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 運営規程 

居宅基準条例第９６条は、指定居宅療養管理指導

の事業の適正な運営および利用者に対する適切な

指定居宅療養管理指導の提供を確保するため、居宅

基準規則第２７条第１号から第５号までに掲げる

事項を内容とする規程を定めることを指定居宅療

養管理指導事業所ごとに義務付けたものであるこ

と。なお、第４号の「指定居宅療養管理指導の種類」

としては、当該事業所により提供される指定居宅療

養管理指導の提供者の職種（医師、歯科医師、薬剤

師、歯科衛生士、管理栄養士、看護職員）ごとの種

類を規定するものである。 
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 （記録の整備） 

第九十七条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設

備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定

居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、第一号の記録についてはその完結の日から五

年間、その他の記録についてはその完結の日から二年間

保存しなければならない。 

一 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

二 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

三 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

四 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

 

 （準用） 

第九十八条 第九条から第十四条まで、第十七条、第十九

条、第二十条、第二十二条、第二十七条、第三十二条か

ら第三十五条まで、第三十七条から第四十一条まで、第

五十六条および第六十九条の規定は、指定居宅療養管理

指導の事業について準用する。この場合において、これ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第二十八条 第三条および第五条の規定は、指定居宅療養

管理指導の事業について準用する。 

 

 

 

エ 記録の整備 

居宅基準条例第９７条第２項の指定居宅療養管

理指導の提供に関する記録には、診療録、医師また

は歯科医師の指示に基づく薬剤管理指導計画およ

び診療記録が含まれるものである。 

なお、「完結の日」とは、以下のとおりとする。 

(ｱ) 第１号の提供した具体的なサービスの内容等

の記録については、サービスを提供した日 

(ｲ) 第２号の市町村への通知に係る記録について

は、当該記録を作成した日 

(ｳ) 第３号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

(ｴ) 第４号の事故の状況および事故に際して採っ

た処置についての記録ついては、当該記録を作成

した日 

 

 

 

 

オ 準用 

居宅基準条例第９８条の規定により、居宅基準条

例第９条から第１４条まで、第１７条、第１９条、

第２０条、第２２条、第２７条、第３２条から第３

５条まで、第３７条から第４１条まで、第５６条お

よび第６９条の規定は、指定居宅療養管理指導の事
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らの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理

指導従業者」と、第九条第一項中「第三十条」とあるの

は「第九十六条」と、第十四条中「心身の状況」とある

のは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第十九条中「初

回訪問時および利用者」とあるのは「利用者」と読み替

えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第七章 通所介護 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第九十九条 指定居宅サービスに該当する通所介護（以下

「指定通所介護」という。）の事業は、要介護状態となっ

た場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、必要な日常生活上の世話および機能

訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消お

よび心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的お

よび精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七章 通所介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業について準用されるものであるため、第３の１の

(3)のアからオまで、ク、ケ、サ、セおよびテから

ハまで、第３の２の(3)のエを参照されたい。この

場合において、次の点に留意するものとする。 

(ｱ) 居宅基準条例第１４条中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第１９

条中「初回訪問時および利用者」とあるのは「利

用者」と読み替えられる。 

(ｲ) 準用される居宅基準条例第３２条について

は、居宅療養管理指導従業者は、その職種によっ

ては、労働者派遣法に規定する派遣労働者であっ

てはならないものである。 

 

６ 通所介護  
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第二節 人員に関する基準 

 （従業者） 

第百条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以

下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」と

いう。）は、次のとおりとする。 

一 生活相談員 

二 看護師または准看護師（以下この章において「看護

職員」という。） 

三 介護職員 

四 機能訓練指導員 

２ 前項各号に掲げる通所介護従業者の員数その他の配置

の基準は、規則で定める。 

３ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者

（指定介護予防サービス等基準条例第九十八条第一項に

規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と

指定介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準条

例第九十七条に規定する指定介護予防通所介護をいう。

以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定介護予防サービス等

基準条例第九十八条第一項および第二項に規定する人員

に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 （従業者の員数） 

第二十九条 条例第百条第二項に規定する規則で定める配

置の基準は、員数が次の各号に掲げる通所介護従業者の

区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。 

一 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指

定通所介護を提供している時間帯に生活相談員（専ら

当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務し

ている時間数の合計数を当該指定通所介護を提供して

いる時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保され

るために必要と認められる数 

二 看護職員 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指

定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保され

るために必要と認められる数 

三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通

所介護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該指

定通所介護の提供に当たるものに限る。）が勤務してい

る時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している

時間数（次項において「提供単位時間数」という。）で

除して得た数が利用者の数が十五人までの場合にあっ

ては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を

超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以

上確保されるために必要と認められる数 

四 機能訓練指導員 一以上 

２ 当該指定通所介護事業所の利用定員（当該指定通所介

(1) 人員に関する基準 

ア 従業者の員数（居宅基準条例第１００条） 

(ｱ) 指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に

提供される指定通所介護をいうものであること

から、例えば、次のような場合は、２単位として

扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確

保する必要がある。 

ａ 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた

２つの場所で行われ、これらのサービスの提供

が一体的に行われているといえない場合 

ｂ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通

所介護を提供する場合また、利用者ごとに策定

した通所介護計画に位置づけられた内容の通

所介護が一体的に提供されていると認められ

る場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用

者に対して通所介護を行うことも可能である。

なお、同時一体的に行われているとは認められ

ない場合は、別単位となることに留意するこ

と。 

(ｲ) ７時間以上９時間未満の通所介護の前後に連

続して延長サービスを行う場合にあっては、事業

所の実情に応じて、適当数の従業者を配置するも

のとする。 

(ｳ) 居宅基準規則第２９条第１項第１号の生活相

談員、同項第３号の介護職員および同条第２項の
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４ 地域密着型特別養護老人ホーム（福井県特別養護老人

ホームの設備および運営の基準に関する条例（平成二十

四年福井県条例第 号。以下「特別養護老人ホーム基準

条例」という。）第四十四条に規定する地域密着型特別養

護老人ホームをいう。以下同じ。）または指定地域密着型

介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準第百三

十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設

をいう。以下同じ。）に指定通所介護事業所が併設される

場合においては、当該指定通所介護事業所の生活相談員

および機能訓練指導員については、当該地域密着型特別

養護老人ホームまたは指定地域密着型介護老人福祉施設

の生活相談員および機能訓練指導員により当該事業所の

利用者（当該指定通所介護事業者が指定介護予防通所介

護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事

業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業

所における指定通所介護または指定介護予防通所介護の

利用者。以下この節、次節および第百九条において同じ。）

の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

 

 

 

 

 

護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けるこ

とができる利用者の数の上限をいう。第三十条および第

三十三条において同じ。）が十人以下である場合にあって

は、前項の規定にかかわらず、看護職員および介護職員

の員数を、指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介

護を提供している時間帯に看護職員または介護職員（い

ずれも専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）

が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除し

て得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

とすることができる。 

３ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、

第一項第三号の介護職員（前項の適用を受ける場合にあ

っては、同項の看護職員または介護職員。次項および第

七項において同じ。）を、常時一人以上当該指定通所介護

に従事させなければならない。 

４ 第一項および第二項の規定にかかわらず、介護職員は、

利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の

単位の介護職員として従事することができるものとす

る。 

５ 前各項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であっ

てその提供が同時に一または複数の利用者に対して一体

的に行われるものをいう。 

６ 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を

有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従

看護職員または介護職員の人員配置については、

当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務

する時間数の合計（以下｢勤務延時間数｣という。）

を提供時間数で除して得た数が基準において定

められた数以上となるよう、勤務延時間数を確保

するよう定めたものであり、必要な勤務延時間数

が確保されれば当該職種の従業者の員数は問わ

ないものである。 

(ｴ) 生活相談員については、指定通所介護の単位

の数にかかわらず、次の計算式のとおり指定通所

介護事業所における提供時間数に応じた生活相

談員の配置が必要になるものである。ここでいう

提供時間数とは、当該事業所におけるサービス提

供開始時刻から終了時刻まで(サービスが提供さ

れていない時間帯を除く。)とする。 

(確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式) 

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時

間数 

例えば、１単位の指定通所介護を実施している

事業所の提供時間数を６時間とした場合、生活相

談員の勤務延時間数を、提供時間数である６時間

で除して得た数が１以上となるよう確保すれば

よいことから、従業者の員数にかかわらず６時間

勤務延時間数分の配置が必要となる。また、例え

ば午前９時から正午、午後１時から午後６時の２
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事することができるものとする。 

７ 第一項の生活相談員または介護職員のうち一人以上

は、常勤でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位の指定通所介護を実施している事業所の場

合、当該事業所におけるサービス提供時間は午前

９時から午後６時(正午から午後一時までを除

く。)となり、提供時間数は８時間となることか

ら、従業者の員数にかかわらず８時間の勤務延時

間数分の配置が必要となる。 

(ｵ) 居宅基準規則第２９条第１項第３号にいう介

護職員(第２項の適用を受ける場合の看護職員ま

たは介護職員を含む。以下(ｵ)について同じ。)

については、指定通所介護の単位ごとに、提供時

間数に応じた配置が必要となるものであり、確保

すべき勤務延時間数は、次の計算式のとおり提供

時間数および利用者数から算出される。なお、こ

こでいう提供時間数とは、当該単位における平均

提供時間数(利用者ごとの提供時間数の合計を利

用者数で除して得た数)とする。 

(確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式) 

・利用者数１５人まで 

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供

時間数 

・利用者数１６人以上 

 単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝((利用者数

－15)÷5＋1)×平均提供時間数 

 ※平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の

合計÷利用者数 



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 101/296 

条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、利用者数１８人、提供時間数を５時間

とした場合、(18－15)÷5＋1＝1.6となり、５時

間の勤務時間数を１．６名分確保すればよいこと

から、従業員の員数にかかわらず、5×1.6＝8時

間の勤務延時間数分の人員配置が必要となる。利

用者数と平均提供時間数に応じて確保すべき勤

務延時間数の具体例を別表２に示すものとする。 

なお、介護職員については、指定通所介護の単

位ごとに常時１名以上確保することとされてい

るが、これは、介護職員が常に確保されるよう必

要な配置を行うよう定めたものであり、例えば、

計算式により算出した確保すべき勤務延時間数

が、当該事業所におけるサービス提供開始時刻か

ら終了時刻までの時間数に満たない場合であっ

ても、常時１名以上が確保されるよう配置を行う

必要があることに留意すること。 

また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない

場合は他の指定通所介護の単位の介護職員とし

て従事することができるとされたことから、例え

ば複数の単位の指定通所介護を同じ時間帯に実

施している場合、単位ごとに介護職員等が常に１

名以上確保されている限りにおいては、単位を超

えて柔軟な配置が可能である。 

(ｶ) 看護職員については、提供時間帯を通じて専

従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯
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を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な

連携を図るものとする。 

(ｷ) 利用者の数または利用定員は、単位ごとの指

定通所介護についての利用者の数または利用定

員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用

定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をい

うものである。従って、例えば、１日のうちの午

前の提供時間帯に利用者１０人に対して指定通

所介護を提供し、午後の提供時間帯に別の利用者

１０人に対して指定通所介護を提供する場合で

あって、それぞれの指定通所介護の定員が１０人

である場合には、当該事業所の利用定員は１０

人、必要となる介護職員は午前午後それぞれにお

いて利用者１０人に応じた数ということとなり、

人員算定上午前の利用者の数と午後の利用者の

数が合算されるものではない。 

(ｸ) 同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同

時に行う場合であっても、常勤の従業者は事業所

ごとに確保すれば足りるものである(居宅基準規

則第２９条第７項関係)。 

イ 生活相談員（居宅基準条例第１００条第１項第１

号、居宅基準規則第２９条第１項第１号） 

生活相談員については、福井県特別養護老人ホー

ムの設備および運営の基準に関する条例（平成２４

年福井県条例第５９号）第６条第２項に定める生活



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 103/296 

条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（管理者） 

第百一条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談員に準ずるものとし、または社会福祉士及び介

護福祉士法(昭和６２年法律第３０号)第２条第２

項に定める介護福祉士の資格を有する者とする。 

ウ 機能訓練指導員（居宅基準規則第２９条第６項） 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」

とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の

資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活

やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練に

ついては、当該事業所の生活相談員または介護職員

が兼務して行っても差し支えない。 

エ 地域密着型特別養護老人ホームに指定通所介護

事業所が併設される場合については、処遇等が適切

に行われる場合に限り、次のとおり人員基準の緩和

を認めている。 

(ｱ) 指定通所介護事業所または指定介護予防通所

介護事業所に置かないことができる人員 

・生活相談員 

・機能訓練指導員 

 

オ 管理者（居宅基準条例第１０１条） 

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第３の１の

(1)のウを参照されたい。 
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ばならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従

事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。 

 

第三節 設備に関する基準 

 （設備および備品等） 

第百二条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静

養室、相談室および事務室を有するほか、消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備ならびに指定通所介護

の提供に必要なその他の設備および備品等を備えなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定するもののほか、指定通所介護事業所の設

備の基準は、規則で定める。 

３ 第一項に規定する設備は、専ら当該指定通所介護の事

業の用に供するものでなければならない。ただし、利用

者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、こ

の限りでない。 

４ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介

護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、指定介護予防サービ

ス等基準条例第百条第一項から第三項までに規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 （設備の基準） 

第三十条 条例第百二条第二項に規定する規則で定める基

準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に

定めるとおりとする。 

一 食堂および機能訓練室 

イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを

有するものとし、その合計した面積は、三平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

ロ イにかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事

の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保

でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障

がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場

所とすることができる。 

二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏え

いしないよう配慮されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設備に関する基準（居宅基準条例第１０２条） 

ア 事業所 

事業所とは、指定通所介護を提供するための設備

および備品を備えた場所をいう。原則として１の建

物につき、１の事業所とするが、利用者の利便のた

め、利用者に身近な社会資源（既存施設）を活用し

て、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて指定

通所介護を提供する場合については、これらを事業

所の一部とみなして設備基準を適用するものであ

る。 

イ 食堂および機能訓練室 

(ｱ) 指定通所介護事業所の食堂および機能訓練室

（以下「指定通所介護の機能訓練室等」という。）

については、３平方メートルに利用定員を乗じて

得た面積以上とすることとされたが、指定通所介

護が原則として同時に複数の利用者に対し介護

を提供するものであることに鑑み、狭隘な部屋を

多数設置することにより面積を確保すべきでは

ない。ただし、指定通所介護の単位をさらにグル
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第四節 運営に関する基準 

 （利用料等の受領） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （費用） 

ープ分けして効果的な指定通所介護の提供が期

待される場合はこの限りではない。 

(ｲ) 指定通所介護の機能訓練室等と、指定通所介

護事業所と併設の関係にある医療機関や介護老

人保健施設における指定通所リハビリテーショ

ンを行うためのスペースについては、以下の条件

に適合するときは、これらが同一の部屋等であっ

ても差し支えないものとする。 

ａ 当該部屋等において、指定通所介護の機能訓

練室等と指定通所リハビリテーションを行う

ためのスペースが明確に区分されていること。 

ｂ 指定通所介護の機能訓練室等として使用さ

れる区分が、指定通所介護の設備基準を満た

し、かつ、指定通所リハビリテーションを行う

ためのスペースとして使用される区分が、指定

通所リハビリテーションの設備基準を満たす

こと。 

ウ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示

しており、それらの設備を確実に設置しなければな

らないものである。 

 

(3) 運営に関する基準 

ア 利用料等の受領 
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第百三条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービス

に該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅

介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に

支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の

支払いを受けるものとする。 

２ 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払

いを受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護

サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、前二項の支払いを受ける額の

ほか、規則で定める費用の額の支払いを利用者から受け

ることができる。 

４ 指定通所介護事業者は、前項の費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその

家族に対し、当該サービスの内容および費用について説

明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

第三十一条 条例第百三条第三項の規則で定める費用は、

次に掲げる費用とする。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地

域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 

二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介

護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要

となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に

係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用 

三 食事の提供に要する費用 

四 おむつ代 

五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供に

おいて提供される便宜のうち、日常生活においても通

常必要となるものに係る費用であって、その利用者に

負担させることが適当と認められる費用 

２ 前項第三号に掲げる費用については、基準省令第九十

六条第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 居宅基準条例第１０３条第１項、第２項およ

び第４項の規定は、指定訪問介護に係る第２１条

第１項、第２項および第４項の規定と同趣旨であ

るため、第３の１の(3)のコの(ｱ)、(ｲ)および(ｴ)

を参照されたい。 

(ｲ) 居宅基準規則第３１条は、指定通所介護事業

者は、指定通所介護の提供に関して、 

ａ 利用者の選定により通常の事業の実施地域

以外の地域に居住する利用者に対して行う送

迎に要する費用 

ｂ 指定通所介護に通常要する時間を超える指

定通所介護であって利用者の選定に係るもの

の提供に伴い必要となる費用の範囲内におい

て、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービ

ス費用基準額を超える費用 

ｃ 食事の提供に要する費用 

ｄ おむつ代 

ｅ 前各号に掲げるもののほか、通所介護の提供

において提供される便宜のうち、日常生活にお

いても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させることが適当と認め

られるもの 

については、前２項の利用料のほかに利用者から

支払いを受けることができることとし、保険給付

の対象となっているサービスと明確に区分され
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 （指定通所介護の基本取扱方針） 

第百四条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減ま

たは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画

的に行われなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介

護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら

ない。 

 

 （指定通所介護の具体的取扱方針） 

第百五条 指定通所介護の方針は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定通所介護の具体的取扱方針） 

第三十二条 条例第百五条に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定通所介護の提供に当たっては、条例第百六条第

一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能

訓練およびその者が日常生活を営むことができるよう

ないあいまいな名目による費用の支払いを受け

ることは認めないこととしたものである。なお、

ｃの費用については、「居住、滞在及び宿泊並び

に食事の提供に係る利用料等に関する指針」（平

成１７年厚生労働省告示第４１９号。以下「指針」

という。）の定めるところによるものとし、ｅの

費用の具体的な範囲については、「通所介護等に

おける日常生活に要する費用の取扱いについて」

（平成１２年３月３０日老企第５４号）によるも

のとする。 

 

イ 指定通所介護の基本取扱方針および具体的取扱

方針 

指定通所介護の基本取扱方針および具体的取扱

方針については、居宅基準条例第１０４条、第１０

５条および居宅基準規則第３２条の定めるところ

によるほか、次の点に留意するものとする。 

(ｱ) 指定通所介護は、個々の利用者に応じて作成

された通所介護計画に基づいて行われるもので

あるが、グループごとにサービス提供が行われる

ことを妨げるものではないこと。 

(ｲ) 居宅基準規則第３２条第２号で定める「サー

ビスの提供方法等」とは、通所介護計画の目標お

よび内容や利用日の行事および日課等も含むも

のであること。 



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 108/296 

条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （通所介護計画の作成） 

第百六条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身

の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、

機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的な

サービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなけ

ればならない。 

２ 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されて

いる場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成

しなければならない。 

３ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成

必要な援助を行う。 

二 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその

家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行う。 

三 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩

に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を

行う。 

四 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に

把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他

必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供す

る。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に

応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体

制を整える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護

者と同じグループとして、指定通所介護を提供す

ることが困難な場合には、必要に応じグループを

分けて対応すること。 

(ｴ) 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供

することが原則であるが、次に掲げる条件を満た

す場合においては、事業所の屋外でサービスを提

供することができるものであること。 

ａ あらかじめ通所介護計画に位置付けられて

いること。 

ｂ 効果的な機能訓練等のサービスが提供でき

ること。 

 

 

 

ウ 通所介護計画の作成 

(ｱ) 居宅基準条例第１０６条で定める通所介護計

画については、介護の提供に係る計画等の作成に

関し経験のある者や、介護の提供について豊富な

知識および経験を有する者にそのとりまとめを

行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員

の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計

画のとりまとめを行わせることが望ましい。 

(ｲ) 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従

業者が共同して個々の利用者ごとに作成するも
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に当たっては、その内容について利用者またはその家族

に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成

した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなけれ

ばならない。 

５ 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所

介護計画に従ったサービスの実施状況および目標の達成

状況の記録を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程） 

第百七条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ご

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第三十三条 条例第百七条の規則で定める重要事項は、次

のである。 

(ｳ) 通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って

作成されなければならないこととしたものであ

る。 

なお、通所介護計画を作成後に居宅サービス計

画が作成された場合は、当該通所介護計画が居宅

サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要

に応じて変更するものとする。 

(ｴ) 通所介護計画は利用者の心身の状況、希望お

よびその置かれている環境を踏まえて作成され

なければならないものであり、サービス内容等へ

の利用者の意向の反映の機会を保障するため、指

定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作

成に当たっては、その内容等を説明した上で利用

者の同意を得なければならず、また、当該通所介

護計画を利用者に交付しなければならない。 

なお、交付した通所介護計画は、居宅基準条例

第１１２条第２項の規定に基づき、５年間保存し

なければならない。 

(ｵ) 通所介護計画の目標および内容については、

利用者または家族に説明を行うとともに、その実

施状況や評価についても説明を行うものとする。 

 

エ 運営規程 

居宅基準条例第１０７条は、指定通所介護の事業
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とに、事業の運営についての重要事項であって規則で定

めるものに関する規程（以下この章（第五節を除く。）に

おいて「運営規程」という。）を定めておかなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定通所介護の利用定員 

五 指定通所介護の内容および利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の適正な運営および利用者に対する適切な指定通

所介護の提供を確保するため、居宅基準規則第３３

条第１号から第１０号までに掲げる事項を内容と

する規程を定めることを指定通所介護事業所ごと

に義務付けたものであるが、特に次の点に留意する

ものとする。 

(ｱ) 営業日および営業時間（第３号） 

指定通所介護の営業日および営業時間を記載

すること。 

なお、７時間以上９時間未満の通所介護の前後

に連続して延長サービスを行う指定通所介護事

業所にあっては、サービス提供時間とは別に当該

延長サービスを行う時間を運営規程に明記する

こと（居宅基準規則第４５条第３号についても同

趣旨）。 

例えば、提供時間帯（９時間）の前に連続して

一時間、後に連続して２時間、合計３時間の延長

サービスを行う指定通所介護事業所にあっては、

当該指定通所介護事業所の営業時間は１２時間

であるが、運営規程には、提供時間帯９時間、延

長サービスを行う時間３時間とそれぞれ記載す

るものとする（居宅基準規則第４５条第３号の

「営業日および営業時間」についても同趣旨）。 

(ｲ) 指定通所介護の利用定員（第４号） 

利用定員とは、当該指定通所介護事業所におい
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 （勤務体制の確保等） 

第百八条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指

定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごと

に従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て同時に指定通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいうものである（居宅基

準規則第４５条第４号の「指定通所リハビリテー

ションの利用定員」についても同趣旨）。 

(ｳ) 指定通所介護の内容および利用料その他の費

用の額（第５号） 

「指定通所介護の内容」については、入浴、食

事の有無等のサービスの内容を指すものである

こと（居宅基準規則第４５条第５号の「指定通所

リハビリテーションの内容」についても同趣旨）。 

(ｴ) サービス利用に当たっての留意事項（第７号） 

利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利

用者側が留意すべき事項（機能訓練室を利用する

際の注意事項等）を指すものである（居宅基準規

則第４５条第７号についても同趣旨）。 

(ｵ) 非常災害対策（第９号） 

カの非常災害に関する具体的計画を指すもの

である（居宅基準規則第４５条第８号、第５１条

第８号、第６７条第６号および第７８条第８号に

ついても同趣旨）。 

 

オ 勤務体制の確保等 

居宅基条例準第１０８条は、利用者に対する適切

な指定通所介護の提供を確保するため、職員の勤務

体制等について規定したものであるが、このほか次
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２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、

当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護

を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直

接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 

 

 

 

 

 （定員の遵守） 

第百九条 指定通所介護事業者は、利用定員（当該指定通

所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受け

ることができる利用者の数の上限をいう。）を超えて指定

通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

 

 （非常災害対策） 

第百十条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体

的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報および連

携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知すると

ともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の点に留意するものとする。 

(ｱ) 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ご

との勤務表を作成し、通所介護従業者の日々の勤

務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、

看護職員、介護職員および機能訓練指導員の配

置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

(ｲ) 同条第２項は、原則として、当該指定通所介

護事業所の従業者たる通所介護従業者によって

指定通所介護を提供するべきであるが、調理、洗

濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業

務については、第三者への委託等を行うことを認

めるものである。 

 

 

 

 

 

 

カ 非常災害対策 

居宅基準条例第１１０条は、指定通所介護事業者

は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関

係機関への通報および連携体制の整備、避難、救出

訓練の実施等の対策の万全を期さなければならな

いこととしたものである。関係機関への通報および

連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消
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 （衛生管理等） 

第百十一条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施

設、食器その他の設備または飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所にお

いて感染症が発生し、またはまん延しないように必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員

に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住

民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協

力してもらえるような体制作りを求めることとし

たものである。なお「非常災害に関する具体的計画」

とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画

（これに準ずる計画を含む。）および風水害、地震

等の災害に対処するための計画をいう。この場合、

消防計画の策定およびこれに基づく消防業務の実

施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置く

こととされている指定通所介護事業所にあっては

その者に行わせるものとする。また、防火管理者を

置かなくてもよいこととされている指定通所介護

事業所においても、防火管理について責任者を定

め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務

を行わせるものとする。 

 

キ 衛生管理等 

居宅基準条例第１１１条は、指定通所介護事業所

の必要最低限の衛生管理等について規定したもの

であるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

(ｱ) 指定通所介護事業者は、食中毒および感染症

の発生を防止するための措置等について、必要に

応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、常に

密接な連携を保つこと。 
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 （記録の整備） 

第百十二条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品

および会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護

の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、第一号

および第二号の記録についてはその完結の日から五年

間、その他の記録についてはその完結の日から二年間保

存しなければならない。 

一 通所介護計画 

二 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

五 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌

感染症対策、レジオネラ症対策等については、そ

の発生およびまん延を防止するための措置につ

いて、厚生労働省より別途通知等が発出されてい

るので、これに基づき、適切な措置を講ずること。 

(ｳ) 空調設備等により施設内の適温の確保に努め

ること。 

 

ク 記録の整備 

居宅基準条例第１１２条第２項にいう「完結の

日」とは、以下のとおりとする。 

(ｱ) 第１号の通所介護計画については、当該計画

の満了の日 

(ｲ) 第２号の提供した具体的なサービスの内容等

の記録については、サービスを提供した日 

(ｳ) 第３号の市町村への通知に係る記録について

は、当該記録を作成した日 

(ｴ) 第４号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

(ｵ) 第５号の事故の状況および事故に際して採っ

た処置についての記録については、当該記録を作

成した日 
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故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

 

 （準用） 

第百十三条 第九条から第十八条まで、第二十条、第二十

二条、第二十七条、第二十八条、第三十四条から第四十

一条までおよび第五十六条の規定は、指定通所介護の事

業について準用する。この場合において、第九条第一項

中「三十条」とあるのは「第百七条」と、「訪問介護員等」

とあるのは「通所介護従業者」と、第三十四条中「訪問

介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替える

ものとする。 

 

 

第五節 指定療養通所介護の事業の基本方針、人員ならび

に設備および運営に関する基準 

第一款 この節の趣旨および基本方針 

 （この節の趣旨） 

第百十四条 前各節の規定にかかわらず、指定療養通所介

護（指定通所介護であって、難病等を有する重度要介護

者またはがん末期の者であって、サービス提供に当たり

常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養

通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話および機能訓練を行うものをい

う。以下同じ。）の事業の基本方針、人員ならびに設備お

 

 

 

 （準用） 

第三十四条 第三条および第五条の規定は、指定通所介護

の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケ 準用 

居宅基準条例第１１３条の規定により、居宅基準

条例第９条から第１８条まで、第２０条、第２２条、

第２７条、第２８条、第３４条から第４１条までお

よび第５６条は、指定通所介護の事業について準用

されるものであるため、第３の１の(3)のアからキ

まで、ケ、サ、セ、ソおよびナからハならびに第３

の２の(3)のエを参照されたい。 

 

 

  

(4) 指定療養通所介護の事業 
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よび運営に関する基準については、この節に定めるとこ

ろによる。 

 

 （基本方針） 

第百十五条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態とな

った場合においても、その利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、必要な日常生活上の世話および機

能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消

および心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的

および精神的負担の軽減を図るものでなければならな

い。 

２ 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定療養通

所介護事業者」という。）は、指定療養通所介護の提供に

当たっては、利用者の主治の医師および当該利用者の利

用している訪問看護事業者（指定訪問看護事業者または

健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事

業者をいう。以下この節において同じ。）等との密接な連

携に努めなければならない。 

 

第二款 人員に関する基準 

 （従業者） 

第百十六条 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事

業所（以下「指定療養通所介護事業所」という。）ごとに

置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員また

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定療養通所介護事業所の従業者の員数） 

第三十五条 条例第百十六条に規定する規則で定める基準

は、療養通所介護従業者の員数が、利用者の数一・五に

対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の

 

 

 

ア 指定療養通所介護の基本方針 

指定療養通所介護の対象者は、医療および介護双

方の必要性が高い者であることから、主治の医師な

らびに、現に訪問看護を利用している場合は、当該

事業者と密接な連携を図りつつ実施することを規

定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 人員に関する基準 

(ｱ) 従業者の員数（居宅基準条例第１１６条、居

宅基準規則第３５条） 

ａ 指定療養通所介護の提供に当たる看護職員

または介護職員の員数は、利用者２人の場合は
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は介護職員（以下この節において「療養通所介護従業者」

という。）の員数その他の配置の基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供に当たる療養通所介護従業者が一以上確保されるた

めに必要と認められる数以上であることとする。 

２ 前項の療養通所介護従業者のうち一人以上は、常勤の

看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する

者でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．３人以上、３人の場合は２人以上、５人の

場合は３．３人以上を確保することが必要であ

り、このような体制が確保できるよう職員配置

することとする。なお、小数点以下の端数が生

じる場合があるが、これはサービス提供時間の

うち職員が専従するべき時間の割合を示した

ものである。 

ｂ 常勤の看護師は、専ら指定療養通所介護の職

務に従事する者を１人以上確保することとさ

れているが、複数の看護師が交代で従事するこ

とにより必要数を確保することも認められる。

ただし、利用者がサービス提供に当たり常時看

護師による観察が必要な状態であることから、

同一の看護師ができるだけ長時間継続して利

用者の状態を観察することが望ましく、従事す

る看護師が頻回に交代する体制は望ましくな

い。 

ｃ 療養通所介護計画に位置付けられた内容の

指定療養通所介護を行うのに要する標準的な

時間が短い利用者（３時間以上６時間未満）と

長い利用者（６時間以上８時間未満）が同一の

日に混在する場合、必要な療養通所介護従業者

の員数は、利用者ごとの利用時間数の合計値を

１．５で除して得られる数以上の時間勤務する

のに必要と認められる数以上となる。 
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 （管理者） 

第百十七条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事

業所の他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなけれ

ばならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養

通所介護を行うために必要な知識および技能を有する者

でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 管理者（居宅基準条例第１１７条） 

ａ 指定療養通所介護事業所の管理者は常勤で

あり、かつ、原則として専ら当該指定療養通所

介護の管理業務に従事するものとする。ただ

し、以下の場合であって、当該指定療養通所介

護の管理業務に支障がないときは、他の職務を

兼ねることができるものとする。 

(a) 当該指定療養通所介護の看護職員とし

ての職務に従事する場合 

(b) 訪問看護ステーションなど他の事業所、

施設等が同一敷地内にある場合に、当該他

の事業所等の管理者または従業者としての

職務に従事する場合（この場合の他の事業

所、施設等の事業の内容は問わないが、例

えば、併設される入所施設における看護業

務（管理業務を含む。）との兼務は管理者の

業務に支障があると考えられる。） 

ｂ 指定療養通所介護事業所の管理者は、管理者

としてふさわしいと認められる看護師であっ

て、保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第

２０３号）第１４条第３項の規定により看護師

の業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了

後２年を経過しない者に該当しないものであ

る。 
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第三款 設備に関する基準 

 （利用定員） 

第百十八条 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当

該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所

介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。以下この節において同じ。）を九人以下とする。 

 

 （設備および備品等） 

第百十九条 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介

護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備ならびに指定

療養通所介護の提供に必要な設備および備品等を備えな

ければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、指定療養通所介護事業所

の設備の基準は、規則で定める。 

３ 第一項に規定する設備は、専ら当該指定療養通所介護

の事業の用に供するものでなければならない。ただし、

利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場

合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定療養通所介護事業所の設備の基準） 

第三十六条 条例第百十九条第二項に規定する規則で定め

る設備の基準は、専用の部屋の面積が六・四平方メート

ルに利用定員を乗じた面積以上であることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 指定療養通所介護事業所の管理者は、訪問看

護に従事した経験のある者でなければならな

い。さらに、管理者としての資質を確保するた

めに関連機関が提供する研修等を受講してい

ることが望ましい。 

 

ウ 設備に関する基準 

(ｱ) 利用定員等 

利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上

限をいうものであり、事業所の実情に応じて８人

までの範囲で定めることとするものである。 

 

 

(ｲ) 設備および備品等 

ａ 指定療養通所介護を行うのにふさわしい専

用の部屋とは、利用者の状態を勘案して判断さ

れるものであるが、利用者毎の部屋の設置を求

めるものではない。 

ｂ 専用の部屋の面積は、利用者１人につき６．

４平方メートル以上であって、明確に区分さ

れ、他の部屋等から完全に遮蔽されているこ

と。 

ｃ 指定療養通所介護を行う設備は専用でなけ

ればならないが、当該サービスの提供に支障が

ない場合は、この限りではない。例えば、利用
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第四款 運営に関する基準 

 （内容および手続きの説明および同意） 

第百二十条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介

護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者または

その家族に対し、第百二十七条に規定する運営規程の概

要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第百二十五条第

一項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、

主治の医師および第百二十八条第一項に規定する緊急時

対応医療機関との連絡体制ならびにその他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について

利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第九条第二項および第三項の規定は、前項の規定によ

る文書の交付について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者以外の者（重症心身障害児等）をサービス提

供に支障のない範囲で受け入れることが可能

である。ただしこの場合、利用者以外の者も利

用者とみなして人員および設備の基準を満た

さなければならない。具体的には、利用者６人、

利用者以外の者２人であれば、療養通所介護従

業者の員数は、提供時間帯を通じて５．３人を

確保するために必要な数とするとともに、利用

者の数はすでに８人とみなされていることか

ら、これを上限としなければならない。 

 

エ 運営に関する基準 

(ｱ) 内容および手続の説明および同意 

指定療養通所介護事業者は、利用者に対し適切

な指定療養通所介護を提供するため、その提供の

開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその

家族に対し、当該指定療養通所介護事業所の運営

規程の概要、従業者等の勤務体制、緊急時対応医

療機関との連絡体制、苦情処理の体制等の利用申

込者がサービスを選択するために必要な重要事

項について、わかりやすい説明書やパンフレット

等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該

事業所から指定療養通所介護の提供を受けるこ

とにつき同意を得なければならないこととした

ものである。なお、当該同意については、利用者
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 （心身の状況等の把握） 

第百二十一条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所

介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事

業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者

の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サ

ービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めな

ければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適

切なサービスを提供できるよう、特に利用者の主治の医

師および当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密

接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めな

ければならない。 

 

 （居宅介護支援事業者等との連携） 

第百二十二条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所

介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その

他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養

通所介護の提供の適否について、主治の医師を含めたサ

ービス担当者会議において検討するため、当該利用者に

係る居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供する

ように努めなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る居宅介護支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

および指定療養通所介護事業者双方の保護の立

場から書面によって確認することが望ましいも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 居宅介護支援事業者等との連携 

指定療養通所介護は、サービス提供に当たって

常時看護師による観察を要する利用者を対象と

していることから、当該利用者が引き続き当該指

定療養通所介護を利用することが適切かどうか、

主治の医師を含めたサービス担当者会議におい

て、適宜検討することが重要であり、そのため、

当該事業者は、サービス提供等を通して得た利用

者の心身の状態等必要な情報を当該利用者に係

る居宅介護支援事業者に提供するよう努めなけ

ればならないことを定めたものである。 
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援事業者に対して、居宅サービス計画の作成および変更

等に必要な情報を提供するように努めなければならな

い。 

４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供

の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切

な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援

事業者に対する情報の提供および保健医療サービスまた

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

 

 （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第百二十三条 指定療養通所介護の方針は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第三十七条 条例第百二十三条に規定する規則で定める方

針は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定療養通所介護の提供に当たっては、条例第百二

十四条第一項に規定する療養通所介護計画に基づき、

利用者の機能訓練およびその者が日常生活を営むこと

ができるよう必要な援助を行う。 

二 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に

当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者ま

たはその家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行う。 

三 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の

進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提

供を行う。 

四 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 指定療養通所介護の基本取扱方針および具体

的取扱方針 

指定療養通所介護の基本取扱方針および具体

的取扱方針については、居宅基準条例第１２２

条、第１２３条および居宅基準規則第３７条に定

めるところによるほか、次の点に留意するものと

する。 

ａ 居宅基準規則第３７条第２号で定める「サー

ビスの提供方法等」とは、療養通所介護計画の

目標および内容や利用日の行事および日課等

も含むものであること。 

ｂ 利用者の体調の変化等を指定療養通所介護

におけるサービス内容に反映させることが重

要であることから、利用者の主治の医師や当該

利用者の利用する訪問看護事業者等との密接
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 （療養通所介護計画の作成） 

第百二十四条 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用

者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏

まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画

を作成しなければならない。 

２ 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成さ

れている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書（第七十四

条第一項に規定する訪問看護計画書または指定訪問看護

の事業の人員及び運営に関する基準（平成十二年厚生省

令第八十号）第十七条第一項に規定する訪問看護計画を

いう。以下この節において同じ。）が作成されている場合

は、当該訪問看護計画の内容との整合を図りつつ、作成

に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の

主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等

との密接な連携を図り、サービスの提供方法および手

順等についての情報の共有を十分に図る。 

五 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状

況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能

訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適

切に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な連携と情報の共有を十分に図ること。 

ｃ 指定療養通所介護は、事業所内でサービスを

提供することが原則であるが、次に掲げる条件

を満たす場合においては、事業所の屋外でサー

ビスを提供することができるものであること。 

(a)  あらかじめ療養通所介護計画に位置付

けられていること 

(b)  効果的な機能訓練等のサービスが提供

できること 

 

(ｴ) 療養通所介護計画の作成 

ａ 居宅基準条例第１２４条で定める療養通所

介護計画については、管理者を含む看護師が利

用者ごとにその作成にあたることとしたもの

である。 

ｂ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画が作

成されている場合は、その内容と整合を図りつ

つ、作成されなければならないこととしたもの

である。 

なお、療養通所介護計画を作成後に訪問看

護計画が作成された場合についても、当該療

養通所介護計画と訪問看護計画の内容の整合

を図り、必要に応じて変更するものとする。 

ｃ 療養通所介護計画は利用者の心身の状況、希

望およびその置かれている環境を踏まえて作
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しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計

画の作成に当たっては、その内容について利用者または

その家族に対して説明し、利用者の同意を得なければな

らない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計

画を作成した際には、当該療養通所介護計画を利用者に

交付しなければならない。 

６ 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、

療養通所介護計画に従ったサービスの実施状況および目

標の達成状況の記録を行う。 

 

 

 

 

 （緊急時等の対応） 

第百二十五条 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養

通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変

が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合

の対応策（以下この節において「緊急時等の対応策」と

いう。）について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策

をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策につい

て、利用者および家族に対して十分に説明し、利用者お

よび家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成されなければならないものであり、サービス

内容等への利用者の意向の反映の機会を保障

するため、指定療養通所介護事業所の管理者

は、療養通所介護計画の作成に当たっては、そ

の内容等を説明した上で利用者の同意を得な

ければならず、また、当該療養通所介護計画を

利用者に交付しなければならない。 

なお、交付した療養通所介護計画は、居宅

基準条例第１３０条第２項の規定に基づき、

５年間保存しなければならない。 

ｄ 療養通所介護計画の目標および内容につい

ては、利用者または家族に説明を行うととも

に、その実施状況や評価についても説明を行う

ものとする。 

 

(ｵ) 緊急時の対応について 

緊急時の対応については、利用者個々の心身の

状況やその環境等を勘案して、あらかじめ個別に

具体的な対応策を主治医とともに検討し、不測の

事態にあっても十分な対応ができるよう、利用者

毎に定めておかなければならない。 
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ければならない。 

３ 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供

を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合そ

の他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やか

に主治の医師または第百二十八条第一項に規定する緊急

時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じな

ければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密

接な連携をとりながら、利用者の状態の変化に応じて緊

急時等の対応策の変更を行うものとする。 

５ 第一項および第二項の規定は、前項に規定する緊急時

等の対応策の変更について準用する。 

 

 （管理者の責務） 

第百二十六条 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定

療養通所介護事業所の従業者の管理および指定療養通所

介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握

その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の

変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用

者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者

等との密接な連携を図り、サービスの提供方法および手

順等についての情報の共有を十分に行わなければならな

い。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介
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護の提供に適切な環境を整備しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介

護の利用者個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要

な指導および管理を行わなければならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通

所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため

必要な指揮命令を行うものとする。 

 

 （運営規程） 

第百二十七条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所

介護事業所ごとに事業の運営についての重要事項であっ

て規則で定めるものに関する規程（以下この節において

「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （緊急時対応医療機関） 

第百二十八条 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状

の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定療養通所介護事業所の運営規程に定める事項） 

第三十八条 条例第百二十七条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定療養通所介護の利用定員 

五 指定療養通所介護の内容および利用料その他の費用

の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 非常災害対策 

九 その他運営に関する重要事項 
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関を定めておかなければならない。 

２ 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同

一の敷地内に存しまたは隣接しもしくは近接していなけ

ればならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協

力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間であらか

じめ必要な事項を取り決めておかなければならない。 

 

 （安全・サービス提供管理委員会の設置） 

第百二十九条 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切

なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体

に属する者、地域の保健、医療または福祉の分野を専門

とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサー

ビスの提供を確保するために必要と認められる者から構

成される安全・サービス提供管理委員会（以下この条に

おいて「委員会」という。）を設置しなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、概ね六月に一回以上委員

会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要な

データの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、

指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービ

スの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討

の結果についての記録を作成しなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏ま

え、必要に応じて対策を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｶ) 安全・サービス提供管理委員会 

指定療養通所介護は、医療との密接な連携のも

とにサービス提供が行われることが重要である

ことから、安全・サービス提供管理委員会におい

て地域の医療関係団体（地域の医師会等）に属す

る者を委員とすることとしている。このほか、地

域の保健、医療または福祉の分野を専門とする

者、必要に応じ、指定療養通所介護の安全かつ適

切なサービスの提供を確保するために必要と認

められる者によって構成されるものである。 
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 （記録の整備） 

第百三十条 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、

備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養

通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、第一号から第三号までの記録についてはその完結の

日から五年間、その他の記録についてはその完結の日か

ら二年間保存しなければならない。 

一 療養通所介護計画 

二 前条第二項に規定する検討の結果についての記録 

三 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

四 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

五 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

 

 （準用） 

第百三十一条 第十条から第十三条まで、第十六条から第

十八条まで、第二十条、第二十二条、第二十七条、第三

十四条から第四十一条まで、第百三条、第百四条および

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（準用） 

第三十九条 第五条および第三十一条（第一項第二号を除

く。）の規定は、指定療養通所介護の事業について準用す

る。 

(ｷ) 記録の整備 

居宅基準条例第１３０条第２項にいう「完結の

日」とは、以下のとおりとする。 

ａ 第１号の療養通所介護計画については、当該

計画の満了の日 

ｂ 第２号の検討の結果についての記録につい

ては、当該記録を作成した日 

ｃ 第３号の提供した具体的なサービスの内容

検討の結果についての記録については、サービ

スを提供した日 

ｄ 第４号の市町村への通知に係る記録につい

ては、当該記録を作成した日 

ｅ 第５号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

ｆ 第６号の事故の状況および事故に際して採

った処置についての記録については、当該記録

を作成した日 

 

 

 

 

(ｸ) 利用料等の受領 

ａ 利用料等の受領については、居宅基準条例第

１０３条および居宅基準規則第３１条（第２号

を除く。）を準用しているため、第３の６の(3)



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 129/296 

条例 規則 解釈通知 

第百八条から第百十一条までの規定は、指定療養通所介

護の事業について準用する。この場合において、これら

の規定中「訪問介護員等」とあるのは「療養通所介護従

業者」と、第百八条第三項中「通所介護従業者」を「療

養通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

第六節 基準該当居宅サービスに関する基準 

 （従業者） 

第百三十二条 基準該当通所介護事業者（基準該当居宅サ

ービスに該当する通所介護またはこれに相当するサービ

ス（以下「基準該当通所介護」という。）の事業を行う者

をいう。）が基準該当通所介護の事業を行う事業所（以下

「基準該当通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従

業者（以下この節において「通所介護従業者」という。）

は、次のとおりとする。 

一 生活相談員 

二 看護職員 

三 介護職員 

四 機能訓練指導員 

２ 前項各号に掲げる通所介護従業者の員数その他の配置

の基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （基準該当通所介護事業所の従業者の員数） 

第四十条 条例第百三十二条第二項に規定する規則で定め

る基準は、員数が次の各号に掲げる通所介護従業者の区

分に応じ、当該各号に定める数であることとする。 

一 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当

該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談

員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通

所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数

が一以上確保されるために必要と認められる数 

二 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、提供時

間帯を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当た

る看護職員が一以上確保されるために必要と認められ

る数 

のア（(ｲ)ｂを除く。）を参照されたい。 

ｂ 指定療養通所介護に通常要する時間を超え

る指定療養通所介護の提供に伴い必要となる

費用のうち通常の指定療養通所介護に係る居

宅介護サービス費用基準額を超える費用につ

いては、指定療養通所介護の利用対象者の状態

を勘案すると８時間以上のサービスを提供す

ることは想定しにくいことから、利用者からの

支払いを受けることができるものとしては認

められない。 

 

(5) 基準該当通所介護に関する基準 

ア 従業者の員数および管理者（居宅基準条例第１３

２条および第１３３条） 

常勤の従業者を置く必要がない点および管理者

が常勤である必要がない点を除けば、指定通所介護

の基準と同様であり、第３の６の(1)を参照された

い。 
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３ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護

（指定介護予防サービス等基準条例第百十三条第一項に

規定する基準該当介護予防通所介護をいう。以下同じ。）

の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、同条第一項お

よび第二項に規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前二項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基

準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員（専

ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。）が

勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護

を提供している時間数（次項において「提供単位時間

数」という。）で除して得た数が利用者（当該基準該当

通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と基準該当

介護予防通所介護の事業を同一の事業所において一体

的に運営している場合にあっては、当該事業所におけ

る基準該当通所介護または基準該当介護予防通所介護

の利用者。以下この条において同じ。）の数が十五人ま

での場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあ

っては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に

一を加えた数以上確保されるために必要と認められる

数 

四 機能訓練指導員 一以上 

２ 当該基準該当通所介護事業所の利用定員（当該基準該

当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提

供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次条

において同じ。）が十人以下である場合にあっては、前項

の規定にかかわらず、看護職員および介護職員の員数を、

基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護

を提供している時間帯に看護職員または介護職員（いず

れも専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で
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 （管理者） 

第百三十三条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務

に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基

準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、または同

一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事するこ

除して得た数が一以上確保されるために必要と認められ

る数とすることができる。 

３ 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位

ごとに、第一項第三号の介護職員（前項の適用を受ける

場合にあっては、同項の看護職員または介護職員。次項

において同じ。）を、常時一人以上当該基準該当通所介護

に従事させなければならない。 

４ 第一項および第二項の規定にかかわらず、介護職員は、

利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所介

護の単位の介護職員として従事することができるものと

する。 

５ 前各項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介

護であってその提供が同時に一または複数の利用者に対

して一体的に行われるものをいうものとする。 

６ 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を

有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務

に従事することができるものとする。 
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とができるものとする。 

 

 （設備および備品等） 

第百三十四条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う

場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相

談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとと

もに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備な

らびに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備お

よび備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、基準該当通所介護事業所

の設備の基準は、規則で定める。 

３ 第一項に規定する設備は、専ら当該基準該当通所介護

の事業の用に供するものでなければならない。ただし、

利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場

合は、この限りでない。 

４ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護

の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において

一体的に運営される場合については、指定介護予防サー

ビス等基準条例第百十五条第一項から第三項までに規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

 

 （準用） 

第百三十五条 第九条から第十五条まで、第十七条、第十

 

 

 （基準該当通所介護事業所の設備の基準） 

第四十一条 条例第百三十四条第二項に規定する規則で定

める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。 

一 食事を行う場所および機能訓練を行う場所 

イ 食事を行う場所および機能訓練を行う場所は、そ

れぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した

面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面

積以上とすること。 

ロ イにかかわらず、食事を行う場所および機能訓練

を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障

がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際に

はその実施に支障がない広さを確保できる場合に

あっては、同一の場所とすることができる。 

二 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談

の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第四十二条 第三条、第五条および第三十一条から第三十

 

 

イ 設備に関する基準（居宅基準条例第１３４条、居

宅基準規則第４１条） 

指定通所介護の場合と異なり、機能訓練や食事の

ためのスペースが確保されればよく、そのスペース

が「機能訓練室」「食堂」といえるものである必要

はないが、この点を除けば、指定通所介護の基準と

同様であり、第３の６の(2)を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 運営に関する基準 

居宅基準条例第１３５条の規定により、居宅基準
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八条、第二十条、第二十二条、第二十七条、第二十八条、

第三十四条から第三十七条まで、第三十八条（第五項お

よび第六項を除く。）、第三十九条から第四十一条まで、

第五十六条、第九十九条および第四節（第百三条第一項

および第百十三条を除く。）の規定は、基準該当通所介護

の事業について準用する。この場合において、第九条第

一項中「第三十条」とあるのは「第百七条」と、「訪問介

護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第二十条中

「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項

の規定により利用者に代わって支払いを受ける居宅介護

サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十二条中

「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」と

あるのは「基準該当通所介護」と、第三十四条中「訪問

介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第百三条

第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所

介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項

中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

三条までの規定は、基準該当通所介護の事業について準

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第９条から第１５条まで、第１７条、第１８条、

第２０条、第２２条、第２７条、第２８条、第３４

条から第３７条まで、第３８条（第５項および第６

項を除く。）、第３９条から第４１条まで、第５６条、

第９９条および第７章第４節（第１０３条第１項お

よび第１１３条を除く。）の規定は、基準該当通所

介護の事業について準用されるものであるため、第

３の１の(3)のアからオまで、キ、ケ、サ、セ、ソ

およびナからハまで、第３の２の(3)のエならびに

第３の６の(3)を参照されたいこと。この場合にお

いて、準用される居宅基準条例第１０３条第２項の

規定は、基準該当通所介護事業者が利用者から受領

する利用料について、当該サービスが結果的に保険

給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅

介護サービス費または特例居宅支援サービス費を

算定するための基準となる費用の額（１００分の９

０を乗ずる前の額）との間に不合理な差額が生じる

ことを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象

となるサービスの利用料と、保険給付の対象となら

ないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の

他方への転嫁等による不合理な差額を設けること

を禁止する趣旨である。なお、当該事業所による通

所介護が複数の市町村において基準該当通所介護

と認められる場合には、利用者の住所地によって利

用料が異なることは認められないものである。 
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第八章 通所リハビリテーション 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第百三十六条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリ

テーション（以下「指定通所リハビリテーション」とい

う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、そ

の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理

学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行

うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るも

のでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 （従業者） 

第百三十七条 指定通所リハビリテーションの事業を行う

者（以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。）

が、当該事業を行う事業所（以下「指定通所リハビリテ

ーション事業所」という。）ごとに置くべき指定通所リハ

ビリテーションの提供に当たる従業者（以下「通所リハ

ビリテーション従業者」という。）は、次のとおりとする。 

一 医師 

二 理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または

看護師もしくは准看護師（以下この章において「看護

職員」という。）もしくは介護職員 

 

第八章 通所リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第四十三条 条例第百三十七条第二項に規定する規則で定

める基準は、員数が次の各号に掲げる通所リハビリテー

ション従業者の区分に応じ、当該各号に定める数である

こととする。 

一 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たら

せるために必要な一以上の数 

二 理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または

看護職員もしくは介護職員 次に掲げる基準を満たす

ために必要と認められる数 

イ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用

 

７ 通所リハビリテーション  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人員に関する基準 

ア 指定通所リハビリテーション事業所（居宅基準条

例第１３７条第１項、居宅基準規則第４３条） 

(ｱ) 医師（居宅基準規則第４３条第１号） 

専任の常勤医師が１人以上勤務していること。 

なお、指定通所リハビリテーションを行う介護

老人保健施設であって、病院または診療所（医師

について介護老人保健施設の人員基準を満たす

余力がある場合に限る。）と併設されているもの

については、当該病院または診療所の常勤医師と

の兼務で差し支えない。 

(ｲ) 理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士
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２ 前項各号に掲げる通所リハビリテーション従業者の員

数その他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通

所リハビリテーション事業者（指定介護予防サービス等

基準条例第百十八条第一項に規定する指定介護予防通所

リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を

併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業

と指定介護予防通所リハビリテーション（指定介護予防

サービス等基準条例第百十七条に規定する指定介護予防

通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定介護予防サービス等基準条例第百十八条第

一項および第二項に規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前二項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯

（以下この条において「提供時間」という。）を通

じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供

に当たる理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚

士または看護職員もしくは介護職員の数が一以上

確保されていること、または、利用者の数が十人を

超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所

リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作

業療法士もしくは言語聴覚士または看護職員もし

くは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確

保されていること。 

ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーション

の提供に当たる理学療法士、作業療法士または言語

聴覚士が、利用者が百またはその端数を増すごとに

一以上確保されていること。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場

合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとす

ることができる。 

一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者

の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当

該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療

法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または看護職員

もしくは介護職員が一以上確保されていること、また

は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通

じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当

または看護師、准看護師もしくは介護職員（以下

「従事者」という。）（居宅基準規則第４３条第２

号） 

ａ 指定通所リハビリテーションの単位とは、同

時に、一体的に提供される指定通所リハビリテ

ーションをいうものであることから、例えば、

次のような場合は、２単位として扱われ、それ

ぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必

要がある。 

(a) 指定通所リハビリテーションが同時に

一定の距離を置いた２つの場所で行われ、

これらのサービス提供が一体的に行われて

いるといえない場合 

(b) 午前と午後とで別の利用者に対して指

定通所リハビリテーションを提供する場合 

ｂ ６時間以上８時間未満の指定通所リハビリ

テーションの前後に連続して延長サービスを

行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、

適当数の従業者を配置するものとする。 

ｃ 提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハ

ビリテーションの提供に当たる従業者を確保

するとは、指定通所リハビリテーションの単位

ごとに理学療法士、作業療法士または言語聴覚

士、看護職員もしくは介護職員について、提供

時間帯に当該職種の従業者が常に居宅基準条
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たる理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士また

は看護職員もしくは介護職員が、利用者の数を十で除

した数以上確保されていること。 

二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリ

テーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士も

しくは言語聴覚士または通所リハビリテーションもし

くはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を

有する看護師が、常勤換算方法で、０・一以上確保さ

れること。 

３ 第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例上求められる数以上確保されるよう必要な

配置を行うよう定めたものである(例えば、提

供時間帯を通じて専従する従業者が２人必要

である場合、提供時間帯の２分の１ずつの時間

専従する従業者の場合は、その員数としては４

人が必要となる。)。 

また、専らリハビリテーションの提供に当

たる理学療法士、作業療法士または言語聴覚

士が、利用者が１００人またはその端数を増

すごとに１以上確保するとは、指定通所リハ

ビリテーションのうち、リハビリテーション

を提供する時間帯に、当該職種の従事者が常

に確保されるよう必要な配置を行うよう定め

たものであり、所要時間一時間から２時間の

通所リハビリテーションを行う場合であっ

て、定期的に適切な研修を修了している看護

師、准看護師、柔道整復師またはあん摩マッ

サージ師がリハビリテーションを提供する場

合は、これらの者を当該単位におけるリハビ

リテーションの提供に当たる理学療法士等と

して計算することができる。この場合におけ

る｢研修｣とは、運動器リハビリテーションに

関する理論、評価法等に関する基本的内容を

含む研修会であって、関係学会等により開催

されているものを指す。具体的には、日本運
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動器リハビリテーション学会の行う運動器リ

ハビリテーションセラピスト研修、全国病院

理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講

習会が該当する。 

ｄ なお、ここでいう利用者の数または利用定員

は、単位ごとの指定通所リハビリテーションに

ついての利用者の数または利用定員をいうも

のであり、利用者の数の実人員、利用定員は、

あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうも

のである。従って、例えば、１日のうちの午前

の提供時間帯の利用者１０人に対して指定通

所リハビリテーションを提供し、午後の提供時

間帯に別の利用者１０人に対して指定通所リ

ハビリテーションを提供する場合であって、そ

れぞれの指定通所リハビリテーションの定員

が１０人である場合には、当該事業所の利用定

員は１０人、必要となる従業員の員数は午前午

後それぞれ１人ということとなり、人員算定上

午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算

されるものでない。 

ｅ 同一事業所で複数の単位の指定通所リハビ

リテーションを同時に行う場合には、同時に行

われる単位の数の常勤の従業員が必要となる

ものである(居宅基準条例第１３７条第１項・

第２項、居宅基準規則第４３条関係)。 
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ｆ 従業者１人が１日に行うことのできる指定

通所リハビリテーションは２単位までとする

こと。ただし、一時間から２時間までの通所リ

ハビリテーションについては０．５単位として

扱う。 

イ 指定通所リハビリテーション事業所が診療所で

ある場合 

(ｱ) 医師（居宅基準規則第４３条第１項第１号） 

ａ 利用者の数が同時に１０人を超える場合に

あっては、ア(ｱ)を準用すること 

ｂ 利用者の数が同時に１０人以下の場合にあ

っては、次に掲げる要件に適合していること 

(a) 専任の医師が１人勤務していること。 

(b) 利用者数は、専任の医師１人に対し１日

４８人以内であること。 

(ｲ) 理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士

または看護師、准看護師もしくは介護職員（以下

「従事者」という。）（居宅基準規則第４３条第２

項） 

ａ 指定通所リハビリテーションの単位とは、同

時に、一体的に提供される指定通所リハビリテ

ーションをいうものであることから、例えば、

次のような場合は、２単位として扱われ、それ

ぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必

要がある。 
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(a) 指定通所リハビリテーションが同時に

一定の距離を置いた２つの場所で行われ、

これらのサービスの提供が一体的に行われ

ているといえない場合 

(b) 午前と午後とで別の利用者に対して指

定通所リハビリテーションを提供する場合 

ｂ ６時間以上８時間未満の通所リハビリテー

ションの前後に連続して延長サービスを行う

場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当

数の従業者を配置するものとする。 

ｃ 提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハ

ビリテーションの提供に当たる従業者を確保

するとは、指定通所リハビリテーションの単位

ごとに理学療法士、作業療法士または言語聴覚

士、看護職員もしくは介護職員について、提供

時間帯に当該職種の従業者が常に居宅基準条

例上求められる数以上確保されるよう必要な

配置を行うよう定めたものである(例えば、提

供時間帯を通じて専従する従業者が２人必要

である場合、提供時間帯の２分の１ずつの時間

専従する従業者の場合は、その員数としては４

人が必要となる。)。 

また、専従する従事者のうち理学療法士、

作業療法士もしくは言語聴覚士または経験を

有する看護師が、常勤換算方法で、０．１人
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以上確保されていることとし、所要時間一時

間から２時間の通所リハビリテーションを行

う場合であって、定期的に適切な研修を修了

している看護師、准看護師、柔道整復師また

はあん摩マッサージ師がリハビリテーション

を提供する場合は、これらの者を当該単位に

おけるリハビリテーションの提供に当たる理

学療法士等として計算することができる。 

この場合における｢研修｣とは、運動器リハ

ビリテーションに関する理論、評価法等に関

する基本的内容を含む研修会であって、関係

学会等により開催されているものを指す。具

体的には、日本運動器リハビリテーション学

会の行う運動器リハビリテーションセラピス

ト研修、全国病院理学療法協会の行う運動療

法機能訓練技能講習会が該当する。 

ｄ なお、ここでいう利用者の数または利用定員

は、単位ごとの指定通所リハビリテーションに

ついての利用者の数または利用定員をいうも

のであり、利用者の数の実人員、利用定員は、

あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうも

のである。従って、例えば、１日のうちの午前

の提供時間帯の利用者１０人に対して指定通

所リハビリテーションを提供し、午後の提供時

間帯に別の利用者１０人に対して指定通所リ
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ハビリテーションを提供する場合であって、そ

れぞれの指定通所リハビリテーションの定員

が１０人である場合には、当該事業所の利用定

員は１０人、必要となる従業員の員数は午前午

後それぞれ１人ということとなり、人員算定上

午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算

されるものでない。 

ｅ 同一事業者で複数の単位の指定通所リハビ

リテーションを同時に行う場合には、同時に行

われる単位の数の常勤の従業員が必要となる

ものである(居宅基準条例第１３７条第１項・

第２項、居宅基準規則第４３条関係)。 

ｆ 従業者１人が１日に行うことのできる指定

通所リハビリテーションは２単位までとする

こと。ただし、１時間から２時間までの通所リ

ハビリテーションについては０．５単位として

扱う。 

ｇ 経験を有する看護師とは、診療報酬の算定方

法に定める重度認知症患者デイケア、精神科デ

イケア、脳血管疾患等リハビリテーション料、

運動器リハビリテーション料に係る施設基準

の届出を行った保健医療機関等または「指定居

宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準」（平成１２年厚生省告示第１９号）に定

める通所リハビリテーションに係る施設基準
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第三節 設備に関する基準 

 （設備に関する基準） 

第百三十八条 指定通所リハビリテーション事業所は、指

定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部

屋等であって、三平方メートルに利用定員（当該指定通

所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リ

ハビリテーションの提供を受けることができる利用者

（当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予

防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予

防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業

所における指定通所リハビリテーションまたは指定介護

予防通所リハビリテーションの利用者。以下この条にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の届出を行った指定通所リハビリテーション

事業所、「指定介護予防サービスに要する費用

の額の算定に関する基準」（平成１８年厚生労

働省告示第１２７号）に定める介護予防通所リ

ハビリテーションに係る施設基準の届出を行

った指定介護予防通所リハビリテーション事

業所、「厚生労働大臣が定める特定診療費に係

る指導管理等及び単位数」（平成１２年厚生省

告示第３０号）に定める理学療法、作業療法に

係る施設基準の届出を行った介護保険施設に

おいて、それらに１年以上従事した者である。 

 

(2) 設備に関する基準 

ア 指定通所リハビリテーション事業を行う事業所

ごとに備える設備については、専ら当該事業の用に

供するものでなければならないこととされている

が、病院、診療所、介護老人保健施設が互いに併設

される場合（同一敷地内にある場合、または公道を

はさんで隣接している場合をいう。）であって、そ

のうちの複数の施設において、指定通所リハビリテ

ーション事業を行う場合には、以下の条件に適合す

るときは、それぞれの指定通所リハビリテーション

を行うためのスペースが同一の部屋等であっても

差し支えないものとする。 

(ｱ) 当該部屋等において、それぞれの指定通所リ
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いて同じ。）の数の上限をいう。）を乗じた面積以上のも

のを有しなければならない。ただし、当該指定通所リハ

ビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合に

あっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保さ

れている食堂（リハビリテーションに供用されるものに

限る。）の面積を加えるものとする。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備ならびに指定通所リハ

ビリテーションを行うために必要な専用の機械および器

具を備えなければならない。 

３ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通

所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所

リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定介護予防サ

ービス等基準条例第百十九条第一項および第二項に規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハビリテーションを行うためのスペースが明確

に区分されていること。 

(ｲ) それぞれの指定通所リハビリテーションを行

うためのスペースが、次に掲げる面積要件（居宅

基準条例第１３８条第１項）を満たしているこ

と。 

３平方メートルに利用定員を乗じた面積以上

であるものを有すること。ただし、介護老人保健

施設の場合は、当該専用の部屋等の面積に利用者

用に確保されている食堂（リハビリテーションに

供用されるものに限る。）の面積を加えるものと

すること。 

イ 指定通所リハビリテーションを行うためのスペ

ースと、当該指定通所リハビリテーション事業所と

併設の関係にある特別養護老人ホーム、社会福祉施

設等における指定通所介護の機能訓練室等との関

係については、第３の６の(2)のイの(ｲ)を参照され

たい。ただし、保健医療機関が医療保健の脳血管疾

患等リハビリテーション、運動器リハビリテーショ

ンまたは呼吸器リハビリテーションの届出を行っ

ており、当該保健医療機関において、１時間以上２

時間未満の指定通所リハビリテーションを実施す

る際には、指定通所リハビリテーションの利用者に

対するサービス提供に支障が生じない場合に限り、

同一のスペースにおいて行うことも差し支えない
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第四節 運営に関する基準 

 （指定通所リハビリテーションの基本取扱方針） 

第百三十九条 指定通所リハビリテーションは、利用者の

要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その

目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供

する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

 

 （指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第百四十条 指定通所リハビリテーションの方針は、規則

で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第四十四条 条例第百四十条に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、

(必要な機器および器具の利用についても同様)。こ

の場合の居宅基準条例第１３８条第１項の指定通

所リハビリテーションを行うために必要なスペー

スは、３平方メートルに指定通所リハビリテーショ

ンの利用定員と医療保険のリハビリテーションを

受ける患者の数を乗じた面積以上とする。 

ウ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

（居宅基準条例第１３８条第２項）については、指

定通所介護に係る居宅基準条例第１０２条第１項

と同趣旨であるため、第３の６の(2)のウを参照さ

れたい。 

 

(3) 運営に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針

および通所リハビリテーション計画の作成 

居宅基準条例第１４０条および第１４１条に定

めるところによるほか、次の点に留意するものとす



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 145/296 

条例 規則 解釈通知 

 （通所リハビリテーション計画の作成） 

第百四十一条 医師および理学療法士、作業療法士その他

専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リ

ハビリテーション従業者（以下「医師等の従業者」とい

う。）は、診療または運動機能検査、作業能力検査等を基

に、共同して、利用者の心身の状況、希望およびその置

かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、

当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を

記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければ

ならない。 

２ 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計

画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作

成しなければならない。 

３ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作

成に当たっては、その内容について利用者またはその家

族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作

成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用

者に交付しなければならない。 

５ 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者

について、通所リハビリテーション計画に従ったサービ

スの実施状況およびその評価を診療記録に記載する。 

 

 

 

医師の指示および条例第百四十一条第一項に規定する

通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身

の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよ

う、妥当適切に行う。 

二 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビ

リテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、利用者またはその家族に対し、リハビリ

テーションの観点から療養上必要とされる事項につい

て、理解しやすいように指導または説明を行う。 

三 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、

常に利用者の病状、心身の状況およびその置かれてい

る環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサー

ビスを提供する。特に、認知症である要介護者に対し

ては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供

ができる体制を整える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

(ｱ) 指定通所リハビリテーションは、個々の利用

者に応じて作成された通所リハビリテーション

計画に基づいて行われるものであるが、グループ

ごとにサービス提供が行われることを妨げるも

のではない。 

(ｲ) 通所リハビリテーション計画は、医師の診察

内容および運動機能検査等の結果を基に、指定通

所リハビリテーションの提供に関わる従業者が

共同して個々の利用者ごとに作成するものであ

る。 

(ｳ) 通所リハビリテーション計画の目標および内

容については、利用者または家族に説明を行うと

ともに、その実施状況や評価についても説明を行

うこと。 

(ｴ) 通所リハビリテーション計画は、居宅サービ

ス計画に沿って作成されなければならないこと

としたものである。 

なお、通所リハビリテーション計画を作成後に

居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所

リハビリテーション計画が居宅サービス計画に

沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更す

るものとする。 

(ｵ) 通所リハビリテーション計画は診療または運

動機能検査、作業能力検査等を基に、居宅基準条
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例第１４１条第１項にいう医師等の従業者が共

同して、利用者の心身の状況、希望およびその置

かれている環境を踏まえて作成されなければな

らないものであり、サービス内容等への利用者の

意向の反映の機会を保障するため、指定通所リハ

ビリテーション事業所の管理者は、通所リハビリ

テーション計画の作成に当たっては、その内容等

を説明した上で利用者の同意を得なければなら

ず、また、当該通所リハビリテーション計画を利

用者に交付しなければならない。 

なお、交付した通所リハビリテーション計画

は、居宅基準条例第１４５条第２項の規定に基づ

き、５年間保存しなければならない。 

(ｶ) 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護

者と同じグループとして、指定通所リハビリテー

ションを提供することが困難な場合には、必要に

応じグループを分けて対応すること。 

(ｷ) 指定通所リハビリテーションをより効果的に

実施するため、支援相談員や医療ソーシャルワー

カー等の協力を得て実施することが望ましい。 

(ｸ) 主として認知症等の精神障害を有する利用者

を対象とした指定通所リハビリテーションにあ

っては、作業療法士等の従業者により、主として

脳血管疾患等に起因する運動障害を有する利用

者にあっては、理学療法士等の従業者により効果
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 （管理者等の責務） 

第百四十二条 指定通所リハビリテーション事業所の管理

者は、医師、理学療法士、作業療法士または専ら指定通

所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから

選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所の管理者または前

項の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション

事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要

な指揮命令を行うものとする。 

 

 （運営規程） 

第百四十三条 指定通所リハビリテーション事業者は、指

定通所リハビリテーション事業所ごとに、事業の運営に

ついての重要事項であって規則で定めるものに関する規

程（以下この章において「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第四十五条 条例第百四十三条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定通所リハビリテーションの利用定員 

五 指定通所リハビリテーションの内容および利用料そ

の他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 非常災害対策 

九 その他運営に関する重要事項 

的に実施されるべきものである。 

 

イ 管理者等の責務 

居宅基準条例第１４２条第１項は、指定通所リハ

ビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法

士、作業療法士または専ら指定通所リハビリテーシ

ョンの提供に当たる看護師のうちから選任した者

に、必要な管理の代行をさせることができる旨を明

記したものである。 

この場合、組織図等により、指揮命令系統を明確

にしておく必要がある。 

 

ウ 運営規程 

６時間以上８時間未満の通所リハビリテーショ

ンの前後に連続して延長サービスを行う指定通所

リハビリテーション事業所にあっては、通所介護と

同様であるので、第３の６の(3)のエの(ｱ)を参照さ

れたい。 
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 （衛生管理等） 

第百四十四条 指定通所リハビリテーション事業者は、利

用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供

する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必

要な措置を講ずるとともに、医薬品および医療機器の管

理を適正に行わなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所に

おいて感染症が発生し、またはまん延しないように必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第百四十五条 指定通所リハビリテーション事業者は、従

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 衛生管理等 

居宅基準条例第１４４条第１項は、指定通所リハ

ビリテーション事業所の必要最低限の衛生管理等

を規定したものであるが、このほか、次の点に留意

するものとする。 

(ｱ) 指定通所リハビリテーション事業者は、食中

毒および感染症の発生を防止するための措置等

について、必要に応じ保健所の助言、指導を求め

るとともに、常に密接な連携を保つこと。 

(ｲ) 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌

感染症対策、レジオネラ症対策等については、そ

の発生およびまん延を防止するための措置につ

いて、厚生労働省より別途通知等が発出されてい

るので、これに基づき、適切な措置を講じること。 

(ｳ) 医薬品の管理については、当該指定通所リハ

ビリテーション事業所の実情に応じ、地域の薬局

の薬剤師の協力を得て行うことも考えられるこ

と。 

(ｴ) 空調設備等により施設内の適温の確保に努め

ること。 

 

オ 記録の整備 

居宅基準条例第１４５条第２項の指定通所リハ
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業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対す

る指定通所リハビリテーションの提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、第一号および第二号の記録につ

いてはその完結の日から五年間、その他の記録について

はその完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 通所リハビリテーション計画 

二 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

五 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

 

 （準用） 

第百四十六条 第九条から第十四条まで、第十六条から第

十八条まで、第二十条、第二十二条、第二十七条、第二

十八条、第三十四条、第三十五条、第三十七条から第四

十一条まで、第六十九条、第百三条および第百八条から

第百十条までの規定は、指定通所リハビリテーションの

事業について準用する。この場合において、これらの規

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第四十六条 第三条、第五条および第三十一条の規定は、

指定通所リハビリテーションの事業について準用する。 

 

 

 

 

ビリテーションの提供に関する記録には診療記録

が含まれるものである。 

なお、「完結の日」とは、以下のとおりとする。 

(ｱ) 第１号の通所リハビリテーション計画につい

ては、当該計画の満了の日 

(ｲ) 第２号の提供した具体的なサービスの内容等

の記録については、サービスを提供した日 

(ｳ) 第３号の市町村への通知に係る記録について

は、当該記録を作成した日 

(ｴ) 第４号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

(ｵ) 第５号の事故の状況および事故に際して採っ

た処置についての記録については、当該記録を作

成した日 

 

 

 

 

カ 準用 

居宅基準条例第１４６条の規定により、居宅基準

条例第９条から第１４条まで、第１６条から第１８

条まで、第２０条、第２２条、第２７条、第２８条、

第３４条、第３５条、第３７条から第４１条まで、

第６９条、第１０３条および第１０８条から第１１

０条までの規定は、指定通所リハビリテーションの
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定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーシ

ョン従業者」と、第九条第一項中「第三十条」とあるの

は「第百四十三条」と、第十四条中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴」と、第百八条第三項中「通

所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従

業者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第九章 短期入所生活介護 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第百四十七条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活

介護（以下「指定短期入所生活介護」という。）の事業は、

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第九章 短期入所生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

事業について準用されるものであることから、第３

の１の(3)のアからキまで、ケ、サ、セ、ソおよび

ナからハまで、ならびに第３の６の(3)のア、オお

よびカを参照されたい。この場合において、特に次

の点に留意するものとする。 

(ｱ) 居宅基準条例第１４条中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴」と読み替えられるこ

とに留意されたい。 

(ｲ) 準用される居宅基準条例第１０８条第１項に

ついては、指定通所リハビリテーションごとに、

通所リハビリテーション従業者の日々の勤務時

間、常勤・非常勤の別、専従の理学療法士、作業

療法士、経験看護師等、看護職員および介護職員

の配置、管理者との兼務関係等を勤務表上明確に

し、人員に関する基準が満たされていることを明

らかにする必要がある。 

 

８ 短期入所生活介護  
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事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を

行うことにより、利用者の心身の機能の維持ならびに利

用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るもの

でなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 （従業者） 

第百四十八条 指定短期入所生活介護の事業を行う者（以

下「指定短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所」と

いう。）ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当

たる従業者（以下この節から第五節までにおいて「短期

入所生活介護従業者」という。）は、次のとおりとする。

ただし、規則で定める場合は、第四号の栄養士を置かな

いことができる。 

一 医師 

二 生活相談員 

三 介護職員または看護師もしくは准看護師（以下この

章において「看護職員」という。） 

四 栄養士 

五 機能訓練指導員 

六 調理員その他の従業者 

２ 前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数その

他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所

 

 

 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第四十七条 条例第百四十八条第一項の規則で定める場合

は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 

一 利用定員が四十人を超えない指定短期入所生活介護

事業所であること。 

二 他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることに

より当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営

を期待することができること。 

三 利用者の処遇に支障がないこと。 

２ 条例第百四十八条第二項に規定する規則で定める基準

は、員数が次の各号に掲げる短期入所生活介護従業者の

区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。 

一 医師 一人以上 

二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百また

はその端数を増すごとに一人以上 

三 介護職員または看護職員 常勤換算方法で、利用者

の数が三またはその端数を増すごとに一人以上 

四 栄養士 一人以上 

五 機能訓練指導員 一人以上 

 

 

 

 

 

(1) 人員に関する基準(居宅基準条例第１４８条および

第１４９条) 

ア 従業者の員数 

(ｱ) 居宅基準規則第４７条第３項の適用を受ける

特別養護老人ホームとは、入所者に利用されてい

ない居室またはベッドを利用して指定短期入所

生活介護を行う特別養護老人ホームを意味する

ものである。 

(ｲ) 併設事業所については、 

ａ 居宅基準規則第４７条第５項の併設事業所

とは、併設本体施設の事業に支障が生じない場

合で、かつ、夜間における介護体制を含めて指

定短期入所生活介護を提供できる場合である。 

ｂ 医師、栄養士および機能訓練指導員について

は、併設本体施設に配置されている場合であっ

て当該施設の事業に支障を来さない場合は兼

務させて差し支えない。 

ｃ 生活相談員、介護職員および看護職員の員数

については、併設されているのが特別養護老人

ホームである場合には、特別養護老人ホームと
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生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第百

三十条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生

活介護（指定介護予防サービス等基準条例第百二十九条

に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、指定介護予防サービス等基準

条例第百三十条第一項および第二項に規定する人員に関

する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

４ 地域密着型特別養護老人ホームまたは指定地域密着型

介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所が併設

される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業

所の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホー

ムまたは指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により

当該指定短期入所生活介護事業所の利用者（当該指定短

期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介

護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合にあっ

ては、当該事業所における指定短期入所生活介護または

指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節お

よび次節ならびに第百六十五条において同じ。）の健康管

理が適切に行われると認められるときは、これを置かな

六 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護

事業所の実情に応じた適当数 

３ 特別養護老人ホームであって、その全部または一部が

入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所

生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる

短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわ

らず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老

人ホームの入所者とみなした場合における老人福祉法

（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する特別養護

老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必

要な数以上とする。 

４ 第二項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただ

し、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

５ 併設事業所については、老人福祉法、医療法（昭和二

十三年法律第二百五号）または法に規定する特別養護老

人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第

二項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するも

のとする。 

６ 第二項第二号の生活相談員ならびに同項第三号の介護

職員および看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でな

ければならない。ただし、利用定員が二十人未満である

併設事業所の場合にあっては、この限りでない。 

７ 第二項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を

有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の

して確保すべき員数と指定短期入所生活介護

事業所として確保すべき員数の合計を、特別養

護老人ホームの入所者と併設事業所の利用者

の数とを合算した数について常勤換算方法に

より必要とされる従業者の数とするものであ

る。例えば、入所者５０人、利用者１０人の場

合の看護・介護職員の員数は、50÷3＝17(端数

切り上げ)と 10÷3＝4(端数切り上げ)の合計

で２１人となるのではなく、(50＋10)÷3＝20

人となる。 

ｄ また、併設されているのが特別養護老人ホー

ムでない場合も、従業者の員数の計算上、特別

養護老人ホームの場合と同様の端数の処理を

行うことができるものとする。例えば、特定施

設に併設されている場合で、特定施設入居者生

活介護の利用者が１１０人、短期入所生活介護

の利用者が２０人である場合の生活相談員の

員数は、110＋20＝130 人について計算するた

め、合計で２人ということとなる。 

(ｳ) ユニット型指定短期入所生活介護事業所と指

定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期

入所生活介護事業所を除く)が併設され一体的に

運営される場合、生活相談員の員数については、

ユニット型指定短期入所生活介護事業所として

確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業所
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いことができる。 

５ 地域密着型特別養護老人ホームまたは指定地域密着型

介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所が併設

される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業

所の生活相談員、栄養士または機能訓練指導員について

は、当該地域密着型特別養護老人ホームまたは指定地域

密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士または機

能訓練指導員により当該指定短期入所生活介護事業所の

利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、こ

れを置かないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務に従事することができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

として確保すべき員数の合計を、それぞれの事業

所の利用者を合算した数について常勤換算方法

により必要とされる従業者の数とするものであ

る。 

イ 生活相談員(居宅基準条例第１４８条第１項第２

号) 

生活相談員については、福井県特別養護老人ホー

ムの設備および運営の基準に関する条例(平成２４

年福井県条例第５９号)第６条第２項に定める生活

相談員に準ずるものとする。 

ウ 機能訓練指導員(居宅基準規則第４７条第７項) 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」

とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の

資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活

やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練

については、当該事業所の生活相談員または介護職

員が兼務して行っても差し支えない。 

エ 栄養士 

居宅基準規則第４７条第１項第２号および第３

号に規定する「他の社会福祉施設等の栄養士との連

携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事

業所の効果的な運営を期待することができる場合」
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 （管理者） 

第百四十九条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期

入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入

所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定

短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、または同

一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であって、「利用者の処遇に支障がないとき」とは、

隣接の他の社会福祉施設や病院等の栄養士との兼

務や地域の栄養指導員(健康増進法第１９条第１項

に規定する栄養指導員をいう。)との連携を図るこ

とにより、適切な栄養管理が行われている場合であ

る。 

オ 管理者 

指定短期入所生活介護事業所の管理者は常勤で

あり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務

に従事するものである。ただし、以下の場合であっ

て、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他

の職務を兼ねることができるものとする。 

(ｱ) 当該指定短期入所生活介護事業所の短期入所

生活介護従業者としての職務に従事する場合 

(ｲ) 同一敷地内にあるまたは道路を隔てて隣接す

る等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと

認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場

合に、当該他の事業所、施設等の管理者または従

業者としての職務に従事する場合(この場合の他

の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例

えば、併設される訪問系サービスの事業所のサー

ビス提供を行う従業者との兼務は一般的には管

理業務に支障があると考えられるが、訪問系サー

ビス事業所における勤務時間が極めて限られて

いる職員の場合には、例外的に認められる場合も
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第三節 設備に関する基準 

 （利用定員等） 

第百五十条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定

員（当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指

定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者

の数の上限をいう。以下この節および次節において同

じ。）を二十人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の

専用の居室を設けるものとする。ただし、特別養護老人

ホーム（老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老

人ホームをいう。以下同じ。）であって規則で定めるもの

にあっては、この限りでない。 

２ 特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム、養護老

人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設

入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護ま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （条例第百五十条第一項の適用を受けない特別養護老人

ホーム） 

第四十八条 条例第百五十条第一項の規則で定める特別養

護老人ホームは、前条第三項の規定の適用を受ける特別

養護老人ホームとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありうる。) 

カ 地域密着型特別養護老人ホームまたは指定地域

密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護

事業所が併設される場合については、処遇等が適切

に行われる場合に限り、次の人員を置かないことが

できる。 

・医師 

・生活相談員 

・栄養士 

・機能訓練指導員 

・調理員、事務員その他の職員 

 

(2) 設備に関する基準(居宅基準条例第１５０条および

第１５１条) 

ア 地域密着型特別養護老人ホームに指定短期入所

生活介護事業所等を併設する場合は、施設全体が地

域密着型サービスの趣旨に反して過大なものとな

らないよう、併設する指定短期入所生活介護事業所

等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホー

ムの入所定員を上限とする。 

イ ユニット型指定短期入所生活介護の事業と指定

短期入所生活介護の事業(ユニット型指定短期入所

生活介護事業を除く)との一体的運営について 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所と指定

短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所
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たは介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けてい

る施設をいう。以下同じ。）に併設される指定短期入所生

活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一

体的に運営が行われるもの（以下「併設事業所」という。）

の場合または指定短期入所生活介護事業所（ユニット型

指定短期入所生活介護事業所（第百七十一条に規定する

ユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下こ

の項において同じ。）を除く。）とユニット型指定短期入

所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合

であって、それらの利用定員の総数が二十人以上である

場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利

用定員を二十人未満とすることができる。 

３ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所

生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入

所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定介護予防サービス等基準条例第百三

十二条第一項および第二項に規定する利用定員等に関す

る基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短

期入所生活介護事業所の入所定員は、当該指定地域密着

型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。 

 

 （設備および備品等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （設備の基準） 

生活介護の事業を除く。)が併設され一体的に運営

される場合であって、それらの利用定員の総数が２

０人以上である場合にあっては、その利用定員を２

０人未満であってもよいものとして取扱うことが

できることとされたが、｢併設され一体的に運営さ

れる場合｣とは、併設ユニット型指定短期入所生活

介護の事業に支障が生じない場合で、かつ、夜間に

おける介護体制を含めて指定短期入所生活介護を

提供できる場合である。 
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第百五十一条 指定短期入所生活介護事業所の建物（利用

者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）

は、耐火建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百

一号）第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。

以下同じ。）でなければならない。ただし、規則で定める

建物にあっては、準耐火建築物（同条第九号の三に規定

する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることができ

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定短期入所

生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安

全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物

または準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる

設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供す

るために必要なその他の設備および備品等を備えなけれ

ばならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用

することにより、当該社会福祉施設等および当該指定短

期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該

社会福祉施設等の入所者等および当該指定短期入所生活

介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、

便所、洗面設備、静養室、介護職員室および看護職員室

を除き、これらの設備を設けないことができる。 

一 居室 

第四十九条 条例第百五十一条第一項ただし書の規則で定

める建物は、二階建てまたは平屋建ての指定短期入所生

活介護事業所の建物であって、次のいずれかの要件を満

たすものとする。 

一 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所

（以下「居室等」という。）を二階および地階のいずれ

にも設けていないこと。 

二 居室等を二階または地階に設けている場合であっ

て、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

イ 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管

轄する消防長（消防本部を設置しない市町にあって

は、市町長。以下同じ。）または消防署長と相談の

上、条例第百六十八条において準用する条例第百十

条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難

を確保するために必要な事項を定めること。 

ロ 条例第百六十八条において準用する条例第百十

条に規定する訓練については、同条に規定する計画

に従い、昼間および夜間において行うこと。 

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることが

できるよう、地域住民等との連携体制を整備するこ

と。 

２ 条例第百五十一条第二項の規則で定める要件は、次の

各号のいずれかに該当することとする。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

ウ 指定短期入所生活介護事業所の建物は、利用者が

身体的、精神的に障害を有する者であることに鑑

み、利用者の日常生活のために使用しない附属の建

物を除き耐火建築物としなければならない。ただ

し、利用者の日常生活に充てられる居室、静養室、

食堂、浴室および機能訓練室(以下｢居室等｣とい

う。)を２階以上の階および地階のいずれにも設け

ていない建物については、準耐火建築物とすること

ができる。また、居室等を２階または地階に設ける

場合であっても、居宅基準規則第４９条第１項第２

号に掲げる要件を満たし、火災に係る利用者の安全

性が確保されていると認められる場合には、準耐火

建築物とすることができる。 

エ 居宅基準条例第１５１条第２項における「火災に

係る利用者の安全性が確保されている」と認めると

きは、次の点を考慮して判断するものとする。 

(ｱ) 居宅基準規則第４９条第２項各号の要件のう

ち、満たしていないものについても、一定の配慮

措置が講じられていること。 

(ｲ) 日常におけるまたは火災時の火災に係る安全

性の確保が、利用者が身体的、精神的に障害を有

する者であることに鑑みてなされていること。 

(ｳ) 管理者および防火管理者は、当該指定短期入

所生活介護事業所の建物の燃焼性に対する知識

を有し、火災の際の危険性を十分認識するととも
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二 食堂 

三 機能訓練室 

四 浴室 

五 便所 

六 洗面設備 

七 医務室 

八 静養室 

九 面談室 

十 介護職員室 

十一 看護職員室 

十二 調理室 

十三 洗濯室または洗濯場 

十四 汚物処理室 

十五 介護材料室 

４ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわら

ず、当該併設事業所および当該併設事業所を併設する特

別養護老人ホーム等（以下この章において「併設本体施

設」という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併

設事業所の利用者および当該併設本体施設の入所者また

は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施

設の同項各号に掲げる設備（居室を除く。）を指定短期入

所生活介護の事業の用に供することができるものとす

る。 

５ 規則で定める特別養護老人ホームの場合にあっては、

第三項の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な

構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な

避難が可能なものであること。 

３ 条例第百五十一条第五項の規則で定める特別養護老人

ホームは、第四十七条第三項の規定の適用を受ける特別

養護老人ホームとする。 

４ 条例第百五十一条第六項に規定する規則で定める基準

は、次のとおりとする。 

一 居室 

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。 

ロ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メー

トル以上とすること。 

ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に

ついて十分考慮すること。 

二 食堂および機能訓練室 

イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを

有するものとし、その合計した面積は、三平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

に、職員等に対して、火気の取扱いその他火災予

防に関する指導監督、防災意識の高揚に努めるこ

と。 

(ｴ) 定期的に行うこととされている避難等の訓練

は、当該短期入所生活介護事業所の建物の燃焼性

を十分に勘案して行うこと。 

オ 指定短期入所生活介護事業所の設備は、当該指定

短期入所生活介護の運営上およびサービス提供上

当然設けなければならないものであるが、同一敷地

内に他の社会福祉施設が設置されている場合等で

あって、当該施設の設備を利用することにより指定

短期入所生活介護事業所の効果的な運営が図られ、

かつ、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者お

よび当該施設の入所者のサービス提供に支障がな

い場合には、利用者が日常継続的に使用する設備以

外の調理室等の設備について、その一部を設けない

ことができる。なお、指定短期入所生活介護事業者

が利用する他の施設の当該設備については、本基準

に適合するものでなければならない。 

カ 便所等面積または数の定めのない設備について

は、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る

適当な広さまたは数を確保するよう配慮するもの

とする。 

キ 指定短期入所生活介護事業所における廊下の幅

は、利用者の身体的、精神的特性および非常災害時
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養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで

足りるものとする。 

６ 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護

事業所の設備の基準は、規則で定める。 

７ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所

生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入

所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定介護予防サービス等基準条例第百三

十三条第一項から第六項までに規定する設備に関する基

準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ イにかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事

の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保

でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障

がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場

所とすることができる。 

三 浴室 

要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

四 便所 

要介護者が使用するのに適したものとすること。 

五 洗面設備 

要介護者が使用するのに適したものとすること。 

５ 前項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事

業所の設備の基準は、次の各号（第四十七条第三項の規

定の適用を受ける特別養護老人ホームにあっては、第一

号を除く。）に掲げるとおりとする。 

一 廊下の幅は、一・八メートル（中廊下にあっては、

二・七メートル）以上とすること。 

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

三 階段の傾斜を緩やかにすること。 

四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けること。 

五 居室、機能訓練室、食堂、浴室および静養室が二階

以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。

ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでな

い。 

における迅速な避難、救出の確保を考慮して定めら

れたものである。なお、「中廊下」とは、廊下の両

側に居室、静養室等利用者の日常生活に直接使用す

る設備のある廊下をいう。 

ク 指定短期入所生活介護事業所に設置する傾斜路

は、利用者の歩行および輸送車、車椅子等の昇降な

らびに災害発生時の避難、救出に支障がないようそ

の傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面またはすべり

にくい材料で仕上げるものとする。 

ケ 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、

食器、食品等を清潔に保管する設備ならびに防虫お

よび防鼠の設備を設けるものとする。 

コ 汚物処理室は、他の設備と区別された一定のスペ

ースを有すれば足りるものである。 

サ 焼却路、浄化槽その他の汚物処理設備および便槽

を設ける場合には、居室、静養室、食堂および調理

室から相当の距離を隔てて設けるものとする。 

シ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

（居宅基準規則第４９条第５項第４号）について

は、指定通所介護に係る居宅基準条例第１０２条第

１項と同趣旨であるため、第３の６の(2)のウを参

照されたい。 

ス 経過措置(居宅基準規則附則第２項) 

平成１２年４月１日前から引き続き存する老人

短期入所事業を行っている施設または老人短期入
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第四節 運営に関する基準 

 （内容および手続の説明および同意） 

第百五十二条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期

入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申

込者またはその家族に対し、第百六十四条に規定する運

営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制そ

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービ

スの内容および利用期間等について利用申込者の同意を

得なければならない。 

２ 第九条第二項および第三項の規定は、前項の規定によ

る文書の交付について準用する。 

 

 （指定短期入所生活介護の開始および終了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所施設(基本的な設備が完成されているものを含

み、同日以後に増築され、または全面的に改築され

た部分を除く。)については、設備基準のうち１の

居室の定員に関する基準(４人以下)、利用者１人当

たりの床面積に関する基準(１０．６５平方メート

ル以上)、食堂および機能訓練室の面積に関する基

準(３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以

上)ならびに構造設備の基準(廊下の幅の基準、常夜

灯の設置、傾斜路の設置等)を適用しないものであ

る。 

 

(3) 運営に関する基準 

ア 内容および手続の説明および同意 

居宅基準条例第１５２条における「サービスの内

容および利用期間等についての同意」については、

書面によって確認することが望ましいものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 指定短期入所生活介護の開始および終了 
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第百五十三条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の

心身の状況により、もしくはその家族の疾病、冠婚葬祭、

出張等の理由により、または利用者の家族の身体的およ

び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅に

おいて日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定

短期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者

その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する

者との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供

の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医

療サービスまたは福祉サービスを利用できるよう必要な

援助に努めなければならない。 

 

 （利用料等の受領） 

第百五十四条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理

受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供し

た際には、その利用者から利用料の一部として、当該指

定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額

から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅

介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受ける

ものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にそ

の利用者から支払いを受ける利用料の額と、指定短期入

所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （費用） 

第五十条 条例第百五十四条第三項の規則で定める費用

は、次に掲げる費用とする。 

一 食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項

の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支

給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の

基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者

介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生

活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食

費の負担限度額）を限度とする。） 

二 滞在に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定

により特定入所者介護サービス費が利用者に支給され

居宅基準条例第１５３条第２項は、利用者が指定

短期入所生活介護の利用後においても、利用前と同

様のサービスを受けられるよう、指定短期入所生活

介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療

サービスまたは福祉サービスを提供する者との密

接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開

始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健

医療サービスまたは福祉サービスを利用できるよ

う必要な援助に努めなければならないこととした

ものである。 

 

 

 

ウ 利用料等の受領 

(ｱ) 居宅基準条例第１５４条第１項、第２項およ

び第４項の規定は、指定訪問介護に係る第２１条

第１項、第２項および第４項の規定と同趣旨であ

るため、第３の１の(3)のコの(ｱ)、(ｲ)および(ｴ)

を参照されたい。 

(ｲ) 居宅基準規則第５０条は、指定短期入所生活

介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に関

して、 

ａ 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第

１項または法第６１条の２第１項の規定によ

り特定入所者介護サービス費が利用者に支給
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に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払いを受

ける額のほか、規則で定める費用の額の支払いを利用者

から受けることができる。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者ま

たはその家族に対し、当該サービスの内容および費用を

記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得な

ければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意

については、文書によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準

費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護

サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介

護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費

の負担限度額）を限度とする。） 

三 基準省令第百二十七条第三項第三号の厚生労働大臣

の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 基準省令第百二十七条第三項第四号の厚生労働大臣

の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（基準省令第百二十七条第三項第

五号に規定する厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護

において提供される便宜のうち、日常生活においても

通常必要となるものに係る費用であって、その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、

基準省令第百二十七条第四項の厚生労働大臣が定めると

ころによるものとする。 

３ 条例第百五十四条第四項ただし書の規則で定める費用

は、第一項第一号から第四号までに掲げる費用とする。 

 

 

された場合は、法第５１条の３第２項第１号に

規定する食費の基準費用額（法第５１条の３第

４項の規定により当該特定入所者介護サービ

ス費等が利用者に代わり当該指定短期入所生

活介護事業者に支払われた場合は、法第５１条

の３第２項第１号に規定する食費の負担限度

額）を限度とする。） 

ｂ 滞在に要する費用（法第５１条の３第１項の

規定により特定入所者介護サービス費等が利

用者に支給された場合は、法第５１条の３第２

項第２号に規定する居住費の基準費用額（法第

５１条の３第４項の規定により当該特定入所

者介護サービス費等が利用者に代わり当該指

定短期入所生活介護事業者に支払われた場合

は、法第５１条の３第２項第２号に規定する居

住費の負担限度額）を限度とする。） 

ｃ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者

が選定する特別な居室の提供を行ったことに

伴い必要となる費用 

ｄ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者

が選定する特別な食事の提供を行ったことに

伴い必要となる費用 

ｅ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定め

る場合を除く。） 

ｆ 理美容代 
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ｇ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生

活介護において提供される便宜のうち、日常生

活においても通常必要となるものに係る費用

であって、その利用者に負担させることが適当

と認められるもの 

については、前２項の利用料のほかに利用者から支

払いを受けることができることとし、保険給付の対

象となっているサービスと明確に区分されないあ

いまいな名目による費用の支払いを受けることは

認めないこととしたものである。なお、ａからｄま

での費用については、指針および「厚生労働大臣の

定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に

係る基準等」（平成１２年厚生省告示第１２３号。

以下「特別な居室等の基準等」という。）の定める

ところによるものとし、トの費用の具体的な範囲に

ついては、「通所介護等における日常生活に要する

費用の取扱いについて」(平成１２年３月３０日老

企５４号)によるものとする。 

(ｳ) 居宅基準条例第１５４条第４項は、指定短期入

所生活介護事業者は、同条第３項の費用の支払いを

受けるに当たっては、あらかじめ、利用者またはそ

の家族に対して、その額等を記載した書類を交付し

て、説明を行い、利用者の同意を得なければならな

いこととしたものである。また、居宅基準規則第５

０条第１項第１号から第４号までの利用料に係る
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 （指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第百五十五条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の

要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、認知

症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に

必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続

して入所する利用者については、次条第一項に規定する

短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なもの

とならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の

提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介

護の提供に当たっては、当該利用者または他の利用者等

の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等

を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者

の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意については、文書によって得なければならない

こととしたものである。 

 

エ 指定短期入所生活介護の取扱方針 

(ｱ) 居宅基準条例第１５５条第２項で定める「相

当期間以上」とは、概ね４日以上連続して利用す

る場合を指すこととするが、４日未満の利用者に

あっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者

等と連携をとること等により、利用者の心身の状

況等を踏まえて、他の短期入所生活介護計画を作

成した利用者に準じて、必要な介護および機能訓

練等の援助を行うものとする。 

(ｲ) 同条第３項で定めるサービス提供方法等と

は、短期入所生活介護計画の目標および内容や利

用期間内の行事および日課等も含むものである。 

(ｳ) 同条第４項および第５項は、当該利用者また

は他の利用者等の生命または身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体拘

束等を行う場合にあっても、その態様および時

間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならないこと

としたものである。 

なお、居宅基準条例第１６７条第２項の規定に

基づき、当該記録は、２年間保存しなければなら
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６ 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指

定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

 

 （短期入所生活介護計画の作成） 

第百五十六条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、

相当期間以上にわたり継続して入所することが予定され

る利用者については、利用者の心身の状況、希望および

その置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介

護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用

するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介

護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入

所生活介護計画を作成しなければならない。 

２ 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作

成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しな

ければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生

活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用

者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生

活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計

画を利用者に交付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ない。 

 

 

 

オ 短期入所生活介護計画の作成 

(ｱ) 居宅基準条例第１５６条で定める短期入所生

活介護計画については、介護の提供に係る計画等

の作成に関し経験のある者や、介護の提供につい

て豊富な知識および経験を有する者にそのとり

まとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支

援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者

に当該計画のとりまとめを行わせることが望ま

しいものである。 

(ｲ) 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画

に沿って作成されなければならない。 

なお、短期入所生活介護計画を作成後に居宅サ

ービス計画が作成された場合は、当該短期入所生

活介護計画が居宅サービス計画に沿ったもので

あるか確認し、必要に応じて変更するものとす

る。 

(ｳ) 短期入所生活介護計画は利用者の心身の状

況、希望およびその置かれている環境を踏まえて

作成されなければならないものであり、サービス

内容等への利用者の意向の反映の機会を保証す

るため、指定短期入所生活介護事業所の管理者
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 （介護） 

第百五十七条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用

者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な

技術をもって行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、

適切な方法により、利用者を入浴させ、または清しきし

なければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況

に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要

な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざる

を得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、

その内容等を説明した上で利用者の同意を得な

ければならず、また、当該短期入所生活介護計画

を利用者に交付しなければならない。 

なお、交付した短期入所生活介護計画は、居宅

基準条例第１６７条第２項の規定に基づき、５年

間保存しなければならない。 

(ｴ) 短期入所生活介護計画の作成に当たっては、

居宅サービス計画を考慮しつつ、利用者の希望を

十分勘案し、利用者の日々の介護状況に合わせて

作成するものとする。 

 

カ 介護 

(ｱ) 居宅基準条例第１５７条で定める介護サービ

スの提供に当たっては、利用者の人格に十分に配

慮し、在宅生活へ復帰することを念頭において行

うことが基本であり、そのためには、利用者の家

庭環境等を十分踏まえて、自立している機能の低

下が起きないようにするとともに残存機能の維

持向上が図られるよう、適切な技術をもって介護

サービスを提供し、または必要な支援を行うもの

とすること。 

(ｲ) 入浴は利用者の心身の状況や自立支援を踏ま

えて、適切な方法により実施するものとする。な

お、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を
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５ 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、

利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の

世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護

職員を介護に従事させなければならない。 

７ 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、

利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所

の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行い、入浴することが困難な場合は、清しきを実

施するなど利用者の清潔保持に努めるものとす

る。 

(ｳ) 排せつの介護は、利用者の心身の状況や排せ

つ状況などを基に、自立支援を踏まえて、トイレ

誘導や排せつ介助等について適切な方法により

実施するものとする。 

(ｴ) 利用者がおむつを使用せざるを得ない場合に

は、その心身および活動状況に適したおむつを提

供するとともに、おむつ交換は、頻繁に行えばよ

いということではなく、利用者の排せつ状況を踏

まえて実施するものとする。 

(ｵ) 同条第５項は、短期間の入所ではあるが、生

活にメリハリをつけ、生活面での積極性を向上さ

せる観点から、１日の生活の流れに沿って、離床、

着替え、整容など利用者の心身の状況に応じた日

常生活上の世話を適切に行うべきことを定めた

ものである。 

(ｶ) 同条第６項の「常時１人以上の介護職員を介

護に従事させ」るとは、夜間を含めて適切な介護

を提供できるように介護職員の勤務体制を定め

ておかなければならないことを規定したもので

ある。 

なお、介護サービスの提供に当たっては、提供

内容に応じて、職員体制を適切に組むものとす
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 （食事） 

第百五十八条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養なら

びに利用者の心身の状況および嗜
し

好を考慮した食事を、

適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り

離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

キ 食事 

(ｱ) 食事の提供について 

利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々

の利用者の栄養状態に応じた栄養管理を行うよ

うに努めるとともに、摂食・嚥下機能その他の利

用者の身体の状況や、食形態、嗜好等にも配慮し

た適切な栄養量および内容とすること。 

また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだ

け離床して食堂で行われるよう努めなければな

らない。 

(ｲ) 調理について 

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

うとともに、その実施状況を明らかにしておくこ

と。 

(ｳ) 適時の食事の提供について 

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６

時以降とすることが望ましいが、早くても午後５

時以降とすること。 

(ｴ) 食事の提供に関する業務の委託について 

食事の提供に関する業務は指定短期入所生活

介護事業者自らが行うことが望ましいが、栄養管

理、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、

衛生管理、労働衛生管理について事業者自らが行
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 （機能訓練） 

第百五十九条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の

心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上

で必要な生活機能の改善または維持のための機能訓練を

行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注

意を果たし得るような体制と契約内容により、食

事サービスの質が確保される場合には、当該事業

者の最終的責任の下で第三者に委託することが

できる。 

(ｵ) 居室関係部門と食事関係部門との連携につい

て 

食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状

況、食欲など心身の状態等を当該利用者の食事に

的確に反映させるために、居室関係部門と食事関

係部門との連絡が十分とられていることが必要

である。 

(ｶ) 栄養食事相談 

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う

必要がある。 

(ｷ) 食事内容の検討について 

食事内容については、当該事業者の医師または

栄養士を含む会議において検討が加えられなけ

ればならない。 

 

ク 機能訓練 

居宅基準条例第１５９条に定める機能訓練は、利

用者の家庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自

立を助けるため、必要に応じて提供しなければなら

ない。なお、日常生活およびレクリエーション、行
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 （健康管理） 

第百六十条 指定短期入所生活介護事業所の医師および看

護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、

健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

 

 （相談および援助） 

第百六十一条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用

者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握

に努め、利用者またはその家族に対し、その相談に適切

に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなけ

ればならない。 

 

 （その他のサービスの提供） 

第百六十二条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽

設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーシ

ョン行事を行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族と

の連携を図るよう努めなければならない。 

 

 （緊急時等の対応） 

第百六十三条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期

入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事の実施等に当たっても、その効果を配慮するもの

とする。 

 

ケ 健康管理 

居宅基準条例第１６０条は、健康管理が、医師お

よび看護職員の業務であることを明確にしたもの

である。 

 

コ 相談および援助 

居宅基準条例第１６１条に定める相談および援

助は、常時必要な相談および援助を行い得る体制を

とることにより、積極的に利用者の在宅生活の向上

を図ることを趣旨とするものである。 

 

 

サ その他のサービスの提供 

居宅基準条例第１６２条に定めるレクリエーシ

ョン行事は、クの趣旨を踏まえて行うものとする。 

 

 

 

 

シ 緊急時等の対応 

居宅基準条例第１６３条は、短期入所生活介護従

業者が現に指定短期入所生活介護の提供を行って
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急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の

医師またはあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定

めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程） 

第百六十四条 指定短期入所生活介護事業者は、事業の運

営についての重要事項であって規則で定めるものに関す

る規程（以下この章において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第五十一条 条例第百六十四条の規則で定める重要事項

は、次の各号（第四十七条第三項の規定の適用を受ける

特別養護老人ホームにあっては、第三号を除く。）に掲げ

る事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 利用定員 

四 指定短期入所生活介護の内容および利用料その他の

費用の額 

五 通常の送迎の実施地域 

いるときに利用者に病状の急変が生じた場合その

他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対

応方法に基づき速やかに主治医またはあらかじめ

当該指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医

療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

ればならないこととしたものであるが、協力医療機

関については、次の点に留意するものとする。 

(ｱ) 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応で

きるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距

離にあることが望ましいものであること。 

(ｲ) 緊急時において円滑な協力を得るため、当該

協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を

取り決めておくこと。 

 

ス 運営規程 

居宅基準条例第１６４条は、指定短期入所生活介

護の事業の適正な運営および利用者に対する適切

な指定短期入所生活介護の提供を確保するため、居

宅基準規則第５１条第１号から第９号までに掲げ

る事項を内容とする規程を定めることを指定短期

入所生活介護事業所ごとに義務付けたものである

が、特に次の点に留意するものとする。 

(ｱ) 利用定員（第３号） 

利用定員は、指定短期入所生活介護の事業の専

用の居室のベッド数と同数とすること。 
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 （定員の遵守） 

第百六十五条 指定短期入所生活介護事業者は、規則で定

める利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所

生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その

六 サービス利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 非常災害対策 

九 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （利用者数） 

第五十二条 条例第百六十五条の規則で定める利用者数

は、次に掲げる数とする。 

一 第四十七条第三項の規定の適用を受ける特別養護老

(ｲ) 指定短期入所生活介護の内容（第４号） 

「指定短期入所生活介護の内容」については、

送迎の有無も含めたサービスの内容を指すもの

であること。 

(ｳ) 通常の送迎の実施地域（第５号） 

通常の送迎の実施地域は、客観的にその区域が

特定されるものとすること。なお、通常の送迎の

実施地域は、送迎に係る費用の徴収等の目安であ

り、当該地域以外の地域に居住する被保険者に対

して送迎が行われることを妨げるものではない

ものであること。 

(ｴ) サービス利用に当たっての留意事項（第６号） 

利用者が指定短期入所生活介護の提供を受け

る際の、利用者側が留意すべき事項（入所生活上

のルール、設備の利用上の留意事項等）を指すも

のである。 

(ｵ) その他運営に関する重要事項（第９号） 

当該利用者または他の利用者等の生命または

身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身

体的拘束等を行う際の手続について定めておく

ことが望ましい。 
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他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 （地域等との連携） 

第百六十六条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当た

っては、地域住民またはその自発的な活動等との連携お

よび協力を行う等の地域との交流に努めなければならな

い。 

 

 

 

 （記録の整備） 

第百六十七条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、

設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定

短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、第一号および第二号の記録についてはその完

結の日から五年間、その他の記録についてはその完結の

日から二年間保存しなければならない。 

一 短期入所生活介護計画 

人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあって

は、当該特別養護老人ホームの入所定員および居室の

定員を超えることとなる利用者数 

二 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあ

っては、利用定員および居室の定員を超えることとな

る利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セ 地域等との連携 

居宅基準条例第１６６条は、指定短期入所生活介

護の事業が地域に開かれた事業として行われるよ

う、指定短期入所生活介護事業者は、地域の住民や

ボランティア団体等との連携および協力を行う等

の地域との交流に努めなければならないこととし

たものである。 

 

ソ 記録の整備 

居宅基準条例第１６７条第２項にいう「完結の

日」とは、以下のとおりとする。 

(ｱ) 第１号の短期入所生活介護計画については、

当該計画の満了の日 

(ｲ) 第２号の提供した具体的なサービスの内容等

の記録については、サービスを提供した日 

(ｳ) 第３号の身体的拘束等の態様および時間、そ

の際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを

得ない理由の記録については、サービスを提供し



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 174/296 

条例 規則 解釈通知 

二 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第百五十五条第五項に規定する身体的拘束等の態様

および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊

急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

五 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

 

 （準用） 

第百六十八条 第十条から第十四条まで、第十六条、第十

七条、第二十条、第二十二条、第二十七条、第三十四条

から第四十一条まで、第五十六条、第百八条、第百十条

および第百十一条は、指定短期入所生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第三十四条中「訪問

介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、

第百八条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期

入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第五十三条 第五条の規定は、指定短期入所生活介護の事

業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た日 

(ｴ) 第４号の市町村への通知に係る記録について

は、当該記録を作成した日 

(ｵ) 第５号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

(ｶ) 第６号の事故の状況および事故に際して採っ

た処置についての記録については、当該記録を作成

した日 

 

 

 

 

 

タ 準用 

居宅基準条例第１６８条の規定により、居宅基準

条例第１０条から第１４条まで、第１６条、第１７

条、第２０条、第２２条、第２７条、第３４条から

第４１条まで、第５６条、第１０８条、第１１０条

および第１１１条は、指定短期入所生活介護の事業

について準用されるものであるため、第３の１の

(3)のイからカまで、ケ、サ、セおよびナからハま

で、第３の２の(3)のエならびに第３の６の(3)のオ

からキまでを参照されたい。この場合において、準

用される居宅基準条例第１０８条については、 

(ｱ) 指定短期入所生活介護事業所ごとに、短期入



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 175/296 

条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所生活介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常

勤の別、管理者との兼務関係、機能訓練指導員と

の兼務関係等を勤務表上明確にし、人員に関する

基準が満たされていることを明らかにする必要

がある。併設の指定短期入所生活介護事業所につ

いては、本体施設の従業者と併せて勤務表を作成

するものとすること。空きベッドを利用して指定

短期入所生活介護の事業を行う特別養護老人ホ

ームにあっては、当該特別養護老人ホームの従業

者について勤務表が作成されていればよい。 

(ｲ) 職員の職務体制を定めるもののうち、介護職

員の勤務形態については、指定短期入所生活介護

が短期間の利用とはいえ、そのサービスの内容

は、指定介護老人福祉施設である特別養護老人ホ

ームと基本的に同様であることから、「社会福祉

施設における防火安全対策の強化について(昭和

６２年９月１８日社施第１０７号)」に定める特

別養護老人ホームの夜間における勤務形態の取

り扱いに準じてその体制を確保すること。 

また、夜間の介護職員数については、介護老人

福祉施設における配置を参考に適切に配置する

こと。ただし、併設事業所および居宅基準条例第

１４８条第３項の適用を受ける特別養護老人ホ

ームについては、本体の事業所等と一体でその取

扱いを行って差し支えない。 
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第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方

針ならびに設備および運営に関する基準 

第一款 この節の趣旨および基本方針 

 （この節の趣旨） 

第百六十九条 第一節、前二節の規定にかかわらず、ユニ

ット型指定短期入所生活介護の事業（指定短期入所生活

介護の事業であって、その全部において少数の居室およ

び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室

の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所を

いう。以下この章において同じ。）により一体的に構成さ

れる場所（以下この章において「ユニット」という。）ご

とに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行

われるものをいう。以下同じ。）の基本方針ならびに設備

および運営に関する基準については、この節に定めると

ころによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 指定短期入所生活介護事業所の夜間の安全、

防災上の管理の観点から、介護職員のほかに宿直

員を配置することが望ましい。ただし、併設事業

所および居宅基準条例第１４８条第４項の適用

を受ける特別養護老人ホームについては、本体の

事業所等と一体でその取り扱いを行って差し支

えないことに留意するものとする。 

 

(4) ユニット型指定短期入所生活介護の事業 

 

 

ア 第５節の趣旨 

「ユニット型」の指定短期入所生活介護の事業

は、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活

に近い日常の生活の中でケアを行うこと、すなわ

ち、生活単位と介護単位とを一致させたケアである

ユニットケアを行うことに特徴があり、これまで

「居住福祉型」と称してきたものを、その特徴をよ

りわかりやすく表す観点から改めたものである。 

こうしたユニット型指定短期入所生活介護の事

業におけるケアは、これまでの指定短期入所生活介

護の事業におけるケアと大きく異なることから、そ

の基本方針ならびに設備および運営に関する基準

については、第１節、第３節および第４節ではなく、

第５節に定めるところによるものである。なお、人
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 （基本方針） 

第百七十条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、

利用者一人一人の意思および人格を尊重し、利用前の居

宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよ

う配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社

会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す

ることにより、利用者の心身の機能の維持ならびに利用

者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るもので

なければならない。 

 

第二款 設備に関する基準 

 （設備および備品等） 

第百七十一条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を

行う者（以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指

定短期入所生活介護事業所」という。）の建物（利用者の

日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐

火建築物でなければならない。ただし、規則で定める建

物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備の基準） 

第五十四条 条例第百七十一条第一項ただし書の規則で定

める建物は、二階建てまたは平屋建てのユニット型指定

短期入所生活介護事業所の建物であって、次のいずれか

の要件を満たすものとする。 

一 居室等を二階および地階のいずれにも設けていない

こと。 

二 居室等を二階または地階に設けている場合であっ

て、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

イ 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の

所在地を管轄する消防長または消防署長と相談の

員に関する基準については、第２節に定めるところ

によるので、留意すること。 

 

イ 基本方針 

居宅基準条例第１７０条は、ユニット型指定短期

入所生活介護の事業がユニットケアを行うもので

あることを規定したものである。 

その具体的な内容に関しては、居宅基準条例第１

７４条以下に、指定短期入所生活介護の取扱方針、

介護、食事など、それぞれについて明らかにしてい

る。 

 

 

ウ 設備の基準（居宅基準条例第１７１条） 

(ｱ) ユニットケアを行うためには、利用者の自律

的な生活を保障する居室（個室）と、少人数の家

庭的な雰囲気の中で生活できる共同生活室（居宅

での居間に相当する部屋）が不可欠であることか

ら、ユニット型指定短期入所生活介護事業所は、

事業所全体を、こうした居室と共同生活室によっ

て一体的に構成される場所（ユニット）を単位と

して構成し、運営しなければならない。 

(ｲ) 居宅基準条例第１７１条第２項は、指定短期

入所生活介護に係る居宅基準条例第１５１条第

２項と同趣旨であるため、第３の８の(2)のエを
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定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る

利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、

耐火建築物または準耐火建築物とすることを要しない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次の各

号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介

護を提供するために必要なその他の設備および備品等を

備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の

設備を利用することにより、当該社会福祉施設等および

当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運

営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等および

当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へ

のサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、

これらの設備を設けないことができる。 

一 ユニット 

二 浴室 

三 医務室 

四 調理室 

五 洗濯室または洗濯場 

六 汚物処理室 

七 介護材料室 

４ 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短

期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホー

ム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設ユニッ

ト型事業所」という。）にあっては、前項の規定にかかわ

らず、当該併設ユニット型事業所および当該併設ユニッ

上、条例第百八十一条において準用する条例第百六

十八条において準用する条例第百十条に規定する

計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するた

めに必要な事項を定めること。 

ロ 条例第百八十一条において準用する条例第百六

十八条において準用する条例第百十条に規定する

訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間

および夜間において行うこと。 

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることが

できるよう、地域住民等との連携体制を整備するこ

と。 

２ 条例第百七十一条第二項の規則で定める要件は、次の

各号のいずれかに該当することとする。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な

構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な

避難が可能なものであること。 

参照されたい。 

(ｳ) 同条第３項第１号に掲げている「ユニット」

は、居室および共同生活室のほか、洗面設備およ

び便所を含むものである。 

(ｴ) 利用者が、自室のあるユニットを超えて広が

りのある日常生活を楽しむことができるよう、他

のユニットの利用者と交流したり、多数の利用者

が集まったりすることができる場所を設けるこ

とが望ましい。 

(ｵ) ユニット（居宅基準規則第５４条第４項第１

号） 

ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅

における生活に近い日常の生活の中でケアを行

うというユニットケアの特徴を踏まえたもので

なければならない。 

(ｶ) 居室（第１号イ） 

ａ 前記(ｱ)のとおりユニットケアには個室が不

可欠なことから、居室の定員は１人とする。た

だし、夫婦で居室を利用する場合などサービス

の提供上必要と認められる場合は、２人部屋と

することができる。 

ｂ 居室は、いずれかのユニットに属するものと

し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体

的に設けなければならない。 

この場合、「当該ユニットの共同生活室に近
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ト型事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この

節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。）

の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型

事業所の利用者および当該ユニット型事業所併設本体施

設の入所者または入院患者に対するサービスの提供上支

障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の

前項各号に掲げる設備（ユニットを除く。）をユニット型

指定短期入所生活介護の事業の用に供することができる

ものとする。 

５ ユニット型特別養護老人ホーム（特別養護老人ホーム

基準条例第三十三条に規定するユニット型特別養護老人

ホームをいう。以下同じ。）であって規則で定めるものに

あっては、第三項の規定にかかわらず、ユニット型特別

養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで

足りるものとする。 

６ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入

所生活介護事業所の設備の基準は、規則で定める。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型

指定介護予防短期入所生活介護事業者（指定介護予防サ

ービス等基準条例第百五十四条第一項に規定するユニッ

ト型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下

同じ。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期

入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所

生活介護の事業（指定介護予防サービス等基準条例第百

五十二条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生

３ 条例第百七十一条第五項の規則で定めるユニット型特

別養護老人ホームは、第四十七条第三項の規定の適用を

受けるユニット型特別養護老人ホームとする。 

４ 条例第百七十一条第六項に規定する規則で定める基準

は、次のとおりとする。 

一 ユニット 

イ 居室 

⑴ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、

利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要

と認められる場合は、二人とすることができる。 

⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものと

し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的

に設けること。ただし、一のユニットの利用定員

（当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所

において同時にユニット型指定短期入所生活介

護の提供を受けることができる利用者の数の上

限をいう。以下この条、第五十七条および第五十

九条において同じ。）は、おおむね十人以下とし

なければならない。 

⑶ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メ

ートル以上とすること。また、ユニットに属さな

い居室を改修したものについては、利用者同士の

視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔て

る壁について、天井との間に一定の隙間が生じて

も差し支えない。 

接して一体的に設け｣られる居室とは、次の３

つをいう。 

(a) 当該共同生活室に隣接している居室 

(b) 当該共同生活室に隣接していないが、

(a)の居室と隣接している居室 

(c) その他当該共同生活室に近接して一体

的に設けられている居室（他の共同生活室

の(a)および(b)に該当する居室を除く。） 

ｃ ユニットの利用定員 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所

は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会

的関係を築き、自律的な日常生活を営むこと

を支援するものであることから、１のユニッ

トの利用定員は、１０人以下とすることを原

則とする。 

ただし、敷地や建物の構造上の制約など特

別の事情によりやむを得ない場合であって、

各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関

係を築き、自律的な日常生活を営むことを支

援するのに支障がないと認められる場合に

は、利用定員が１０人を超えるユニットも認

める。なお、この場合にあっても、次の２つ

の要件を満たさなければならない。 

(a) 利用定員が１０人を超えるユニットに

あっては、「おおむね１０人」と言える範囲
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活介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定介護

予防サービス等基準条例第百五十四条第一項から第六項

までに規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

 

 （準用） 

第百七十二条 第百五十条の規定は、ユニット型指定短期

入所生活介護事業所について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等

について十分考慮すること。 

ロ 共同生活室 

⑴ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で

日常生活を営むための場所としてふさわしい形

状を有すること。 

⑵ 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに

当該共同生活室が属するユニットの利用定員を

乗じて得た面積以上を標準とすること。 

⑶ 必要な設備および備品を備えること。 

ハ 洗面設備 

⑴ 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに

適当数設けること。 

⑵ 要介護者が使用するのに適したものとするこ

と。 

ニ 便所 

⑴ 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに

適当数設けること。 

⑵ 要介護者が使用するのに適したものとするこ

と。 

二 浴室 

要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

５ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入

所生活介護事業所の設備の基準は、次の各号（第四十七

内の利用定員であること。 

(b) 利用定員が１０人を超えるユニットの

数は、当該事業所の総ユニット数の半数以

下であること。 

ｄ ユニットの利用定員に関する既存事業所の

特例 

平成１５年４月１日前から引き続き存する

指定短期入所生活介護事業所（建築中のもの

を含む。）が、その建物を同日以降に改修して

ユニットを造る場合にあっては、事業所を新

増築したり、改築したりする場合に比べて、

現にある建物の構造や敷地などの面で、より

大きな制約が想定されることから、前記ｃの

(b)の要件は適用しない。 

また、平成１５年４月１日前から引き続き

存する指定短期入所生活介護事業所（建築中

のものを含む。）が同日において現にユニット

を有している（建築中のものを含む。）場合は、

当該ユニットについては、前記ｃは適用しな

い。ただし、当該ユニットが改築されたとき

は、この限りでない。 

ｅ 居室の床面積等 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所で

は、居宅に近い居住環境の下で、居宅におけ

る生活に近い日常の生活の中でケアを行うた
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条第三項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人

ホームにあっては、第一号を除く。）に掲げるとおりとす

る。 

一 廊下の幅は、一・八メートル（中廊下にあっては、

二・七メートル）以上とすること。ただし、廊下の一

部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円

滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、

一・五メートル（中廊下にあっては、一・八メートル）

以上とすることができる。 

二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯

を設けること。 

三 階段の傾斜を緩やかにすること。 

四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けること。 

五 ユニットまたは浴室が二階以上の階にある場合は、

一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーター

を設けるときは、この限りでない。 

 

 （準用） 

第五十五条 第四十八条の規定は、ユニット型指定短期入

所生活介護事業所について準用する。 

 

 

 

 

め、利用者は長年使い慣れた箪笥などの家具

を持ち込むことを想定しており、居室は次の

いずれかに分類される。 

(a)  ユニット型個室 

床面積は、１０．６５平方メートル以上

（居室内に洗面設備が設けられているとき

はその面積を含み、居室内に便所が設けら

れているときはその面積を除く。）とする。 

(b) ユニット型準個室 

ユニットに属さない居室を改修してユニ

ットを造る場合であり、床面積は、１０．

６５平方メートル以上（居室内に洗面設備

が設けられているときはその面積を含み、

居室内に便所が設けられているときはその

面積を除く。）とすること。この場合にあっ

ては、入居者同士の視線が遮断され、入居

者のプライバシーが十分に確保されていれ

ば、天井と壁との間に一定の隙間が生じて

いても差し支えない。 

壁については、家具等のように可動のも

ので室内を区分しただけのものは認められ

ず、可動でないものであって、プライバシ

ーの確保のために適切な素材であることが

必要である。 

居室であるためには、一定程度以上の大
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きさの窓が必要であることから、多床室を

仕切って窓のない居室を設けたとしても準

個室としては認められない。 

また、居室への入口が、複数の居室で共

同であったり、カーテンなどで仕切られて

いるに過ぎないような場合には、十分なプ

ライバシーが確保されているとはいえず、

準個室としては認められないものである。 

なお、ユニットに属さない居室を改修し

てユニットを造る場合に、居室が(a)の要件

を満たしていれば、ユニット型個室に分類

される。 

(ｷ) 共同生活室（第１号ロ） 

ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属する

ものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共

同で日常生活を営むための場所としてふさわ

しい形状を有するものでなければならない。こ

のためには、次の２つの要件を満たす必要があ

る。 

(a) 他のユニットの利用者が、当該共同生活

室を通過することなく、事業所内の他の場

所に移動することができるようになってい

ること。 

(b) 当該ユニットの利用者全員とその介護

等を行う従業者が一度に食事をしたり、談
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話等を楽しんだりすることが可能な備品を

備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が

支障なく通行できる形状が確保されている

こと。 

ｂ 共同生活室には、要介護者が食事をしたり、

談話等を楽しんだりするのに適したテーブル、

椅子等の備品を備えなければならない。 

また、利用者が、その心身の状況に応じて

家事を行うことができるようにする観点か

ら、簡易な流し、調理設備を設けることが望

ましい。 

(ｸ) 洗面設備（第１号ハ） 

洗面設備は、居室ごとに設けることが望まし

い。ただし、共同生活室ごとに適当数設けること

としても差し支えない。この場合にあっては、共

同生活室内の１か所に集中して設けるのではな

く、２か所以上に分散して設けることがのぞまし

い。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室

ごとに設ける方式とを混在させても差し支えな

い。 

(ｹ) 便所（第１号ニ） 

便所は、居室ごとに設けることが望ましい。た

だし、共同生活室ごとに適当数設けることとして

も差し支えない。この場合にあっては、共同生活

室内の１か所に集中して設けるのではなく、２か
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所以上に分散して設けることが望ましい。なお、

居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設け

る方式とを混在させても差し支えない。 

(ｺ) 浴室（第２号） 

浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ま

しい。 

(ｻ) 廊下（第５項第１号） 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所にあ

っては、多数の利用者や従業者が日常的に一度に

移動することはないことから、廊下の幅の一律の

規制を緩和する。 

ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することに

より、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生

じないと認められる場合」とは、アルコーブを設

けることなどにより、利用者、従業者等がすれ違

う際にも支障が生じない場合を想定している。 

このほか、ユニット型指定短期入所生活介護事

業所の廊下の幅については、第３の８の(2)のキ

を準用する。この場合において、第３の８の(2)

のキ中「静養室」とあるのは「共同生活室」と読

み替えるものとする。 

(ｼ) 消火設備その他の非常災害に際して必要とな

る設備 

居宅基準規則第５４条第５項は、指定通所介護

に係る居宅基準条例第１０２条第１項と同趣旨
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第三款 運営に関する基準 

 （利用料等の受領） 

第百七十三条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者

は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活

介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部と

して、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービ

ス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護

事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して

得た額の支払いを受けるものとする。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理

受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供

した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、

指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準

額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければ

ならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前二項の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型指定短期入所生活介護の費用） 

第五十六条 条例第百七十三条第三項の規則で定める費用

は、次に掲げる費用とする。 

一 食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項

の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支

給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の

基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者

介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定

短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に

規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

二 滞在に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定

により特定入所者介護サービス費が利用者に支給され

た場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準

費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護

サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期

であるため、第３の６の(2)のウを参照されたい。 

(ｽ) ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設

備については、前記の(ｱ)から(ｺ)までによるほ

か、第３の８の(2)の規定（オおよびコを除く。）

を準用する。この場合において、第３の８の(2)

のウ中「静養室、食堂、浴室および機能訓練室」

とあるのは「共同生活室および浴室」と、同キ中

「静養室、食堂」とあるのは「共同生活室」と読

み替えるものとする。 

 

エ 利用料等の受領（居宅基準条例第１７３条） 

第３の８の(3)のウは、ユニット型指定短期入所

生活介護事業者について準用する。この場合におい

て、第３の８の(3)のウの(ｱ)中「居宅基準条例第１

５４条第１項、第２項および第４項」とあるのは「居

宅基準条例第１７３条第１項、第２項」と読み替え

るものとする。 
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支払いを受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払

いを受けることができる。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項の費

用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容およ

び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。この場合において、規則で定

める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第百七十四条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その

有する能力に応じて、自らの生活様式および生活習慣に

沿って自律的な日常生活を営むことができるようにする

入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定

する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

三 基準省令第百四十条の六第三項第三号の厚生労働大

臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室

の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 基準省令第百四十条の六第三項第四号の厚生労働大

臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事

の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（基準省令第百四十条の六第三項

第五号に規定する厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護

において提供される便宜のうち、日常生活においても

通常必要となるものに係る費用であって、その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、

基準省令第百四十条の六第四項の厚生労働大臣が定める

ところによるものとする。 

３ 条例第百七十三条第四項の規則で定める費用は、第一

項第一号から第四号までに掲げる費用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 指定短期入所生活介護の取扱方針 

(ｱ) 居宅基準条例第１７４条第１項は、第１７０

条第１項の基本方針を受けて、利用者へのサービ

スの提供は、利用者が自律的な日常生活を営むこ
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ため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を

行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとし

て行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者

がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう

配慮して行われなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確

保に配慮して行われなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支

援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減ま

たは悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を

常に把握しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、

指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者または

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解

しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期

入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者または他

の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項の身

体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その

際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とができるよう支援するものとして行われなけ

ればならないことを規定したものである。 

利用者へのサービスの提供に当たっては、利用

前の居宅における生活と利用中の生活が連続し

たものとなるよう配慮することが必要であり、こ

のため従業者は、１人１人の利用者について、個

性、心身の状況、利用に至るまでの生活歴とその

中で培われてきた生活様式や生活習慣を具体的

に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に

援助しなければならない。 

なお、こうしたことから明らかなように、利用

者の意向に関わりなく集団で行うゲームや、日常

生活動作にない動作を通じた機能訓練など、家庭

の中では通常行われないことを行うのは、サービ

スとして適当でない。 

(ｲ) 同条２項は、第１７０条第１項の基本方針を

受けて、利用者へのサービスの提供は、利用者が

ユニットにおいて相互に社会的関係を築くこと

ができるよう、それぞれ役割を持って生活を営め

るように配慮して行われなければならないこと

を規定したものである。 

このため従業者は、利用者相互の信頼関係が醸

成されるよう配慮することが必要であるが、同時

に、利用者が他の利用者の生活に過度に干渉し、

自律的な生活を損なうことにならないようにす
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提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。 

 

 （介護） 

第百七十五条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互

に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支

援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術

をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の

日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等

に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援

しなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が

身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことが

できるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を

提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合に

は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代え

ることができる。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の

心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立

について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを

使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を

図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ることにも配慮が必要である。 

 

 

カ 介護 

(ｱ) 居宅基準条例第１７５条第１項は、介護が第

１７４条第１項および第２項の指定短期入所生

活介護の取扱方針を受けた適切な技術をもって

行わなければならないことを規定したものであ

る。 

自立的な日常生活を営むことを支援するとい

う点では、利用者の日常生活上の活動への援助が

過剰なものとなることのないよう留意する必要

がある。 

(ｲ) 同条第２項の「日常生活における家事」には、

食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴ

ミ出しなど、多様なものが考えられる。 

(ｳ) 同条第３項は、入浴が、単に身体の清潔を維

持するためだけでなく、利用者が精神的に快適な

生活を営む上でも重要なものであることから、こ

うした観点に照らして「適切な方法により」これ

を行うこととするとともに、同様の観点から、一

律の入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施な

ど利用者の意向に応じることができるだけの入

浴機会を設けなければならないことを規定した

ものである。 



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 189/296 

条例 規則 解釈通知 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に

定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常

生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時一人

以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、その利用

者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定

短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を

受けさせてはならない。 

 

 （食事） 

第百七十六条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者

は、栄養ならびに利用者の心身の状況および嗜好を考慮

した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の

心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立に

ついて必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の

生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するととも

に、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立し

て食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなけ

ればならない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が

相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を

尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) ユニット型指定短期入所生活介護事業所にお

ける介護については、前記の(ｱ)から(ｳ)までによ

るほか、第３の８の(3)のカの(ｳ)から(ｶ)までを

準用する。この場合において、第３の８の(3)の

カの(ｵ)中「同条第５項」とあるのは「第１７５

条第６項」と、同(ｶ)中「同条第６項」とあるの

は「第１７５条第７項」と読み替えるものとする。 

 

 

 

キ 食事 

(ｱ) 居宅基準条例第１７６条第３項は、第１７４

条第１項の指定短期入所生活介護の取扱方針を

受けて、食事は、利用者の生活習慣を尊重した適

切な時間に提供しなければならないこと、また、

事業者側の都合で急かしたりすることなく、利用

者が自分のペースで食事を摂ることができるよ

う十分な時間を確保しなければならないことを

規定したものである。 

(ｲ) 同条第４項は第１７０条の基本方針を受け

て、利用者の意思を尊重し、また、その心身の状

況に配慮した上で、できる限り離床し、共同生活

室で食事を摂ることができるよう支援しなけれ

ばならないことを規定したものである。 

その際、共同生活室で食事を摂るよう強制する
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援しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 （その他のサービスの提供） 

第百七十七条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者

は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養または娯楽に係る

活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行う

これらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用

者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程） 

第百七十八条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者

は、事業の運営についての重要事項であって規則で定め

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型指定短期入所生活介護事業所の運営規程に

定める事項） 

第五十七条 条例第百七十八条の規則で定める重要事項

ことはあってはならないので、十分留意するこ

と。 

(ｳ) ユニット型指定短期入所生活介護事業所にお

ける食事については、前記の(ｱ)および(ｲ)による

ほか、第３の８の(3)のキの(ｱ)から(ｷ)までを準

用する。 

 

ク その他のサービスの提供 

(ｱ) 居宅基準条例第１７７条第１項は、第１７４

条第１項の指定短期入所生活介護の取扱方針を

受けて、利用者１人１人の嗜好を把握した上で、

それに応じた趣味、教養または娯楽に係る活動の

機会を提供するとともに、同好会やクラブ活動な

どを含め、利用者が自律的に行うこれらの活動を

支援しなければならないことを規定したもので

ある。 

(ｲ) ユニット型指定短期入所生活介護事業所の居

室は、家族や友人が来訪、宿泊して利用者と交流

するのに適した個室であることから、これらの者

ができる限り気軽に来訪、宿泊することができる

よう配慮しなければならない。 

 

ケ 運営規程 

(ｱ) 指定短期入所生活介護の内容および利用料そ

の他の費用の額(居宅基準規則第５７条第５号) 
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るものに関する規程を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （勤務体制の確保等） 

第百七十九条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者

は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介

護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護

事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、規

則で定める職員配置を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット

は、次の各号（第四十七条第三項の規定の適用を受ける

ユニット型特別養護老人ホームにあっては、第三号およ

び第四号を除く。）に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 利用定員 

四 ユニットの数およびユニットごとの利用定員 

五 指定短期入所生活介護の内容および利用料その他の

費用の額 

六 通常の送迎の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 その他運営に関する重要事項 

 

 

 （ユニット型指定短期入所生活介護事業所の職員の配置） 

第五十八条 条例第百七十九条第二項の規則で定める職員

配置は、次に掲げるとおりとする。 

一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介

護職員または看護職員を配置すること。 

二 夜間および深夜については、二ユニットごとに一人

以上の介護職員または看護職員を夜間および深夜の勤

務に従事する職員として配置すること。 

三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置す

「その他の費用の額」は、居宅基準条例第１７

３条第３項により支払いを受けることが認めら

れている費用の額を指すものである。 

(ｲ) 第３の８の(3)のスは、ユニット型指定短期入

所生活介護事業者について準用する。この場合に

おいて、第３の８の(3)のス中「第１６４条」と

あるのは「第１７８条」と、「居宅基準規則第５

１条第１号から第９号まで」とあるのは「居宅基

準規則第５７条第１号から第１０号まで」、と同

(ｲ)中第「４号」とあるのは「第５号」と、同(ｳ)

中「第５号」とあるのは「第６号」と、同(ｴ)中

「第６号」とあるのは「第７号」と、同(ｵ)中「第

９号」とあるのは「第１０号」と読み替えるもの

とする。 

 

 

コ 勤務体制の確保（居宅基準条例第１７９条、居宅

基準規則第５８条） 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所におい

て配置を義務付けることとしたユニットごとの常

勤のユニットリーダーについては、当面は、ユニッ

トケアリーダー研修を受講した職員（以下「研修受

講者」という。）を各施設に２名以上配置する（た

だし２ユニット以下の施設の場合には、１名でよい

こととする。）ほか、研修受講者が配置されている
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型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型

指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット

型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。た

だし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務につい

ては、この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所

生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケ

アに責任を持つ（研修受講者でなくても構わない。）

職員を決めることで足りるものとする。 

この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリ

ーダー研修を受講していないユニットの責任者に

伝達するなど、当該施設におけるユニットケアの質

の向上の中核となることが求められる。 

また、ユニットリーダーについて必要とされる研

修受講者の数には、当面は、ユニットリーダー以外

の研修受講者であって、研修を受講していないユニ

ットリーダーに対して研修で得た知識等を伝達す

るとともに、ユニットケアに関して指導および助言

を行うことができる者を含めて差し支えない。 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所(以下コ

において｢ユニット型事業所｣という。)とユニット

型の指定介護老人福祉施設等(以下コにおいて｢ユ

ニット型施設｣という。)が併設されている場合に

は、研修受講者をそれぞれに２名以上配置する必要

はなく、ユニット型事業所および併設するユニット

型施設(併設するユニット型施設が複数ある場合に

は、そのうちいずれか１施設に限る。)を一体のも

のとみなして、合計２名以上の研修受講者が配置さ

れていればよいこととする(ただし、ユニット型事

業所および併設するユニット型施設のユニット数

の合計が２ユニット以下のときには、１名でよいこ
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 （定員の遵守） 

第百八十条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、

規則で定める利用者（当該ユニット型指定短期入所生活

介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期

入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所

生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生

活介護またはユニット型指定介護予防短期入所生活介護

の利用者。以下この条において同じ。）数以上の利用者に

対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならな

い。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情があ

る場合は、この限りでない。 

 

 （準用） 

第百八十一条 第百五十二条、第百五十三条、第百五十六

条、第百五十九条から第百六十一条まで、第百六十三条

および第百六十六条から第百六十八条（第百八条の準用

に係る部分を除く。）までの規定は、ユニット型指定短期

入所生活介護の事業について準用する。この場合におい

て、第百五十二条第一項中「第百六十四条に規定する運

営規程」とあるのは「第百七十八条に規定する規程」と、

第百六十七条第二項第二号中「次条」とあるのは「第百

 

 

 （ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者数） 

第五十九条 条例第百八十条の規則で定める利用者数は、

次に掲げる数とする。 

一 第四十七条第三項の規定の適用を受けるユニット型

特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生

活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老

人ホームのユニットごとの入居定員および居室の定員

を超えることとなる利用者数 

二 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護

事業所にあっては、ユニットごとの利用定員および居

室の定員を超えることとなる利用者数 

 

 

 

 （準用） 

第六十条 第五条の規定は、ユニット型指定短期入所生活

介護の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

ととする。)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ 準用 

居宅基準条例第１８１条の規定により、第１５２

条、第１５３条、第１５６条、第１５９条から第１

６１条まで、第１６３条および第１６６条から第１

６８条までの規定は、ユニット型指定短期入所生活

介護の事業について準用されるものであるため、第

３の８の(3)のア、イ、オ、クからコまで、シ 、セ

およびソを参照されたい。 
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八十一条において準用する第百六十八条」と、同項第三

号中「第百五十五条第五項」とあるのは「第百七十四条

第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」

とあるのは「第百八十一条において準用する第百六十八

条」と読み替えるものとする。 

 

第六節 基準該当居宅サービスに関する基準 

 （指定通所介護事業所等との併設） 

第百八十二条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所

生活介護またはこれに相当するサービス（以下「基準該

当短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以下「基

準該当短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「基準該当短期入所生活介護事業所」

という。）は、指定通所介護事業所もしくは指定認知症対

応型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準第五

十二条第一項に規定する指定認知症対応型通所介護事業

所をいう。）または社会福祉施設（以下「指定通所介護事

業所等」という。）に併設しなければならない。 

 

 （従業者） 

第百八十三条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該

当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者（以下

この節において「短期入所生活介護従業者」という。）は、

次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養

士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （基準該当短期入所生活介護事業所の従業者の員数） 

第六十一条 条例第百八十三条第二項に規定する規則で定

める基準は、員数が次の各号に掲げる短期入所生活介護

従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることと

する。 

一 生活相談員 一人以上 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 基準該当短期入所生活介護に関する基準 

ア 基準該当短期入所生活介護事業所は、指定通所介

護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所または

社会福祉施設に併設しなければならないこととさ

れているが、ここにいう社会福祉施設とは、社会福

祉事業法第５７条にいう社会福祉施設を指すもの

である。 

 

 

 

 

 

イ 従業者の員数および管理者 

医師の配置が不要であること、居宅基準規則第６

１条第４項にいう従業者の員数の確保に関するこ

とを除けば、いわゆる単独型の指定短期入所生活介

護事業所の基準と同様であり、第３の８の(1)のイ

からカまでを参照されたい。なお、医師を配置しな
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介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合

であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の

栄養士を置かないことができる。 

一 生活相談員 

二 介護職員または看護職員 

三 栄養士 

四 機能訓練指導員 

五 調理員その他の従業者 

２ 前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数その

他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防

短期入所生活介護（指定介護予防サービス等基準条例第

百六十六条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介

護をいう。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者により

同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定介護予防サービス等基準条例第百六十七条

第一項および第二項に規定する人員に関する基準を満た

すことをもって、前二項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

 

 （管理者） 

第百八十四条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準

該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事

する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当

短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当

二 介護職員または看護職員 常勤換算方法で、利用者

の数が三またはその端数を増すごとに一人以上 

三 栄養士 一人以上 

四 機能訓練指導員 一人以上 

五 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活

介護事業所の実情に応じた適当数 

２ 前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始

する場合は、推定数による。 

３ 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を

有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の

他の職務に従事することができるものとする。 

４ 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律

に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数

の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介

護従業者を確保するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

い基準該当短期入所生活介護事業所にあっても、協

力医療機関および主治医と連携することにより、適

切なサービス提供体制を確保すること。 
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該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事

し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。 

 

 （利用定員等） 

第百八十五条 基準該当短期入所生活介護事業所は、その

利用定員（当該基準該当短期入所生活介護事業所におい

て同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けること

ができる利用者（当該基準該当短期入所生活介護事業者

が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防

短期入所生活介護の事業を同一の事業所において一体的

に運営している場合にあっては、当該事業所における基

準該当短期入所生活介護または基準該当介護予防短期入

所生活介護の利用者）の数の上限をいう。以下この節に

おいて同じ。）を二十人未満とし、基準該当短期入所生活

介護の事業の専用の居室を設けるものとする。 

２ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防

短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の

事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定介護予防サービス等基準条例第百六十九条第一

項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

 

 （設備および備品等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （基準該当短期入所生活介護事業所の設備の基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 設備に関する基準 
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第百八十六条 基準該当短期入所生活介護事業所には、次

に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活

介護を提供するために必要なその他の設備および備品等

を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所

等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業

所等および当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率

的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用

者等および当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用

者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設

備を設けないことができる。 

一 居室 

二 食堂 

三 機能訓練室 

四 浴室 

五 便所 

六 洗面所 

七 静養室 

八 面接室 

九 介護職員室 

２ 前項に規定するもののほか、基準該当短期入所生活介

護事業所の設備の基準は、規則で定める。 

３ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防

短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一

の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定介護予防サービス等基準条例第百七十条第一項

第六十二条 条例第百八十六条第二項に規定する規則で定

める基準は、次項および第三項に定めるところによる。 

２ 次の各号に掲げる設備の基準は、当該各号に定めると

おりとする。 

一 居室 

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。 

ロ 利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メー

トル以上とすること。 

ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に

十分考慮すること。 

二 食堂および機能訓練室 

イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを

有するものとし、その合計した面積は、三平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

ロ イにかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事

の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保

でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障

がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場

所とすることができる。 

三 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとする

こと。 

四 便所 

身体の不自由な者が使用するのに適したものとする

こと。 

(ｱ) 併設の指定通所介護事業所等の施設との設備

の兼用が居室を除き可能であること、利用者１人

当たりの床面積に関する基準が異なること、廊下

は車椅子での円滑な移動が可能な廊下幅であれ

ばよいこと等、指定短期入所生活介護の基準との

相違点に留意すること。 

(ｲ) 基準該当短期入所生活介護における利用者１

人当たりの床面積については、７．４３平方メー

トル以上とされているところであるが、基準該当

サービスは市町村が必要と認める場合にのみ給

付の対象となるサービスであり、指定事業者によ

るサービス提供が地域の需要を満たしている場

合は給付の対象とならないことがあり得るので、

基準該当短期入所生活介護の事業を行おうとす

る場合は当該市区町村の意向をあらかじめ確認

するとともに、利用者の適切な処遇確保の観点か

ら良好な居住環境の実現や居室面積の確保に留

意すること。 
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および第二項に規定する設備に関する基準を満たすこと

をもって、前二項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

 

 

 

 

 （指定通所介護事業所等との連携） 

第百八十七条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準

該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護

事業所等との間の連携および支援の体制を整えなければ

ならない。 

 

 （準用） 

第百八十八条 第十条から第十四条まで、第十七条、第二

十条、第二十二条、第二十七条、第三十四条から第三十

七条まで、第三十八条（第五項および第六項を除く。）、

第三十九条から第四十一条まで、第五十六条、第百八条、

第百十条、第百十一条、第百四十七条ならびに第四節（第

百五十四条第一項および第百六十八条を除く。）の規定

は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。

この場合において、第二十条中「内容、当該指定訪問介

護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代

わって支払いを受ける居宅介護サービス費の額」とある

のは「内容」と、第二十二条中「法定代理受領サービス

五 洗面所 

身体の不自由な者が使用するのに適したものとする

こと。 

３ 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者

が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第六十三条 第五条および第五十条から第五十二条までの

規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 運営に関する基準 

居宅基準条例第１８８条の規定により、居宅基準

条例第１０条から第１４条まで、第１７条、第２０

条、第２２条、第２７条、第３４条から第３７条ま

で、第３８条(第５項および第６項を除く。)、第３

９条から第４１条まで、第５６条、第１０８条、第

１１０条、第１１１条、第１４７条ならびに第４節

(第１５４条第１項および第１６８条を除く。)の規

定は、基準該当短期入所生活介護の事業に準用され

るものであるため、第３の１の(3)のイからオまで、

ケ、サ、セ、ナからハまで、第３の２の(3)のエ、

第３の６の(3)のオ、カおよびキならびに第３の８
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に該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期

入所生活介護」と、第三十四条中「訪問介護員等」とあ

るのは「短期入所生活介護従業者」と、第百八条第三項

中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従

業者」と、第百五十四条第二項中「法定代理受領サービ

スに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基

準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」

とあるのは「前項」と、第百六十条中「医師および看護

職員」とあるのは、「看護職員」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十章 短期入所療養介護 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第百八十九条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養

介護（以下「指定短期入所療養介護」という。）の事業は、

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十章 短期入所療養介護 

 

 

 

 

 

 

 

の(3)を参照されたい。この場合において、準用さ

れる居宅基準条例第１５４条第２項の規定は、基準

該当短期入所生活介護事業者が利用者から受領す

る利用料について、当該サービスが結果的に保険給

付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介

護サービス費を算定するための基準となる費用の

額(１００分の９０を乗ずる前の額)との間に不合

理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的

に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険

給付の対象とならないサービスの利用料との間に、

一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な

差額を設けることを禁止する趣旨である。 

当該事業所による短期入所生活介護が複数の市

町村において基準該当短期入所生活介護と認めら

れる場合には、利用者の住所地によって利用料が異

なることは認められないものである。 

 

９ 短期入所療養介護 
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の下における介護および機能訓練その他必要な医療なら

びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質

の向上および利用者の家族の身体的および精神的負担の

軽減を図るものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 （従業者） 

第百九十条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下

「指定短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「指定短期入所療養介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当た

る従業者（以下「短期入所療養介護従業者」という。）の

員数その他の配置の基準は、規則で定める。 

２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所

療養介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第百

七十四条第一項に規定する指定介護予防短期入所療養介

護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療

養介護（指定介護予防サービス等基準条例第百七十三条

に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、同項に規定する人員に関する

基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第六十四条 条例第百九十条に規定する規則で定める基準

は、次に掲げるとおりとする。 

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業

所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置

くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師および准看護

師をいう。以下この条および第七十二条において同

じ。）、介護職員、支援相談員、理学療法士または作業

療法士および栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当

該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における

法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数

が確保されるために必要な数以上とする。 

二 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介

護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業

所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄

養士および理学療法士または作業療法士の員数は、そ

れぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院

患者とみなした場合における平成十八年旧介護保険法

に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされ

 

 

 

 

 

(1) 人員に関する基準・設備に関する基準（居宅基準条例

第１９０条および第１９１条） 

ア 本則 

いわゆる本体施設となる介護老人保健施設、介護

療養型医療施設、療養病床を有する病院または診療

所が、それぞれの施設として満たすべき人員・施設

基準（ユニット型介護老人保健施設およびユニット

型指定介護療養型医療施設に関するものを除く。）

を満たしていれば足りるものとする。また、本体施

設が療養病床を有する病院または診療所について

は、それぞれの施設として満たすべき施設基準に加

えて消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備を有することとしている。 

イ 経過措置 

(ｱ) 医療法等の一部を改正する法律（平成１２年

法律第１４１号）の施行前において、療養病床転

換による療養型病床群として病院療養病床療養

環境減算（Ⅱ）および診療所療養病床療養環境減

算が適用されてきた病床を有する病院または診

療所である指定介護療養型医療施設にあっては、
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第三節 設備に関する基準 

 （設備に関する基準） 

第百九十一条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関す

る基準は、次のとおりとする。 

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業

所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として

必要とされる施設および設備（ユニット型介護老人保

る数が確保されるために必要な数以上とする。 

三 療養病床を有する病院または診療所（前号に該当す

るものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所に

あっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべ

き医師、薬剤師、看護職員、介護職員（医療法に規定

する看護補助者をいう。）、栄養士および理学療法士ま

たは作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療

養病床を有する病院または診療所として必要とされる

数が確保されるために必要な数以上とする。 

四 診療所（前二号に該当するものを除く。）である指定

短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入

所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員または

介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者お

よび入院患者の数が三またはその端数を増すごとに一

以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を

整備することとし、看護師もしくは准看護師または介

護職員を一人以上配置していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該減算が平成２０年３月３１日限りで廃止さ

れたことから、当該病床を有する病院または診療

所における短期入所療養介護についても、各基準

において、指定介護療養型医療施設と同等の基準

を満たさなければならないものとする。（居宅基

準規則附則第３項から附則第９項まで） 

(ｲ) その他の経過措置については、「医療法等の一

部を改正する法律の施行に伴う介護保険関係法

令の一部改正等について」（平成１３年２月２２

日老計発第９号・老振発第８号・老老発第４号通

知）を参照されたい。 
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健施設（福井県介護老人保健施設の人員、施設および

設備ならびに運営の基準に関する条例（平成二十四年

福井県条例第 号）第四十三条に規定するユニット型

介護老人保健施設をいう。以下同じ。）に関するものを

除く。）を有することとする。 

二 健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法

律第八十三号）附則第百三十条の二第一項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた同法第二十六条

の規定による改正前の法（以下「平成十八年旧介護保

険法」という。）第四十八条第一項第三号に規定する指

定介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医療施

設」という。）である指定短期入所療養介護事業所にあ

っては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護

療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型

指定介護療養型医療施設（福井県指定介護療養型医療

施設の人員、設備および運営の基準に関する条例（平

成二十四年福井県条例第 号）第四十二条に規定する

ユニット型指定介護療養型医療施設をいう。）に関する

ものを除く。）を有することとする。 

三 療養病床（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）

第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下

同じ。）を有する病院または診療所（指定介護療養型医

療施設であるものを除く。）である指定短期入所療養介

護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有

する病院または診療所として必要とされる設備を有す
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ることとする。 

四 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定

短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件

に適合すること。 

イ 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積

は、利用者一人につき六・四平方メートルとするこ

と。 

ロ 食堂および浴室を有すること。 

ハ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

２ 前項第三号および第四号に該当する指定短期入所療養

介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するもの

とする。 

３ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所

療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入

所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定介護予防サービス等基準条例第百七

十五条第一項および第二項に規定する設備に関する基準

を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 （対象者） 

第百九十二条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 運営に関する基準 
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心身の状況もしくは病状により、もしくはその家族の疾

病、冠婚葬祭、出張等の理由により、または利用者の家

族の身体的および精神的な負担の軽減等を図るために、

一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護お

よび機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者

を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院の療養病床

に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する

病室または病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険

法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の

規定によりなおその効力を有するものとされた令第四条

第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。）に

おいて指定短期入所療養介護を提供するものとする。 

 

 （利用料等の受領） 

第百九十三条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理

受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供し

た際には、その利用者から利用料の一部として、当該指

定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額

から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅

介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受ける

ものとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にそ

の利用者から支払いを受ける利用料の額と、指定短期入

所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （費用） 

第六十五条 条例第百九十三条第三項の規則で定める費用

は、次に掲げる費用とする。 

一 食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項

の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支

給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の

基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者

介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療

養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食

費の負担限度額）を限度とする。） 

二 滞在に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定

により特定入所者介護サービス費が利用者に支給され

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 利用料等の受領 

(ｱ) 居宅基準条例第１９３条第１項および第２項

の規定は、指定訪問介護に係る第２１条第１項お

よび第２項の規定と同趣旨であるため、第３の１

の(3)のコの(ｱ)および(ｲ)を参照されたい。 

(ｲ) 居宅基準規則第６５条は、指定短期入所療養

介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に関

して、 

ａ 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第

１項の規定により特定入所者介護サービス費

が利用者に支給された場合は、法第５１条の３

第２項第１号に規定する食費の基準費用額（法
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に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払いを受

ける額のほか、規則で定める費用の額の支払いを利用者

から受けることができる。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、前項の費用の額に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者ま

たはその家族に対し当該サービスの内容および費用を記

した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なけ

ればならない。この場合において、規則で定める費用に

係る同意については、文書によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準

費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護

サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介

護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費

の負担限度額）を限度とする。） 

三 基準省令第百四十五条第三項第三号の厚生労働大臣

の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室

等の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 基準省令第百四十五条第三項第四号の厚生労働大臣

の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（基準省令第百四十五条第三項第

五号に規定する厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護

において提供される便宜のうち、日常生活においても

通常必要となるものに係る費用であって、その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、

基準省令第百四十五条第四項の厚生労働大臣が定めると

ころによるものとする。 

３ 条例第百九十三条第四項の規則で定める費用は、第一

項第一号から第四号までに掲げる費用とする。 

 

 

第５１条の３第４項の規定により当該特定入

所者介護サービス費等が利用者に代わり当該

指定短期入所療養介護事業者に支払われた場

合は、法第５１条の３第２項第１号に規定する

食費の負担限度額）を限度とする。） 

ｂ 滞在に要する費用（法第５１条の３第１項の

規定により特定入所者介護サービス費等が利

用者に支給された場合は、法第５１条の３第２

項第２号に規定する居住費の基準費用額（法第

５１条の３第４項の規定により当該特定入所

者介護サービス費等が利用者に代わり当該指

定短期入所療養介護事業者に支払われた場合

は、法第５１条の３第２項第２号に規定する居

住費の負担限度額）を限度とする。） 

ｃ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者

が選定する特別な療養室等の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

ｄ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者

が選定する特別な食事の提供を行ったことに

伴い必要となる費用 

ｅ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定め

る場合を除く。） 

ｆ 理美容代 

ｇ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療

養介護において提供される便宜のうち、日常生
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 （指定短期入所療養介護の取扱方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活においても通常必要となるものに係る費用

であって、その利用者に負担させることが適当

と認められるもの 

については、前２項の利用料のほかに利用者から

支払いを受けることができることとし、保険給付

の対象となっているサービスと明確に区分され

ないあいまいな名目による費用の支払いを受け

ることは認めないこととしたものである。なお、

ａからｄまでの費用については、指針および特別

な居室等の基準等の定めるところによるものと

し、ｇの費用の具体的な範囲については「通所介

護等における日常生活に要する費用の取扱いに

ついて」（平成１２年３月３０日老企５４号）に

よるものとする。 

(ｳ) 居宅基準条例第１９３条第４項は、指定短期

入所療養介護事業者は、同条第３項の費用の支払

いを受けるに当たっては、あらかじめ、利用者ま

たはその家族に対して、その額等を記載した書類

を交付して、説明を行い、利用者の同意を得なけ

ればならないこととしたものである。また、居宅

基準規則第６５条第１項第１号から第４号まで

の利用料に係る同意については、文書によって得

なければならないこととしたものである。 

 

イ 指定短期入所療養介護の取扱方針（居宅基準条例
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第百九十四条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の

要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、認知

症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者

の療養を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続

して入所する利用者については、次条第一項に規定する

短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なもの

とならないよう配意して行わなければならない。 

３ 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の

提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはそ

の家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやす

いように指導または説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介

護の提供に当たっては、当該利用者または他の利用者等

の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等

を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者

の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指

定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

 

 （短期入所療養介護計画の作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９４条） 

(ｱ) 居宅基準条例第１９４条第２項に定める「相

当期間以上」とは、概ね４日以上連続して利用す

る場合を指すこととするが、４日未満の利用者に

あっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者

等と連携をとること等により、利用者の心身の状

況を踏まえて必要な療養を提供するものとする。 

(ｲ) 指定短期入所療養介護事業者は、居宅基準条

例第２０３条第２項の規定に基づき、身体的拘束

等の態様および時間、その際の利用者の心身の状

況ならびに緊急やむを得ない理由を記録し、２年

間保存しなければならないこととしたものであ

る。 

なお、当該記録は主治医が診療録に行わなけれ

ばならないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 短期入所療養介護計画の作成（居宅基準条例第１
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第百九十五条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、

相当期間以上にわたり継続して入所することが予定され

る利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望

およびその置かれている環境ならびに医師の診療の方針

に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終

了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に

配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サ

ービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサー

ビスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成し

なければならない。 

２ 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作

成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しな

ければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療

養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用

者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療

養介護計画を作成した際には、当該短期入所療養介護計

画を利用者に交付しなければならない。 

 

 

 

 （診療の方針） 

第百九十六条 医師の診療の方針は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （診療の方針） 

第六十六条 条例第百九十六条に規定する規則で定める方

９５条） 

(ｱ) 指定短期入所療養介護事業者は、施設に介護

支援専門員がいる場合には、介護支援専門員に短

期入所療養介護計画作成のとりまとめを行わせ

ること。介護支援専門員がいない場合には、療養

介護計画作成の経験を有する者に作成をさせる

ことが望ましい。 

(ｲ) 短期入所療養介護計画は利用者の心身の状

況、病状、希望およびその置かれている環境を踏

まえて作成されなければならないものであり、サ

ービス内容等への利用者の意向の反映の機会を

保証するため、指定短期入所療養介護事業所の管

理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たって

は、その内容等を説明した上で利用者の同意を得

なければならず、また、当該短期入所療養介護計

画を利用者に交付しなければならない。 

なお、当該交付した短期入所療養介護計画は、

居宅基準条例第２０３条第２項の規定に基づき、

５年間保存しなければならない。 

(ｳ) 短期入所療養介護計画の作成に当たっては、

居宅におけるケアプランを考慮しつつ、利用者の

日々の療養状況に合わせて作成するものとする。 

 

エ 診療の方針（居宅基準条例第１９６条、居宅基準

規則第６６条） 
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 （機能訓練） 

針は、次に掲げるとおりとする。 

一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認

められる疾病または負傷に対して、的確な診断を基と

し、療養上妥当適切に行う。 

二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利

用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に

及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげる

ことができるよう適切な指導を行う。 

三 常に利用者の病状および心身の状況ならびに日常生

活およびその置かれている環境の的確な把握に努め、

利用者またはその家族に対し、適切な指導を行う。 

四 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照ら

して妥当適切に行う。 

五 特殊な療法または新しい療法等については、基準省

令第百四十八条第五号の厚生労働大臣が定めるものの

ほか行ってはならない。 

六 基準省令第百四十八条第六号の厚生労働大臣が定め

る医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、または処方

してはならない。 

七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を

提供することが困難であると認めたときは、他の医師

の対診を求める等診療について適切な措置を講じなけ

ればならない。 

 

 

短期入所療養介護事業所の医師は、常に利用者の

病床や心身の状態の把握に努めること。特に、診療

に当たっては、的確な診断をもととし、入所者に対

して必要な検査、投薬、処置等を妥当適切に行うも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 機能訓練（居宅基準条例第１９７条） 
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第百九十七条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の

心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助け

るため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビ

リテーションを行わなければならない。 

 

 （看護および医学的管理の下における介護） 

第百九十八条 看護および医学的管理の下における介護

は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、

利用者の病状および心身の状況に応じ、適切な技術をも

って行われなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、

適切な方法により、利用者を入浴させ、または清しきし

なければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状および

心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立に

ついて必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざる

を得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければなら

ない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、

利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の

世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、

利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者

の従業者以外の者による看護および介護を受けさせては

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リハビリテーションの提供に当たっては、利用者

の心身の状況および家庭環境等を十分に踏まえて、

日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供し

なければならないものとする。 

 

カ 看護および医学的管理の下における介護（居宅基

準条例第１９８条） 

(ｱ) 入浴の実施に当たっては、利用者の心身の状

況や自立支援を踏まえて、特別浴槽や介助浴等適

切な方法により実施するものとする。なお、利用

者の心身の状況から入浴が困難である場合には、

清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努め

るものとする。 

(ｲ) 排せつの介護に当たっては、利用者の心身の

状況や排せつ状況などをもとに自立支援の観点

から、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な

方法により実施するものとする。おむつを使用せ

ざるを得ない場合には、利用者の心身および活動

状況に適したおむつを提供し、適切におむつを交

換するものとする。 

 

 

 

 

 



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 211/296 

条例 規則 解釈通知 

ならない。 

 

 （食事の提供） 

第百九十九条 利用者の食事は、栄養ならびに利用者の身

体の状況、病状および嗜好を考慮したものとするととも

に、適切な時間に行われなければならない。 

２ 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、でき

るだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 食事の提供（居宅基準条例第１９９条） 

(ｱ) 食事の提供について 

個々の入所者の栄養状態に応じて、摂食・嚥下

機能および食形態にも配慮した栄養管理を行う

ように努めるとともに、利用者の栄養状態、身体

の状況ならびに病状および嗜好を定期的に把握

し、それに基づき計画的な食事の提供を行うこ

と。 

また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだ

け離床して食堂で行われるよう努めなければな

らない。 

なお、転換型の療養病床等であって食堂がない

場合には、できるだけ離床して食事が食べられる

よう努力をしなければならない。 

(ｲ) 調理について 

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

うとともに、その実施状況を明らかにしておくこ

と。 

(ｳ) 適時の食事の提供について 

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６

時以降とすることが望ましいが、早くても午後５

時以降とすること。 

(ｴ) 食事の提供に関する業務の委託について 
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 （その他のサービスの提供） 

第二百条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事の提供に関する業務は指定短期入所療養

介護事業者自らが行うことが望ましいが、栄養管

理、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、

衛生管理、労働衛生管理について事業者自らが行

う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注

意を果たし得るような体制と契約内容により、食

事サービスの質が確保される場合には、当該事業

者の最終的責任の下で第三者に委託することが

できること。 

(ｵ) 療養室等関係部門と食事関係部門との連携に

ついて 

食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状

況、食欲など心身の状態等を当該利用者の食事に

的確に反映させるために、療養室等関係部門と食

事関係部門との連絡が十分とられていることが

必要である。 

(ｶ) 栄養食事相談 

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う

必要がある。 

(ｷ) 食事内容の検討について 

食事内容については、当該事業者の医師または

栄養士を含む会議において検討が加えられなけ

ればならない。 
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ためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとす

る。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族と

の連携を図るよう努めなければならない。 

 

 （運営規程） 

第二百一条 指定短期入所療養介護事業者は、事業運営に

ついての重要事項であって規則で定めるものに関する規

程（以下この章において「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （定員の遵守） 

第二百二条 指定短期入所療養介護事業者は、規則で定め

る利用者（当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護

予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療

養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第六十七条 条例第二百一条の規則で定める重要事項は、

次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 指定短期入所療養介護の内容および利用料その他の

費用の額 

四 通常の送迎の実施地域 

五 施設利用に当たっての留意事項 

六 非常災害対策 

七 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 （利用者数） 

第六十八条 条例第二百二条の規則で定める利用者数は、

次に掲げる数とする。 

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業

所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所

者とみなした場合において入所定員および療養室の定

 

 

 

 

 

ク 運営規定（居宅基準条例第２０１条、居宅基準規則

第６７条） 

居宅基準規則第６７条第７号の「その他運営に関す

る重要事項」にあたっては、当該利用者または他の利

用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを

得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続きについ

て定めておくことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

ケ 定員の遵守 

居宅基準条例第２０２条は、利用者に対する適切

な指定短期入所療養介護の提供を確保するため、介

護老人保健施設についてはその療養室の全部が指

定短期入所療養介護の提供のために利用できるこ

と、病院および診療所についてはその療養病床等の
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れている場合にあっては、当該事業所における指定短期

入所療養介護または指定介護予防短期入所療養介護の利

用者）数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養

介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第二百三条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設

備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定

員を超えることとなる利用者数 

二 療養病床を有する病院もしくは診療所または老人性

認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所

療養介護事業所にあっては、療養病床または老人性認

知症疾患療養病棟に係る病床数および療養病床または

老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超える

こととなる利用者数 

三 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定短期

入所療養介護事業所にあっては、指定短期入所療養介

護を提供する病床数および病室の定員を超えることと

なる利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病床において指定短期入所療養介護の提供を行わ

なければならないことを踏まえて、指定短期入所療

養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者

に対して同時に指定短期入所療養介護を行っては

ならないことを明記したものである。ただし、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。 

(ｱ) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介

護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健

施設の入所者とみなした場合において入所定員

および療養室の定員を超えることとなる利用者

数 

(ｲ) 療養病床を有する病院、診療所または老人性

認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短

期入所療養介護事業所にあっては、療養病床、診

療所または老人性認知症疾患療養病棟に係る病

床数および療養病床、診療所または老人性認知症

疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることと

なる利用者数 

 

コ 記録の整備 

居宅基準条例第２０３条第２項の指定短期入所

療養介護の提供に関する記録には診療録が含まれ

ている。 

なお、同項にいう「完結の日」とは、以下のとお
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短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、第一号および第二号の記録についてはその完

結の日から五年間、その他の記録についてはその完結の

日から二年間保存しなければならない。 

一 短期入所療養介護計画 

二 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第百九十四条第五項に規定する身体的拘束等の態様

および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊

急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

五 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

 

 （準用） 

第二百四条 第十条から第十四条まで、第十六条、第十七

条、第二十条、第二十二条、第二十七条、第三十四条、

第三十五条、第三十七条から第四十一条まで、第五十六

条、第百八条、第百十条、第百四十四条、第百五十二条、

第百五十三条第二項および第百六十六条の規定は、指定

短期入所療養介護の事業について準用する。この場合に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第六十九条 第五条の規定は、、指定短期入所療養介護の事

業について準用する。 

 

 

 

 

りとする。 

(ｱ) 第１号の短期入所療養介護計画については、

当該計画の満了の日 

(ｲ) 第２号の提供した具体的なサービスの内容等

の記録については、サービスを提供した日 

(ｳ) 第３号の身体拘束についての記録について

は、当該記録を作成した日 

(ｴ) 第４号の市町村への通知に係る記録について

は、当該記録を作成した日 

(ｵ) 第５号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

(ｶ) 第６号の事故の状況および事故に際して採っ

た処置についての記録については、当該記録を作

成した日 

 

 

 

 

サ 準用 

居宅基準条例第２０４条の規定により、居宅基準

条例第１０条から第１４条まで、第１６条、第１７

条、第２０条、第２２条、第２７条、第３４条、第

３５条、第３７条から第４１条まで、第５６条、第

１０８条、第１１０条、第１４４条、第１５２条、

第１５３条第２項および第１６６条の規定は、指定



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 216/296 

条例 規則 解釈通知 

おいて、第三十四条中「訪問介護員等」とあるのは「短

期入所療養介護従業者」と、第百八条第三項中「通所介

護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、

第百五十二条中「第百六十四条」とあるのは「第二百一

条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入

所療養介護従業者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第五節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方

針ならびに設備および運営に関する基準 

第一款 この節の趣旨および基本方針 

 （この節の趣旨） 

第二百五条 第一節および前二節の規定にかかわらず、ユ

ニット型指定短期入所療養介護の事業（指定短期入所療

養介護の事業であって、その全部において少数の療養室

等および当該療養室等に近接して設けられる共同生活室

（当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営

むための場所をいう。以下この章において同じ。）により

一体的に構成される場所（以下この章において「ユニッ

ト」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期入所療養介護の事業について準用されるもの

であるため、第３の１の(3)のイからカまで、ケ、

サ、セ、およびナからハまで、第３の２の(3)のエ、

第３の６の(3)のオおよびカ、第３の７の(3)のエの

(ｱ)、(ｲ)および(ｴ)ならびに第３の８の(3)のア、イ

およびセを参照されたい。この場合において、準用

される居宅基準条例第１０８条第１項については、

当該病院、診療所または介護老人保健施設の従事者

の日々の勤務時間、常勤･非常勤の別等を勤務表上

明確にし、人員に関する基準が満たされていること

を明らかにする必要があることとしたものである

ことに留意すること。 

 

(3) ユニット型指定短期入所療養介護の事業 

 

 

ア 第５節の趣旨 

「ユニット型」の指定短期入所療養介護の事業

は、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活

に近い日常の生活の中でケアを行うこと、すなわ

ち、生活単位と介護単位とを一致させたケアである

ユニットケアを行うことに特徴がある。 

こうしたユニット型指定短期入所療養介護の事

業におけるケアは、これまでの指定短期入所療養介

護の事業におけるケアと大きく異なることから、そ
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対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方

針ならびに設備および運営に関する基準については、こ

の節に定めるところによる。 

 

 

 

 （基本方針） 

第二百六条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、

利用者一人一人の意思および人格を尊重し、利用前の居

宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよ

う配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護お

よび機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世

話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互

に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支

援することにより、利用者の心身の機能の維持ならびに

利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るも

のでなければならない。 

 

第二款 設備に関する基準 

 （設備に関する基準） 

第二百七条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行

う者（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指

定短期入所療養介護事業所」という。）の設備の基準は、

次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の基本方針ならびに設備および運営に関する基準

については、第１節、第３節および第４節ではなく、

第５節に定めるところによるものである。なお、人

員に関する基準については、第２節に定めるところ

によるので、留意すること。 

 

イ 基本方針 

居宅基準条例第２０６条は、ユニット型指定短期

入所療養介護の事業がユニットケアを行うもので

あることを規定したものである。 

その具体的な内容に関しては、居宅基準条例第２

０９条以下に、指定短期入所療養介護の取扱方針、

看護および医学的管理の下における介護、食事な

ど、それぞれについて明らかにしている。 

 

 

 

 

 

ウ 設備の基準 

(ｱ) 居宅基準条例第２０７条第１号は、福井県介

護老人保健施設の人員、施設および設備ならびに

運営の基準に関する条例（平成２４年福井県条例

第６３号）第４５条の規定と同趣旨であるため、

「福井県介護老人保健施設の人員、施設および設
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一 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療

養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健

施設として必要とされる施設および設備（ユニット型

介護老人保健施設に関するものに限る。）を有すること

とする。 

二 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期

入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保

険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要と

される設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に関

するものに限る。）を有することとする。 

三 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入

所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険

法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とさ

れる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養

病床を有する病院に限る。）に関するものに限る。）を

有することとする。 

四 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期

入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保

険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要と

される設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療

養病床を有する診療所に限る。）に関するものに限る。）

を有することとする。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業者（指定介護予防サ

ービス等基準条例第百九十二条第一項に規定するユニッ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備ならびに運営に関する基準について」（平成２

５年３月２９日長第５７８号）の第５の３の内容

を参照されたい。 

(ｲ) 同条第２号から第４号までは、福井県指定介

護療養型医療施設の人員、設備および運営の基準

に関する条例（平成２４年福井県条例第６４号）

第４４条、第４５条および第４６条の規定と同趣

旨であるため、「福井県指定介護療養型医療施設

の人員、設備および運営に関する基準について」

（平成２５年３月２９日長第５７９号）の第５の

３の内容を参照されたい。 
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ト型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。）の指

定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介

護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の

事業（指定介護予防サービス等基準条例第百九十条に規

定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以

下同じ。）とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については、同項に規定する設備に関する基準

を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

 

第三款 運営に関する基準 

 （利用料等の受領） 

第二百八条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護

を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、

当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用

基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者

に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額

の支払いを受けるものとする。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理

受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供

した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、

指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準

額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型指定短期入所療養介護の費用） 

第七十条 条例第二百八条第三項の規則で定める費用は、

次に掲げる費用とする。 

一 食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項

の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支

給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の

基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者

介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定

短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に

規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

二 滞在に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定

により特定入所者介護サービス費が利用者に支給され

た場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準

費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 利用料等の受領（居宅基準条例第２０８条） 

第３の９の(2)のアは、ユニット型指定短期入所

療養介護事業者について準用する。この場合におい

て、第３の９の(2)のアの(ｱ)中「居宅基準条例第１

９３条第１項および第２項」とあるのは「居宅基準

条例第２０８条第１項および第２項」と、同(ｳ)中

「居宅基準条例第１９３条第４項｣とあるのは｢居

宅基準条例第２０８条第４項｣と読み替えるものと

する。 
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３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前二項の

支払いを受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払

いを受けることができる。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項の費

用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容およ

び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。この場合において、規則で定

める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第二百九条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有

サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期

入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定

する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

三 基準省令第百五十五条の五第三項第三号の厚生労働

大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療

養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 基準省令第百五十五条の五第三項第四号の厚生労働

大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食

事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（基準省令第百五十五条の五第三

項第五号に規定する厚生労働大臣が定める場合を除

く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護

において提供される便宜のうち、日常生活においても

通常必要となるものに係る費用であって、その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、

基準省令第百五十五条の五第四項の厚生労働大臣が定め

るところによるものとする。 

３ 条例第二百八条第四項の規則で定める費用は、第一項

第一号から第四号までに掲げる費用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 指定短期入所療養介護の取扱方針 

(ｱ) 居宅基準条例第２０９条第１項は、第２０６
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する能力に応じて、自らの生活様式および生活習慣に沿

って自律的な日常生活を営むことができるようにするた

め、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行

うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして

行われなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者

がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう

配慮して行われなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確

保に配慮して行われなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支

援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減ま

たは悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を

常に把握しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、

指定短期入所療養介護の提供に当たって、利用者または

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解

しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期

入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者または他

の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項の身

体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その

際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条の基本方針を受けて、利用者へのサービスの提

供は、利用者が自律的な日常生活を営むことがで

きるよう支援するものとして行われなければな

らないことを規定したものである。 

利用者へのサービスの提供に当たっては、利用

前の居宅における生活と利用後の生活が連続し

たものとなるよう配慮することが必要であり、こ

のため職員は、１人１人の利用者について、個性、

心身の状況、入居に至るまでの生活歴とその中で

培われてきた生活様式や生活習慣を具体的に把

握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助

しなければならない。 

なお、こうしたことから明らかなように、利用

者の意向に関わりなく集団で行うゲームや、日常

生活動作にない動作を通じた機能訓練など、家庭

の中では通常行われないことを行うのは、サービ

スとして適当でない。 

(ｲ) 同条第２項は、第２０６条の基本方針を受け

て、利用者へのサービスの提供は、利用者がユニ

ットにおいて相互に社会的関係を築くことがで

きるよう、それぞれ役割を持って生活を営めるよ

うに配慮して行われなければならないことを規

定したものである。 

このため職員は、利用者相互の信頼関係が醸成

されるよう配慮することが必要であるが、同時



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 222/296 

条例 規則 解釈通知 

を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその

提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。 

 

 （看護および医学的管理の下における介護） 

第二百十条 看護および医学的管理の下における介護は、

各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、

自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の

病状および心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行

われなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の

日常生活における家事を、利用者が、その病状および心

身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう

適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が

身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことが

できるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を

提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合に

は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代え

ることができる。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の

病状および心身の状況に応じて、適切な方法により、排

せつの自立について必要な支援を行わなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、利用者が他の利用者の生活に過度に干渉し、

自律的な生活を損なうことのないようにするこ

とにも配慮が必要である。 

 

 

 カ 看護および医学的管理の下における介護 

(ｱ) 居宅基準条例第２１０条第１項は、看護およ

び医学的管理の下における介護が、第２０９条の

サービスの取扱方針を受けた適切な技術をもっ

て行われなければならないことを規定したもの

である。 

自律的な日常生活を営むことを支援するとい

う点では、利用者の日常生活上の活動への援助が

過剰なものとなることのないよう留意する必要

がある。 

また、利用者が相互に社会的関係を築くことを

支援するという点では、単に利用者が家事の中で

役割を持つことを支援するにとどまらず、例え

ば、利用者相互の間で、頼り、頼られるといった

精神的な面での役割が生まれることを支援する

ことにも留意する必要がある。 

(ｲ) 同条第２項の「日常生活における家事」には、

食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴ

ミ出しなど、多様なものが考えられる。 

(ｳ) 同条第３項は、入浴が、単に身体の清潔を維
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５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを

使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を

図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならな

い。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に

定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常

生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用

者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定

短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護お

よび介護を受けさせてはならない。 

 

 

 （食事） 

第二百十一条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者

は、栄養ならびに利用者の心身の状況および嗜好を考慮

した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の

心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立に

ついて必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の

生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するととも

に、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立し

て食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持するだけでなく、利用者が精神的に快適な生活

を営む上でも重要なものであることから、こうし

た観点に照らして「適切な方法により」これを行

うこととするとともに、同様の観点から、一律の

入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施など利

用者の意向に応じることができるだけの入浴機

会を設けなければならないことを規定したもの

である。 

(ｴ) ユニット型指定短期入所療養介護事業所にお

ける看護および医学的管理の下における介護に

ついては、前記の(ｱ)から(ｳ)までによるほか、第

３の９の(2)のカの(ｱ)および(ｲ)を準用する。 

 

キ 食事（居宅基準条例第２１１条） 

(ｱ) 居宅基準条例第２１１条第３項は、第２０６

条第１項のサービスの取扱方針を受けて、食事

は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に提

供しなければならないこと、また、事業者側の都

合で急(せ)かしたりすることなく、入居者が自分

のペースで食事を摂ることができるよう十分な

時間を確保しなければならないことを規定した

ものである。 

(ｲ) 同条第４項は、居宅基準条例第２０９条の基

本方針を受けて、入居者の意思を尊重し、また、

その心身の状況に配慮した上で、できる限り離床



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 224/296 

条例 規則 解釈通知 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が

相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を

尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支

援しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 （その他のサービスの提供） 

第二百十二条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者

は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養または娯楽に係る

活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行う

これらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用

者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型指定短期入所療養介護事業所の運営規程に

し、共同生活室で食事を摂ることができるよう支

援しなければならないことを規定したものであ

る。 

その際、共同生活室で食事を摂るよう強制する

ことはあってはならないので、十分留意する必要

がある。 

(ｳ) ユニット型指定短期入所療養介護事業所にお

ける食事については、前記の(ｱ)および(ｲ)による

ほか、第３の９の(2)のキの(ｱ)から(ｷ)までを準

用する。 

 

ク その他のサービスの提供 

(ｱ) 居宅基準条例第２１２条第１項は、居宅基準

第２０９条第１項のサービスの取扱方針を受け

て、入居者１人１人の嗜好を把握した上で、それ

に応じた趣味、教養または娯楽に係る活動の機会

を提供するとともに、同好会やクラブ活動などを

含め、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援

しなければならないことを規定したものである。 

(ｲ) ユニット型指定短期入所療養介護の療養室等

は、家族や友人が来訪・宿泊して利用者と交流す

るのに適した個室であることから、これらの者が

できる限り気軽に来訪・宿泊することができるよ

う配慮しなければならない。 
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 （運営規程） 

第二百十三条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者

は、事業の運営についての重要事項であって規則で定め

るものに関する規程を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （勤務体制の確保等） 

第二百十四条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者

は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介

護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護

事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、規

則で定める職員配置を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット

型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型

指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット

型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。た

定める事項） 

第七十一条 条例第二百十三条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 指定短期入所療養介護の内容および利用料その他の

費用の額 

四 通常の送迎の実施地域 

五 施設利用に当たっての留意事項 

六 非常災害対策 

七 その他運営に関する重要事項 

 

 

 （ユニット型指定短期入所療養介護事業所の職員の配置） 

第七十二条 条例第二百十四条第二項の規則で定める職員

配置は、次に掲げるとおりとする。 

一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介

護職員または看護職員を配置すること。 

二 夜間および深夜については、二ユニットごとに一人

以上の介護職員または看護職員を夜間および深夜の勤

務に従事する職員として配置すること。 

三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置す

ること。 

 

 

ケ 運営規程（居宅基準条例第２１３条、居宅基準規

則第７１条） 

第３の９の(2)のクは、ユニット型指定短期入所

療養介護事業者について準用する。この場合におい

て、第３の９の(2)のク中「居宅基準規則第６７条

第７号」とあるのは「居宅基準規則第７１条第７号」

と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 コ 勤務体制の確保 

居宅基準条例第２１４条は、ユニット型指定短期

入所生活介護の事業に係る居宅基準条例第１７９

条と同趣旨である為、第３の８の(4)のコを参照さ

れたい。 
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だし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務につい

ては、この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所

療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。 

 

 （定員の遵守） 

第二百十五条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者

は、規則で定める利用者（当該ユニット型指定短期入所

療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定

短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期

入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユ

ニット型指定短期入所療養介護またはユニット型指定介

護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において

同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養

介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

 （準用） 

第二百十六条 第百九十二条、第百九十五条から第百九十

七条まで、第二百三条および第二百四条（第百八条の準

用に係る部分を除く。）の規定は、ユニット型指定短期入

所療養介護の事業について準用する。この場合において、

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型指定短期入所療養介護事業所の利用者数） 

第七十三条 条例第二百十五条の規則で定める利用者数

は、次に掲げる数とする。 

一 ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定

短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユ

ニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合に

おいて入居定員および療養室の定員を超えることとな

る利用者数 

二 ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット

型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を

当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者と

みなした場合において入院患者の定員および病室の定

員を超えることとなる利用者数 

 

 （準用） 

第七十四条 第五条および第六十六条の規定は、ユニット

型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ 準用 

居宅基準条例第２１６条の規定により、第１９２

条、第１９５条から第１９７条まで、第２０３条お

よび第２０４条の規定は、ユニット型指定短期入所

療養介護の事業について準用されるものであるた
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第二百三条第二項第二号中「次条」とあるのは「第二百

十六条において準用する第二百四条」と、同項第三号中

「第百九十四条第五項」とあるのは「第二百九条第七項」

と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とある

のは「第二百十六条において準用する第二百四条」と、

第二百四条中「第百六十四条」とあるのは「第百六十四

条に規定する運営規程」と、「第二百一条」とあるのは「第

二百十三条に規定する規程」と読み替えるものとする。 

 

第十一章 特定施設入居者生活介護 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第二百十七条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居

者生活介護（以下「指定特定施設入居者生活介護」とい

う。）の事業は、特定施設サービス計画（法第八条第十一

項に規定する計画をいう。以下同じ。）に基づき、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能

訓練および療養上の世話を行うことにより、要介護状態

となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の

提供を受ける入居者（以下この章において「利用者」と

いう。）が当該指定特定施設（特定施設であって、当該指

定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをい

う。以下同じ。）においてその有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるようにするものでなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十一章 特定施設入居者生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め、第３の９の(2)のウからオまで、コおよびサを

参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 特定施設入居者生活介護 
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２ 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指

定特定施設入居者生活介護事業者」という。）は、安定的

かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

３ 養護老人ホームが指定特定施設入居者生活介護の事業

を行う場合については、第五節に規定する外部サービス

利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行うことと

する。 

 

第二節 人員に関する基準 

 （従業者） 

第二百十八条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定

特定施設ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の

提供に当たる従業者（以下「特定施設従業者」という。）

は、次のとおりとする。 

一 生活相談員 

二 看護師もしくは准看護師（以下この章において「看

護職員」という。）または介護職員 

三 機能訓練指導員 

四 計画作成担当者 

２ 前項各号に掲げる特定施設従業者の員数その他の配置

の基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第七十五条 条例第二百十八条第二項に規定する規則で定

める基準は、員数が次の各号に掲げる特定施設従業者の

区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百また

はその端数を増すごとに一人以上 

二 看護職員または介護職員 

イ 看護職員および介護職員の合計数は、常勤換算方

法で、要介護者である利用者の数が三またはその端

数を増すごとに一以上であること。 

ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

⑴ 利用者の数が三十を超えない指定特定施設に

あっては、常勤換算方法で、一以上 

⑵ 利用者の数が三十を超える指定特定施設にあ

っては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十

を超えて五十またはその端数を増すごとに一を

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人員に関する基準 

ア 看護職員および介護職員 

(ｱ) 居宅基準規則第７５条第１項第２号ハの「常

に１以上の指定特定施設入居者生活介護の提供

に当たる介護職員の確保」および同条第２項第２

号ハの「常に１以上の指定特定施設入居者生活介

護および指定介護予防特定施設入居者生活介護

の提供に当たる介護職員の確保」とは、介護サー

ビスの提供内容に応じて介護職員の勤務体系を

適切に定めることであり、宿直時間帯を含めて適

切な介護を提供できるようにするものとする。 

(ｲ) 同条第２項第２号イの「看護職員および介護

職員の合計数」について、要介護者の利用者およ

び要支援２として認定を受けている利用者の数

に、要支援１として認定を受けている利用者１人

を要介護者０．３人と換算して合計した利用者数

をもとに、３またはその端数を増すごとに１以上
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加えて得た数以上 

ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護の提

供に当たる介護職員が確保されること。 

三 機能訓練指導員 一以上 

四 計画作成担当者 一以上（利用者の数が百またはそ

の端数を増すごとに一を標準とする。） 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特

定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定

施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体

的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかか

わらず、特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおり

とする。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者および指定介

護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者

（以下この条において「介護予防サービスの利用者」

という。）の合計数（以下この条において「総利用者数」

という。）が百またはその端数を増すごとに一人以上 

二 看護職員または介護職員 

イ 看護職員または介護職員の合計数は、常勤換算方

法で、利用者および介護予防サービスの利用者のう

ち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査

及び判定の基準等に関する省令（平成十一年厚生省

令第五十八号）第二条第一項第二号に規定する要支

援状態区分に該当する者の数が三またはその端数

と算出するものとする。 

(ｳ) 同条第２項第２号ハの「宿直時間帯」は、そ

れぞれの事業所ごとに利用者の状況等に応じて、

例えば午後９時から午前６時までなどと設定す

るものとする。また、宿直時間帯には宿直勤務を

行う介護職員がいなければならないこととする。 

(ｴ) 同条第８項の「指定介護予防特定施設入居者

生活介護のみを提供する場合」とは、入居者の状

態の改善等により要介護者が存在せず、要支援者

に対する介護予防サービスのみが提供される場

合をいうものとする。 

イ 主として指定特定施設入居者生活介護の提供に

当たる看護職員または介護職員 

居宅基準規則第７５条第５項の「主として指定特

定施設入居者生活介護の提供に当たる看護職員ま

たは介護職員」および同条第８項の「主として指定

特定施設入居者生活介護および指定介護予防特定

施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員およ

び看護職員」とは、要介護者等（第５項の場合には

要介護者、第８項の場合には要介護者および要支援

者をいう。以下同じ。）に対するサービス提供に従

事することを基本とするものである。ただし、要介

護者等のサービス利用に支障がないときに、要介護

者等以外の当該特定施設の入居者に対するサービ

ス提供を行うことは差し支えない。  
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を増すごとに一ならびに介護予防サービスの利用

者のうち同項第一号に規定する要支援状態区分に

該当する者の数が十またはその端数を増すごとに

一以上であること。 

ロ 看護職員の数は次のとおりとすること。 

⑴ 総利用者数が三十を超えない指定特定施設に

あっては、常勤換算方法で、一以上 

⑵ 総利用者数が三十を超える指定特定施設にあ

っては、常勤換算方法で、一に総利用者数が三十

を超えて五十またはその端数を増すごとに一を

加えて得た数以上 

ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護およ

び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に

当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介

護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場

合の宿直時間帯については、この限りでない。 

三 機能訓練指導員 一以上 

四 計画作成担当者 一以上（総利用者数が百またはそ

の端数を増すごとに一を標準とする。） 

３ 前二項の利用者および介護予防サービスの利用者の数

ならびに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、

新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 第一項第一号または第二項第一号の生活相談員のうち

一人以上は、常勤でなければならない。 

５ 第一項第二号の看護職員および介護職員は、主として

指定時においては、これらの従業者が要介護者等

に対してサービスを提供する者として、それぞれ他

の従業者と明確に区分するための措置が講じられ

ており、この措置および前記の趣旨が運営規程にお

いて明示されていることを確認する必要がある。 

ウ 機能訓練指導員（居宅基準規則第７５条第６項） 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」

とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の

資格を有する者とする。 
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指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、

看護職員のうち一人以上および介護職員のうち一人以上

は、常勤の者でなければならない。 

６ 第一項第三号または第二項第三号の機能訓練指導員

は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設にお

ける他の職務に従事することができるものとする。 

７ 第一項第四号または第二項第四号の計画作成担当者

は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、

特定施設サービス計画（同項の場合にあっては、特定施

設サービス計画および介護予防特定施設サービス計画）

の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。

ただし、利用者（同項の場合にあっては、利用者および

介護予防サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、

当該特定施設における他の職務に従事することができる

ものとする。 

８ 第二項第二号の看護職員および介護職員は、主として

指定特定施設入居者生活介護および指定介護予防特定施

設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員の

うち一人以上および介護職員のうち一人以上は、常勤の

者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設

入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員および

看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるもの

とする。 
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 （管理者） 

第二百十九条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指

定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置か

なければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障

がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従

事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。 

 

第三節 設備に関する基準 

 （設備に関する基準） 

第二百二十条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活の

ために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物ま

たは準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設

の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保され

ていると認めたときは、耐火建築物または準耐火建築物

とすることを要しない。 

３ 指定特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移し

て指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。

以下同じ。）、浴室、便所、食堂および機能訓練室を有し

なければならない。ただし、他に利用者を一時的に移し

て介護を行うための室が確保されている場合にあっては

一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （設備の基準） 

第七十六条 条例第二百二十条第二項の規則で定める要件

は、次の各号のいずれかに該当することとする。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な

構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な

避難が可能なものであること。 

２ 条例第二百二十条第四項に規定する規則で定める基準

エ 管理者（居宅基準条例第２１９条） 

短期入所生活介護の場合と同趣旨であるため、第

３の８の(1)のオを参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

(2) 設備に関する基準（居宅基準条例第２２０条、居宅

基準規則第７６条） 

ア 居宅基準条例第２２０条第２項は、指定短期入所

生活介護の事業に係る居宅基準条例第１５１条第

２項と同趣旨である為、第３の８の(2)のウを参照

されたい。 

イ 居宅基準規則第７６条第３項第１号イの「利用者

の処遇上必要と認められる場合」とは、例えば、夫

婦で居室を利用する場合などであって、事業者の都

合により一方的に２人部屋とすることはできない。

なお、居宅基準規則附則第１１項により、既存の指

定特定施設における定員４人以下の介護居室につ

いては、個室とする規定を適用しないものとする。 

ウ 居宅基準規則第７６条第３項において、介護居

室、一時介護室、食堂および機能訓練室についてい

う「適当な広さ」については、面積による基準を定
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場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けない

ことができるものとする。 

４ 前三項に規定するもののほか、指定特定施設の設備の

基準は、規則で定める。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特

定施設入居者生活介護事業者（指定介護予防サービス等

基準条例第二百三条第二項に規定する指定介護予防特定

施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を

併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業

と指定介護予防特定施設入居者生活介護（同条第一項に

規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。

以下同じ。）の事業とが同一の施設において一体的に運営

されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基

準条例第二百六条第一項から第四項までに規定する設備

に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、次項から第六項までに定めるところによる。 

３ 指定特定施設の介護居室（指定特定施設入居者生活介

護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。）、一時介

護室、浴室、便所、食堂および機能訓練室は、次の基準

を満たさなければならない。 

一 介護居室は、次の基準を満たすこと。 

イ 一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者

の処遇上必要と認められる場合は、二人とすること

ができるものとする。 

ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当

な広さであること。 

ハ 地階に設けてはならないこと。 

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下ま

たは広間に直接面して設けること。 

二 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有す

ること。 

三 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したも

のとすること。 

四 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を

備えていること。 

五 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有す

ること。 

六 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さ

を有すること。 

４ 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動するこ

めることはせず、利用者の選択に委ねることとす

る。このため、具体的な広さについては、利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項であり、利用申込者に対する文書を交付しての説

明および掲示が必要となる。また、機能訓練室につ

いては、他に適当な場所が確保されている場合に設

けないことができることとしたが、この場合には、

同一敷地内にあるもしくは道路を隔てて隣接する

または当該特定施設入居者生活介護事業所の付近

にある等機能訓練の実施に支障のない範囲内にあ

る施設の設備を利用する場合も含まれるものであ

る。 

エ 居宅基準規則第７６条第４項の「利用者が車椅子

で円滑に移動することが可能な空間と構造」とは、

段差の解消、廊下の幅の確保等の配慮がなされてい

ることをいうものである。 

オ 居宅基準条例附則第２項は、平成１２年４月１日

前から引き続き存在する特定有料老人ホーム（旧社

会福祉・医療事業団業務方法書に規定する特定有料

老人ホームをいう。）について、浴室および食堂を

設けないことができるものとする趣旨で設けられ

たものである。ただし、利用者が当該有料老人ホー

ムに併設する養護老人ホーム等の浴室および食堂

を利用することができること等が要件であること

に留意すること。 
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第四節 運営に関する基準 

 （内容および手続の説明および契約の締結等） 

第二百二十一条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

あらかじめ、入居申込者またはその家族に対し、第二百

三十二条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用

料の額およびその改定の方法その他の入居申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、入居および指定特定施設入居者

生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなけれ

ばならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約に

おいて、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の

条件を定めてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指

定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護

居室（指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の

居室をいう。以下同じ。）または一時介護室に移して介護

とが可能な空間と構造を有するものでなければならな

い。 

５ 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備を設けるものとする。 

６ 前三項に定めるもののほか、指定特定施設の設備の基

準については、建築基準法および消防法（昭和二十三年

法律第百八十六号）の定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 運営に関する基準 

ア 内容および手続の説明および契約の締結等 

居宅基準条例第２２１条第１項は、利用者に対し

適切な特定施設入居者生活介護を提供するため、入

居申込者またはその家族に対し、入居申込者のサー

ビス選択に資すると認められる重要事項ついて、わ

かりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付

して懇切丁寧に説明を行い、同意を得なければなら

ないこととしたものである。 

「入居申込者のサービス選択に資すると認めら

れる重要事項」とは、運営規程の概要、従業者の勤

務の体制、介護居室、一時介護室、浴室、食堂およ

び機能訓練室の概要、要介護状態区分に応じて当該

事業者が提供する標準的な介護サービスの内容、利

用料の額およびその改定の方法ならびに事故発生

時の対応等である。 

また、契約書においては、少なくとも、介護サー
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を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居

室または一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認

等の適切な手続きをあらかじめ第一項の契約に係る文書

に明記しなければならない。 

４ 第九条第二項および第三項の規定は、第一項の規定に

よる文書の交付について準用する。 

 

 

 

 （指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第二百二十二条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活

介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定

特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居

者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利

用することを妨げてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者ま

たは入居者（以下「入居者等」という。）が入院治療を要

する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービス

を提供することが困難であると認めた場合は、適切な病

院または診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講

じなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設

入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビスの内容および利用料その他費用の額、契約解除

の条件を記載するものとする。 

なお、居宅基準規則第７５条第２項本文に規定す

る介護予防特定施設入居者生活介護の指定をあわ

せて受ける場合にあっては、特定施設入居者生活介

護事業と介護予防特定施設入居者生活介護の契約

について別の契約書とすることなく、１つの契約書

によることができる。 

 

イ 指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等 

居宅基準条例第２２２条第２項は、入居者が当該

指定特定施設入居者生活介護事業者から指定特定

施設入居者生活介護を受けることに同意できない

場合もあること等から設けたものである。 
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況、その置かれている環境等の把握に努めなければなら

ない。 

 

 （法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意） 

第二百二十三条 老人福祉法第二十九条第一項に規定する

有料老人ホームである指定特定施設において指定特定施

設入居者生活介護（利用期間を定めて行うものを除く。

以下この条において同じ。）を提供する指定特定施設入居

者生活介護事業者は、当該指定特定施設入居者生活介護

を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者

の同意がその条件であることを当該利用者に説明し、そ

の意思を確認しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 法定代理受領サービスを受けるための利用者の

同意 

居宅基準条例第２２３条は、有料老人ホーム等に

おいて、介護保険制度の施行前に既に入居し、介護

費用を一時金等により前払いで支払った場合に、介

護保険の給付対象部分との調整が必要であること

等から、利用者の同意をもって法定代理受領サービ

スの利用が可能となることとしたものである。 

また、介護保険法施行規則第６４条第３号の規定

に基づき、指定特定施設入居者生活介護事業者は、

市町村（または国民健康保険団体連合会）に対して、

法定代理受領サービスの利用について利用者の同

意を得た旨およびその者の氏名等が記載された書

類を提出することが必要であるが、これについては

「有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に

おける特定施設入居者生活介護等の法定代理受領

サービスの利用料等について」（平成１８年４月２

８日事務連絡）によるものとする。 

なお、居宅基準規則第７５条第２項本文に規定す

る介護予防特定施設入居者生活介護の指定をあわ

せて受ける場合にあっては、特定施設入居者生活介

護に係る同意の書類と介護予防特定施設入居者生
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 （サービスの提供の記録） 

第二百二十四条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開

始の年月日および入居している指定特定施設の名称を、

指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終

了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければな

らない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設

入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサ

ービスの内容等を記録しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活介護に係る要件となる同意の書類は、別々の書類

によることなく１つの書類によることができる。 

 

エ サービス提供の記録 

(ｱ) 居宅基準条例第２２４条第１項は、指定特定

施設入居者生活介護の提供を受けている者が居

宅療養管理指導以外の居宅サービス、地域密着型

サービスおよび施設サービスについて保険給付

を受けることができないことを踏まえ、他の居宅

サービス事業者等が当該利用者が指定特定施設

入居者生活介護の提供を受けていることを確認

できるよう、指定特定施設入居者生活介護事業者

は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際して

は当該開始の年月日および入居している指定特

定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の

終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被

保険者証に記載しなければならないこととした

ものである。 

(ｲ) 同条第２項は、サービスの提供日、サービス

の内容、利用者の状況その他必要な事項を記録し

なければならないこととしたものである。 

なお、居宅基準条例第２３６条第２項の規定に

基づき、当該記録は、５年間保存しなければなら

ない。 
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 （利用料等の受領） 

第二百二十五条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生

活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部

として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介

護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活

介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除

して得た額の支払いを受けるものとする。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領

サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提

供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額

と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービ

ス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように

しなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の支払

いを受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払いを

利用者から受けることができる。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の

額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利

用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および

費用について説明を行い、利用者の同意を得なければな

らない。 

 

 

 

 （費用） 

第七十七条 条例第二百二十五条第三項の規則で定める費

用は、次に掲げる費用とする。 

一 利用者の選定により提供される介護その他の日常生

活上の便宜に要する費用 

二 おむつ代 

三 前二号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生

活介護において提供される便宜のうち、日常生活にお

いても通常必要となるものに係る費用であって、その

利用者に負担させることが適当と認められるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 利用料等の受領 

(ｱ) 居宅基準条例第２２５条第１項、第２項およ

び第４項の規定は、指定訪問介護に係る第２１条

第１項、第２項および第４項の規定と同趣旨であ

るため、第３の３の(3)のコの(ｱ)、(ｲ)および(ｴ)

を参照されたい。 

(ｲ) 同条第３項は、指定特定施設入居者生活介護

事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に

関して、 

ａ 利用者の選定により提供される介護その他

の日常生活上の便宜に要する費用 

ｂ おむつ代 

ｃ 前２号に掲げるもののほか、指定特定施設入

居者生活介護において提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係

る費用であって、その利用者に負担させること

が適当と認められるもの 

については、前２項の利用料のほかに、利用者か

ら支払いを受けることができることとし、保険給

付の対象となっているサービスと明確に区分さ

れないあいまいな名目による費用の支払いを受

けることは認めないこととしたものである。な

お、ｃの費用の具体的な範囲については、「通所

介護等における日常生活に要する費用の取扱い

について」（平成１２年３月３０日老企第５４号）
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 （指定特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第二百二十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよ

う、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日

常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならな

い。 

２ 指定特定施設入居者生活介護は、次条第一項に規定す

る特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なも

のとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居

者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利

用者またはその家族から求められたときは、サービスの

提供方法等について、理解しやすいように説明を行わな

ければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設

入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者または

他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的

拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の

利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記

録しなければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

によるものとする。 

 

カ 指定特定施設入居者生活介護の提供の取扱方針 

居宅基準条例第２２６条第４項および第５項は、

当該利用者または他の利用者等の生命または身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時

間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならないこととし

たものである。 
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する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

 

 （特定施設サービス計画の作成） 

第二百二十七条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当

者（第二百十八条第一項第四号の計画作成担当者をいう。

以下この条において同じ。）に特定施設サービス計画の作

成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当

たっては、適切な方法により、利用者について、その有

する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用

者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した

日常生活を営むことができるように支援する上で解決す

べき課題を把握しなければならない。 

３ 計画作成担当者は、利用者またはその家族の希望、利

用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の

特定施設従業者と協議の上、サービスの目標およびその

達成時期、サービスの内容ならびにサービスを提供する

上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原

案を作成しなければならない。 

４ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当

たっては、その原案の内容について利用者またはその家

族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なけれ

ばならない。 

５ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 特定施設サービス計画の作成 

居宅基準条例第２２７条は、特定施設サービス計

画の作成および変更の留意点および方法について

定めたものであるが、利用者に対するサービスが総

合的に提供されるよう、当該計画は、介護保険給付

の対象とならない介護サービスに関する事項をも

含めたものとする。なお、当該計画の作成および実

施に当たっては、利用者の希望を十分勘案するもの

とする。 

サービス内容等への利用者の意向の反映の機会

を保障するため、計画作成担当者は、特定施設サー

ビス計画の作成に当たっては、その内容等を説明し

た上で文書によって利用者の同意を得なければな

らず、また、当該特定施設サービス計画を利用者に

交付しなければならない。 

なお、交付した特定施設サービス計画は、居宅基

準条例第２３６条第２項の規定に基づき、５年間保

存しなければならない。 
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際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しな

ければならない。 

６ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後にお

いても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うこ

とにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行

うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を

行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行う

ものとする。 

７ 第二項から第五項までの規定は、前項に規定する特定

施設サービス計画の変更について準用する。 

 

 （介護） 

第二百二十八条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利

用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切

な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困

難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法に

より、入浴させ、または清しきしなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身

の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立につい

て必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に定め

るほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その

他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 介護 

(ｱ) 居宅基準条例第２２８条の規定による介護サ

ービスの提供に当たっては、当該指定特定施設に

おいてその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、適切な技術をもって介

護サービスを提供し、または必要な支援を行うも

のとする。なお、介護サービス等の実施に当たっ

ては、利用者の人格を十分に配慮して実施するも

のとする。 

(ｲ) 同条第２項の規定による入浴の実施に当たっ

ては、自ら入浴が困難な利用者の心身の状況や自

立支援を踏まえて、特別浴槽を用いた入浴や介助

浴等適切な方法により実施するものとする。な

お、健康上の理由等で入浴の困難な利用者につい
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 （健康管理） 

第二百二十九条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者

の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適

切な措置を講じなければならない。 

 

 （相談および援助） 

第二百三十条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常

に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、利用者またはその家族に対し、その相談

に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支

援を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ては、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に

努めるものとする。 

(ｳ) 同条第３項の規定による排せつの介助に当た

っては、利用者の心身の状況や排せつ状況などを

基に自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介

助等について適切な方法により実施するものと

する。 

(ｴ) 同条第４項は、指定特定施設入居者生活介護

事業者は、入居者の心身の状況や要望に応じて、

１日の生活の流れに沿って、食事、離床、着替え、

整容などの日常生活上の世話を適切に行うべき

ことを定めたものである。 

 

 

 

 

 

 

ケ 相談および援助 

居宅基準条例第２３０条の規定による相談およ

び援助については、常時必要な相談および社会生活

に必要な支援を行いうる体制をとることにより、積

極的に入居者の生活の向上を図ることを趣旨とす

るものである。なお、社会生活に必要な支援とは、

入居者自らの趣味または嗜好に応じた生きがい活
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 （利用者の家族との連携等） 

第二百三十一条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とそ

の家族との交流等の機会を確保するよう努めなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 （運営規程） 

第二百三十二条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

指定特定施設ごとに、事業の運営についての重要事項で

あって規則で定めるものに関する規程（以下この章にお

いて「運営規程」という。）を定めておかなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第七十八条 条例第二百三十二条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 特定施設従業者の職種、員数および職務内容 

三 入居定員および居室数 

四 指定特定施設入居者生活介護の内容および利用料そ

の他の費用の額 

五 利用者が介護居室または一時介護室に移る場合の条

件および手続 

六 施設の利用に当たっての留意事項 

動、各種の公共サービスおよび必要とする行政機関

に対する手続き等に関する情報提供または相談で

ある。 

 

コ 利用者の家族との連携等 

居宅基準条例第２３１条は、指定特定施設入居者

生活介護事業者は、利用者の生活および健康の状況

ならびにサービスの提供状況を家族に定期的に報

告する等常に利用者と家族の連携を図るとともに、

当該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等

によって利用者とその家族が交流できる機会等を

確保するよう努めなければならないこととするも

のである。 

 

サ 運営規程 

居宅基準条例第２３２条は、指定特定施設入居者

生活介護の事業の適正な運営および利用者に対す

る適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確

保するため、居宅基準規則第７８条第１号から第９

号までに掲げる事項を内容とする規程を定めるこ

とを指定特定施設ごとに義務付けたものであるが、

特に次の点に留意するものとする。 

(ｱ) 指定特定施設入居者生活介護の内容 

「指定特定施設入居者生活介護の内容」につい

ては、入浴の介護の１週間における回数等のサー
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 （勤務体制の確保等） 

第二百三十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その

他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を

定めておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定

施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提

供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居

者生活介護事業者が業務の管理および指揮命令を確実に

行うことができる場合は、この限りでない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書

の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の

全部または一部を委託により他の事業者に行わせる場合

にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期

的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

七 緊急時等における対応方法 

八 非常災害対策 

九 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビスの内容を指すものである。 

(ｲ) その他運営に関する重要事項 

居宅基準条例第２１８条第１項第２号の看護

職員または介護職員を、それぞれ他の従業者と明

確に区分するための措置等を指すものである。 

また、利用者または他の利用者等の生命または

身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身

体的拘束等を行う際の手続きについて定めてお

くことが望ましい。 

 

シ 勤務体制の確保等 

居宅基準条例第２３３条は、利用者に対する適切

な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する

ため、職員の勤務体制等を規定したものであるが、

このほか次の点に留意するものとする。 

(ｱ) 特定施設従業者の日々の勤務時間、常勤・非

常勤の別、管理者との兼務関係、機能訓練指導員

との兼務関係、計画作成担当者との兼務関係等を

勤務表上明確にすること。 

(ｲ) 同条第２項の規定により、指定特定施設入居

者生活介護に係る業務の全部または一部を他の

事業者（以下「受託者」という。）に行わせる指

定特定施設入居者生活介護事業者（以下「委託者」

という。）は、当該受託者に対する当該業務の管

理および指揮命令の確実な実施を確保するため、
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４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業

者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該委託契約において次に掲げる事項を文書に

より取り決めなければならない。この場合におい

て、委託者は受託者に委託した業務の全部または

一部を再委託させてはならない。なお、給食、警

備等の特定施設入居者生活介護に含まれない業

務については、この限りでない。 

ａ 当該委託の範囲 

ｂ 当該委託に係る業務（以下「委託業務」とい

う。）の実施に当たり遵守すべき条件 

ｃ 受託者の従業者により当該委託業務が居宅

基準条例第１１章第４節の運営基準に従って

適切に行われていることを委託者が定期的に

確認する旨 

ｄ 委託者が当該委託業務に関し受託者に対し

指示を行い得る旨 

ｅ 委託者が当該委託業務に関し改善の必要を

認め、所要の措置を講じるよう前号の指示を行

った場合において、当該措置が講じられたこと

を委託者が確認する旨 

ｆ 受託者が実施した当該委託業務により入居

者に賠償すべき事故が発生した場合における

責任の所在 

ｇ その他当該委託業務の適切な実施を確保す

るために必要な事項 

(ｳ) 指定特定施設入居者生活介護事業者は(ｲ)の
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 （協力医療機関等） 

第二百三十四条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力

医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、

協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならな

い。 

 

 

 （地域との連携等） 

第二百三十五条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

その事業の運営に当たっては、地域住民またはその自発

的な活動等との連携および協力を行う等の地域との交流

に努めなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃおよびｅの確認の結果の記録を作成しなけれ

ばならない。 

(ｴ) 指定特定施設入居者生活介護事業者が行う

(ｲ)のｄの指示は、文書により行わなければなら

ない。 

(ｵ) 指定特定施設入所者生活介護事業者は、居宅

基準条例第２３６条第２項の規定に基づき、(ｲ)

のｃおよびｅの確認の結果の記録を２年間保存

しなければならない。 

 

ス 協力医療機関等 

(ｱ) 居宅基準条例第２３４条第１項および第２項

の協力医療機関および協力歯科医療機関は、事業

所から近距離にあることが望ましい。 

(ｲ) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用

者の入院や休日夜間等における対応について円

滑な協力を得るため、協力医療機関との間であら

かじめ必要な事項を取り決めておくものとする。 

 

セ 地域との連携等 

(ｱ) 居宅基準条例第２３５条第１項は、指定特定

施設入居者生活介護の事業が地域に開かれた事

業として行われるよう、指定特定施設入居者生活

介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等

との連携および協力を行う等の地域との交流に
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営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護

に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣す

る者が相談および援助を行う事業その他の市町村が実施

する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第二百三十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対す

る指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、第一号および第二号の記録につ

いてはその完結の日から五年間、その他の記録について

はその完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 特定施設サービス計画 

二 第二百二十四条第二項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 

三 第二百二十六条第五項に規定する身体的拘束等の態

様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに

緊急やむを得ない理由の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

努めなければならないこととしたものである。 

(ｲ) 同条第２項は、居宅基準条例第３条第２項の

趣旨に基づき、介護相談員を派遣する事業を積極

的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努め

ることを規定したものである。 

なお、「市町村が実施する事業」には、介護相

談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、

婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て

行う事業が含まれるものである。 

 

ソ 記録の整備 

  居宅基準条例第２３６条第２項にいう「完結の

日」とは、以下のとおりとする。 

(ｱ) 第１号の特定施設サービス計画については、

当該計画の満了の日 

(ｲ) 第２号の提供した具体的なサービスの内容

等の記録については、サービスを提供した日 

(ｳ) 第３号の身体的拘束等の態様および時間、そ

の際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを

得ない理由の記録については、サービスを提供し

た日 

(ｴ) 第４号の居宅基準条例第２３３条第３項に

規定する結果等の記録については、当該記録を作

成した日 

(ｵ) 第５号の市町村への通知に係る記録につい
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四 第二百三十三条第三項に規定する結果等の記録 

五 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

六 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

七 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

八 施行規則第六十四条第三号に規定する書類 

 

 （準用） 

第二百三十七条 第十二条、第十三条、第二十二条、第二

十七条、第三十四条から第四十一条まで、第五十五条、

第五十六条、第百十条、第百十一条および第百五十九条

の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について

準用する。この場合において、第三十四条中「訪問介護

員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十五条中

「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」

と読み替えるものとする。 

 

 

第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護

の事業の基本方針、人員ならびに設備および運営に関す

る基準 

第一款 この節の趣旨および基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (準用) 

第七十九条 第五条の規定は、指定特定施設入居者生活介

護の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ては、当該記録を作成した日 

(ｶ) 第６号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

(ｷ) 第７号の事故の状況および事故に際して採

った処置についての記録については、当該記録を

作成した日 

(ｸ) 第８号の施行規則第６４条第３号に規定す

る書類については、当該記録を作成した日 

 

 

タ 準用 

居宅基準条例第２３７条の規定により、居宅基準

条例第１２条、第１３条、第２２条、第２７条、第

３４条から第４１条まで、第５５条、第５６条、第

１１０条、第１１１条および第１５９条の規定は、

指定特定施設入居者生活介護の事業に準用される

ものであるため、第３の１の(3)のエ、オ、サ、セ

およびナからハまで、第３の２の(3)のウおよびエ、

第３の６の(3)のカおよびキ、第３の８の(3)のクを

参照されたい。 

 

１１ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 
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 （この節の趣旨） 

第二百三十八条 前各節の規定にかかわらず、外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護（指定特定施設入

居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者によ

り行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否

の確認、利用者の生活相談等（以下「基本サービス」と

いう。）および当該指定特定施設の事業者が委託する指定

居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」

という。）により、当該特定施設サービス計画に基づき行

われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の世話、機能訓練および療養上の世話（以下「受託居宅

サービス」という。）をいう。）の事業を行うものの基本

方針、人員ならびに設備および運営に関する基準につい

ては、この節に定めるところによる。 

 

 （基本方針） 

第二百三十九条 外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受

託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切か

つ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態にな

った場合でも、当該指定特定施設においてその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにす

るものでなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事

業を行う者（以下「外部サービス利用型指定特定施設入
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居者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な

事業運営に努めなければならない。 

 

第二款 人員に関する基準 

 （従業者） 

第二百四十条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生

活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき基本サービ

スを提供する従業者（以下「外部サービス利用型特定施

設従業者」という。）は、次のとおりとする。 

一 生活相談員 

二 介護職員 

三 計画作成担当者 

２ 前項各号に掲げる外部サービス利用型特定施設従業者

の員数その他の配置の基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

所の従業者の員数） 

第八十条 条例第二百四十条第二項に規定する規則で定め

る基準は、員数が次の各号に掲げる外部サービス利用型

特定施設従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であ

ることとする。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百また

はその端数を増すごとに一人以上 

二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十または

その端数を増すごとに一人以上 

三 計画作成担当者 一以上（利用者の数が百またはそ

の端数を増すごとに一を標準とする。） 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生

活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス

利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービ

ス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業と

が同一の施設において一体的に運営されている場合にあ

っては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型

特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者および外部サ

ービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の

 

 

 

(1) 人員に関する基準 

ア 介護職員の数 

居宅基準規則第８０条第２項第２号の介護職員に

ついて、要介護者の利用者の数に、要支援者である

利用者１人を要介護者３分の１人と換算して合計し

た利用者数をもとに、１０またはその端数を増すご

とに１以上と算出するものとする。 

イ 常に１以上確保すべき従業者 

居宅基準規則第８０条第４項の「指定特定施設の

従業者」は、第１項に規定する外部サービス利用型

特定施設従業者に限るものではなく、要介護者およ

び要支援者以外の当該特定施設の入居者に対して生

活相談等のサービスを提供する者等を含むものとす

る。 

ウ 利用者の処遇に支障がない場合に従事することが

できる他の職務 

居宅基準規則第８０条第５項および第６項ならび

に居宅基準条例第２４１条の「他の職務」は、外部

サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る

職務に限るものではなく、要介護者および要支援者

以外の当該特定施設の入居者に対する生活相談等の

サービスの提供を含むものとする。 
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提供を受ける入居者（以下この条において「介護予防

サービスの利用者」という。）の合計数（以下この条に

おいて「総利用者数」という。）が百またはその端数を

増すごとに一人以上 

二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十または

その端数を増すごとに一および介護予防サービスの利

用者の数が三十またはその端数を増すごとに一以上で

あること。 

三 計画作成担当者 一以上（総利用者数が百またはそ

の端数を増すごとに一を標準とする。） 

３ 前二項の利用者および介護予防サービスの利用者の数

ならびに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、

新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者

は、常に一以上の指定特定施設の従業者（第一項の外部

サービス利用型特定施設従業者を含む。）を確保しなけれ

ばならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限り

ではない。 

５ 第一項第一号または第二項第一号の生活相談員のうち

一人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなけ

ればならない。ただし、利用者（第二項の場合にあって

は、利用者および介護予防サービスの利用者）の処遇に

支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従

事することができるものとする。 

６ 第一項第三号または第二項第三号の計画作成担当者

エ 計画作成担当者（居宅基準規則第８０条第６項） 

計画作成担当者は、介護支援専門員をもって充て

ること。 
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 （管理者） 

第二百四十一条 外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に

従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定

特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設

における他の職務に従事し、または同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事することができるものと

する。 

 

第三款 設備に関する基準 

 （設備に関する基準） 

第二百四十二条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活

のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物

は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、

特定施設サービス計画（同項の場合にあっては、特定施

設サービス計画および介護予防特定施設サービス計画）

の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そ

のうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、

利用者（同項の場合にあっては、利用者および介護予防

サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該特

定施設における他の職務に従事することができるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （外部サービス利用型指定特定施設の設備の基準） 

第八十一条 条例第二百四十二条第二項の規則で定める要

件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設備に関する基準 

ア 居宅基準条例第２４２条第２項は、指定短期入所

生活介護の事業に係る居宅基準条例第１５１条第
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または準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設

の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保され

ているものと認めたときは、耐火建築物または準耐火建

築物とすることを要しない。 

３ 指定特定施設は、居室、浴室、便所および食堂を有し

なければならない。ただし、居室の面積が二十五平方メ

ートル以上である場合には、食堂を設けないことができ

るものとする。 

４ 前三項に規定するもののほか、指定特定施設の設備の

基準は、規則で定める。 

５ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生

活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第二百

二十七条第二項に規定する外部サービス利用型指定介護

予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特

定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定

介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービ

ス等基準条例第二百二十六条に規定する外部サービス利

用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の施設において一体的に運営され

ている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準条

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な

構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な

避難が可能なものであること。 

２ 条例第二百四十二条第四項に規定する規則で定める基

準は、次項から第六項までに定めるところによる。 

３ 指定特定施設の居室、浴室、便所および食堂は、次の

基準を満たさなければならない。 

一 居室は、次の基準を満たすこと。 

イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利

用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とする

ことができるものとする。 

ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当

な広さであること。 

ハ 地階に設けてはならないこと。 

ニ 一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下

または広間に直接面して設けること。 

２項と同趣旨である為、第３の８の(2)のウを参照

されたい。 

イ 居宅基準規則第８１条第３項において、居室およ

び食堂についていう「適当な広さ」については、面

積による基準を定めることはせず、利用者の選択に

委ねることとする。このため、具体的な広さについ

ては、利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項であり、利用申込者に対する文書を

交付しての説明および掲示が必要となる。 

ウ 居宅基準規則第８１条第３項第１号イの「利用者

の処遇上必要と認められる場合」とは、例えば夫婦

で居室を利用する場合などであって、事業者の都合

により一方的に２人部屋とすることはできない。な

お、居宅基準規則附則第１１項により、平成１８年

４月１日前から引き続き存在する指定特定施設に

おける定員４人以下の居室については、既存のまた

は既存とみなすことができる養護老人ホームに係

る特定施設における居室については、個室とする規

定を適用しないものとする。 

エ 居宅基準規則第８１条第３項第１号ホおよび同

項第３号の非常通報装置等の設置の規定は、利用者

が居室等にいる場合に病状の急変等の事態が生じ

た場合に、特定施設の従業者が速やかに対応できる

ようにする趣旨で設置を求めるものである。 
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例第二百三十条第一項から第四項までに規定する設備に

関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四款 運営に関する基準 

 （内容および手続きの説明および契約の締結等） 

第二百四十三条 外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者またはその

家族に対し、第二百四十五条の運営規程の概要、従業者

の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担

の内容、受託居宅サービス事業者および受託居宅サービ

ホ 非常通報装置またはこれに代わる設備を設ける

こと。 

二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したも

のとすること。 

三 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を

備えていること。 

四 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有す

ること。 

４ 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動するこ

とが可能な空間と構造を有するものでなければならな

い。 

５ 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備を設けるものとする。 

６ 前三項に定めるもののほか、指定特定施設の設備の基

準については、建築基準法および消防法の定めるところ

による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 運営に関する基準 

ア 内容および手続の説明および契約の締結等 

居宅基準条例第２４３条第１項は、利用者に対し

適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者介護

を提供するため、入居申込者またはその家族に対し、

入居申込者のサービス選択に資すると認められる重

要事項について、わかりやすい説明書やパンフレッ

ト等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、同意
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ス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所（以下

「受託居宅サービス事業所」という。）の名称、受託居宅

サービスの種類、利用料の額およびその改定の方法その

他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居（養

護老人ホームに入居する場合は除く。）および外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契

約を文書により締結しなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭め

るような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居

者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介

護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該

居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続

きをあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなけれ

ばならない。 

４ 第九条第二項および第三項の規定は、第一項の規定に

よる文書の交付について準用する。 

 

 （受託居宅サービスの提供） 

第二百四十四条 外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受

託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を得なければならないこととしたものである。 

「入居申込者のサービス選択に資すると認められ

る重要事項」とは、運営規程の概要、従業者の勤務

の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生

活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分

担の内容、受託居宅サービス事業者および受託居宅

サービス事業所の名称ならびに居宅サービスの種

類、居室、浴室および食堂の概要、要介護状態区分

または要支援状態区分に応じて当該事業者が提供す

る標準的な介護サービスの内容、安否確認の方法お

よび手順、利用料の額およびその改定の方法、事故

発生時の対応等である。 

また、契約書においては、少なくとも、介護サー

ビスの提供の方法、利用料その他費用の額、契約解

除の条件を記載するものとする。 

 

 

 

 

 

 

イ 介護サービスの提供 

(ｱ) 適切かつ円滑な介護サービス提供のための必

要な措置 

居宅基準条例第２４４条第１項は、利用者に対
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サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提

供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的な

サービスの内容等を文書により報告させなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程） 

第二百四十五条 外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、事業の運営に

ついての重要事項であって規則で定めるものに関する規

程（以下この節において「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

所の運営規程に定める事項） 

第八十二条 条例第二百四十五条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数お

よび職務の内容 

三 入居定員および居室数 

し、受託居宅サービス事業者による介護サービス

を適切かつ円滑に提供するため、必要な措置を講

じなければならないこととしたものである。 

「必要な措置」とは、例えば、外部サービス利

用型特定施設従業者および受託居宅サービス事業

所の従業者による会議を開催し、利用者への介護

サービス提供等に係る情報伝達、特定施設サービ

ス計画作成にあたっての協議等を行うことであ

る。 

(ｲ) 介護サービス提供に係る文書による報告 

居宅基準条例第２４４条第２項は、外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、

受託居宅サービス事業者による介護サービス提供

の実施状況を把握するため、介護サービス提供の

日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書に

より報告させることとしたものである。 

 

ウ 運営規程 

居宅基準条例第２４５条は、外部サービス利用型

指定特定施設入居者生活介護の事業の適正な運営お

よび利用者に対する適切な外部サービス利用型指定

特定施設入居者生活介護の提供を確保するため、居

宅基準規則第８２条第１号から第１０号までに掲げ

る事項を内容とする規程を定めることを指定特定施

設ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留
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 （受託居宅サービス事業者への委託） 

第二百四十六条 外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業

務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス

事業所ごとに文書により行わなければならない。 

２ 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者

または指定地域密着型サービス事業者でなければならな

い。 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービス

の種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問

四 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容

および利用料その他の費用の額 

五 受託居宅サービス事業者および受託居宅サービス事

業所の名称および所在地 

六 利用者が他の居室に移る場合の条件および手続 

七 施設の利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意するものとする。 

(ｱ) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護の内容 

「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護の内容」については、利用者の安否の確認、

生活相談、計画作成の方法等を指すものであるこ

と。 

(ｲ) その他運営に関する重要事項 

従業者間で利用者に緊急時対応等を行った場合

の内容について共有するための方法を定めておく

こと。利用者または他の利用者等の生命または身

体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的

拘束等を行う際の手続について定めておくことが

望ましい。 

 

エ 受託居宅サービス事業者への委託 

居宅基準条例第２４６条は、利用者に対する適切

な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護

の提供を確保するため、外部サービス利用型指定特

定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービス

事業者に受託居宅サービスの提供に係る業務を委託

する方法等を規定したものであるが、このほか次の

点に留意するものとする。 

(ｱ) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護事業者は、受託居宅サービス事業者に対する
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看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指

定通所リハビリテーション、第二百四十九条に規定する

指定福祉用具貸与および指定地域密着型サービス基準第

四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者は、事業の開始に当たっては、指定訪問介護、指定訪

問看護および指定通所介護を提供する事業者と、第一項

に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託

する契約を締結するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者は、第三項に規定する受託居宅サービス事業者が提供

する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の

開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外

のものについては、利用者の状況に応じて、第一項に規

定する方法により、これらの提供に関する業務を委託す

る契約を締結するものとする。 

６ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者は、第三項の指定認知症対応型通所介護の提供に関す

る業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結

する場合にあっては、指定特定施設と同一の市町村の区

域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う

受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提

供される契約を締結しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託に係る業務の管理および指揮命令の確実な

実施を確保するため、 当該委託契約において次

に掲げる事項を文書により取り決めなければな

らない。この場合において、外部サービス利用型

指定特定施設入居者生活介護事業者は受 託居宅

サービス事業者に委託した業務を再委託させて

はならない。 

ａ 当該委託の範囲 

ｂ 当該委託に係る業務（以下「委託業務」とい

う。）の実施に当たり遵守すべき条件 

ｃ 受託居宅サービス事業者の従業者により当

該委託業務が居宅基準第１１章第５節の運営

基準に従って適切に行われていることを外部

サービス利用型指定特定施設入居者生活介護

事業者が定期的に確認する旨 

ｄ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生

活介護事業者が当該委託業務に関し受託居宅

サービス事業者に対し指示を行い得る旨 

ｅ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生

活介護事業者が当該委託業務に関し改善の必

要を認め、所要の措置を講じるよう前号の指示

を行った場合において、当該措置が講じられた

ことを外部サービス利用型指定特定施設入居

者生活介護事業者が確認する旨 

ｆ 受託居宅サービス事業者が実施した当該委



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 259/296 

条例 規則 解釈通知 

管理および指揮命令を行うものとする。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について

定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託業務により入居者に賠償すべき事故が発生

した場合における責任の所在 

ｇ その他当該委託業務の適切な実施を確保す

るために必要な事項 

(ｲ) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護事業者は(ｱ)のｃおよびｅの確認の結果の記

録を作成しなければならない。 

(ｳ) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護事業者が行う(ｱ)のｄの指示は、文書により

行わなければならない。 

(ｴ) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護事業者は、居宅基準条例第２４７条第２項の

規定に基づき、(ｱ)のｃおよびｅの確認の結果の

記録を２年間保存しなければならない。 

(ｵ) １の居宅サービスを提供する受託居宅サービ

ス事業者は、複数の事業者とすることも可能であ

る。 

(ｶ) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

事業者は、事業の開始に当たっては、指定訪問介

護、指定訪問看護、指定通所介護のサービスを提

供する事業者と予め契約し、法第７０条第１項お

よび施行規則第１２３条第１項により、当該受託

居宅サービス事業者および当該受託居宅サービ

ス事業所の名称および所在地を記載した書類を

都道府県知事に提出しなければならない。 
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(ｷ) 居宅基準条例第２４６条第７項は、外部サー

ビス利用型特定施設入居者生活介護事業者が、受

託居宅サービス事業者に、業務について必要な指

揮命令をすることを規定しているが、当該指揮命

令には、居宅基準条例第２２６条の身体的拘束等

の禁止ならびに居宅基準条例第２４８条により

準用される第３５条の秘密保持等、第４０条の事

故発生時の対応および第５５条の緊急時の対応

の規定において求められている内容が、当該外部

サービス利用型特定施設入居者生活介護の提供

に当たる受託居宅サービス事業者の従業者によ

っても遵守されることを確保する旨が含まれて

いる。 

 

オ 特定施設サービス計画の作成 

第３の１０の(3)のキによるほか、次の事項に留

意すること。 

(ｱ) 当該特定施設の計画作成担当者は、他の外部

サービス利用型特定施設従業者と受託居宅サー

ビス事業者と協議の上、特定施設サービス計画の

原案を作成すること。 

(ｲ) 受託居宅サービス事業者のサービス計画（訪

問介護計画、訪問看護計画、通所介護計画等）は、

特定施設サービス計画と整合が図られなければ

ならない。 



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 261/296 

条例 規則 解釈通知 

 

 （記録の整備） 

第二百四十七条 外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計および受

託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、第一号、第二号および第七号の記録については

その完結の日から五年間、その他の記録についてはその

完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 特定施設サービス計画 

二 第二百四十四条第二項に規定する受託居宅サービス

事業者から受けた報告に係る記録 

三 前条第八項に規定する結果等の記録 

四 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

五 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

七 次条において準用する第二百二十四条第二項に規定

する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 記録の整備 

居宅基準条例第２４７条第２項にいう「完結の

日」とは、以下のとおりとする。 

(ｱ) 第１号の特定施設サービス計画については、

当該計画の満了の日 

(ｲ) 第２号の受託居宅サービス事業者から受けた

報告に係る記録については、サービスを提供した

日 

(ｳ) 第３号の受託居宅サービスに係る業務の実施

状況の定期的な確認の結果についての記録は、当

該記録を作成した日 

(ｴ) 第４号の市町村への通知に係る記録について

は、当該記録を作成した日 

(ｵ) 第５号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

(ｶ) 第６号の事故の状況および事故に際して採っ

た処置についての記録については、当該記録を作

成した日 

(ｷ) 第７号の提供した具体的なサービスの内容等

の記録については、サービスを提供した日 

(ｸ) 第８号の身体的拘束等の態様および時間、そ

の際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを

得ない理由の記録については、サービスを提供し

た日 
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八 次条において準用する第二百二十六条第五項に規定

する身体的拘束等の態様および時間、その際の利用者

の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録 

九 次条において準用する第二百三十三条第三項に規定

する結果等の記録 

十 施行規則第六十四条第三号に規定する書類 

 

 （準用） 

第二百四十八条 第十二条、第十三条、第二十二条、第二

十七条、第三十四条から第四十一条まで、第五十五条、

第五十六条、第百十条、第百十一条、第二百二十二条か

ら第二百二十七条まで、第二百三十条、第二百三十一条

および第二百三十三条から第二百三十五条までの規定

は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の

事業について準用する。この場合において、第三十四条

中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特

定施設従業者」と、第三十五条中「指定訪問介護事業所」

とあるのは「指定特定施設および受託居宅サービス事業

所」と、第五十五条中「訪問入浴介護従業者」とあるの

は「指定特定施設の従業者」と、第二百二十四条第二項

中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本

サービスを」と、第二百二十七条中「他の特定施設従業

者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業

者および受託居宅サービス事業者」と、第二百三十三条

中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サ

 

 

 

 

 

 

 

 (準用) 

第八十三条 第五条および第七十七条の規定は、外部サー

ビス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について

準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｹ) 第９号の居宅基準条例２３３条第３項に規定

する結果等の記録については、当該記録を作成し

た日 

(ｺ) 第１０号の施行規則第６４条第３号に規定す

る書類については、当該記録を作成した日 

 

 

キ 準用 

居宅基準条例第２４８条の規定により、居宅基準

条例第１２条、第１３条、第２２条、第２７条、第

３４条から第４１条まで、第５５条、第５６条、第

１１０条、第１１１条、第２２２条から第２２７条

まで、第２３０条、第２３１条および第２３３条か

ら第２３５条までの規定は、外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護の事業に準用されるもの

であるため、第３の１の(3)のエ、オ、サ、セ、ナか

らハまで、第３の２の(3)のウ、エ、第３の６の(3)

のカ、キ、第３の１０の(3)のイからキまで、ケ、コ、

シからセまでを参照されたい。 
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ービス」と読み替えるものとする。 

 

第十二章 福祉用具貸与 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第二百四十九条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸

与（以下「指定福祉用具貸与」という。）の事業は、要介

護状態となった場合においても、その利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、

希望およびその置かれている環境を踏まえた適切な福祉

用具（法第八条第十二項に規定する厚生労働大臣が定め

る福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の

援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与すること

により、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓

練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減

を図るものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 （福祉用具専門相談員） 

第二百五十条 指定福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指

定福祉用具貸与事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置

くべき福祉用具専門相談員の員数その他の配置の基準

は、規則で定める。 

 

 

第十二章 福祉用具貸与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （福祉用具専門相談員の員数） 

第八十四条 条例第二百五十条第一項に規定する規則で定

める基準は、福祉用具専門相談員の員数が常勤換算方法

で二以上であることとする。 

２ 条例第二百五十条第二項の規則で定める事業者は、次

の各号に掲げる事業者とし、同項の規則で定める基準は、

 

 

１２ 福祉用具貸与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人員に関する基準 

ア 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準条例

第２５０条） 

(ｱ) 福祉用具専門相談員の範囲については、介護

保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「政令」という。）第４条第１項において定めて
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２ 指定福祉用具貸与事業者が規則で定める事業者の指定

を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指

定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されているときは、規則で定める基準を満たすこ

とをもって、前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該各号に定める基準とする。 

一 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サ

ービス等基準条例第二百三十九条第一項 

二 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予

防サービス等基準条例第二百五十六条第一項 

三 指定特定福祉用具販売事業者 条例第二百六十七条

第一項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いるところであるが、福祉用具貸与に係る指定居

宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、

当該福祉用具貸与に従事させることとなる者が

政令第４条第１項各号に規定する者であるかを

確認する必要がある。 

(ｲ) また、介護保険法施行令等の一部を改正する

政令（平成１８年政令第１５４号）附則第１８条

第２項各号に規定する「都道府県知事が福祉用具

専門相談員指定講習に相当する講習として都道

府県知事が公示するものの課程」に該当するかど

うかについて疑義があるときは、当該指定の申請

をするに当たって、その旨を知事に申し出るもの

とする。 

(ｳ) 指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉

用具専門相談員の員数については、常勤換算方法

で２以上とされているが、当該指定福祉用具貸与

事業者が、指定介護予防福祉用具貸与、指定特定

福祉用具販売または指定介護予防福祉用具販売

に係る事業者の指定を併せて受ける場合であっ

て、これらの指定に係る事業所と指定福祉用具貸

与事業所が一体的に運営される場合については、

常勤換算方法で２以上の福祉用具専門相談員を

配置することをもって、これらの指定に係るすべ

ての人員基準を満たしているものとみなすこと

ができる。したがって、例えば、同一の事業所に
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 （管理者） 

第二百五十一条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用

具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与

事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸

与事業所の他の職務に従事し、または同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

 

第三節 設備に関する基準 

 （設備および備品等） 

第二百五十二条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の

保管および消毒のために必要な設備および器材ならびに

事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほ

か、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備およ

び備品等を備えなければならない。ただし、第二百六十

条第三項の規定に基づき福祉用具の保管または消毒を他

の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管ま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （設備および備品等の基準） 

第八十五条 条例第二百五十二条第二項に規定する規則で

定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 福祉用具の保管のために必要な設備 

イ 清潔であること。 

ロ 既に消毒または補修がなされている福祉用具と

それ以外の福祉用具を区分することが可能である

こと。 

おいて、指定福祉用具貸与、指定介護予防福祉用

具貸与、指定特定福祉用具販売および指定介護予

防福祉用具販売の４つの指定を併せて受けてい

る場合であっても、これらの運営が一体的になさ

れているのであれば、福祉用具専門相談員は常勤

換算方法で２人でもって足りるものである。 

 

イ 管理者（居宅基準条例第２５１条） 

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第３の１の

(1)のウを参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設備に関する基準 

ア 居宅基準条例第２５２条第１項に規定する必要

な広さの区画については、利用申込みの受付、相談

等に対応するのに適切なスペースを確保するもの

とする。 

イ 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与に

必要な設備および備品等を確保するものとする。た

だし、他の事業所または施設等と同一敷地内にある
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たは消毒のために必要な設備または器材を有しないこと

ができるものとする。 

２ 前項に規定する設備および備品等の基準は、規則で定

める。 

３ 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与

事業者（指定介護予防サービス等基準条例第二百三十九

条第一項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定福祉

用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与（指定介護

予防サービス等基準条例第二百三十八条に規定する指定

介護予防福祉用具貸与をいう。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、指定

介護予防サービス等基準条例第二百四十一条第一項およ

び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをも

って、前二項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 （利用料等の受領） 

第二百五十三条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受

領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際に

は、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉

用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指

定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費

の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。 

二 福祉用具の消毒のために必要な器材 

当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具

の種類および材質等からみて適切な消毒効果を有

するものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （費用） 

第八十六条 条例第二百五十三条第三項の規則で定める費

用は、次に掲げる費用とする。 

一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉

用具貸与を行う場合の交通費 

二 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該

措置に要する費用 

場合であって、指定福祉用具貸与の事業および当該

他の事業所または施設等の運営に支障がない場合

は、当該他の事業所または施設等に備え付けられた

設備および備品等を使用することができるものと

する。 

ウ 居宅基準規則第８５条第１号ロは、既に消毒また

は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉

用具の区分について、保管室を別にするほか、つい

立ての設置等両者を保管する区域を明確に区分す

るための措置が講じられていることをいうもので

ある。 

エ 同条第２号に定める福祉用具の消毒のために必

要な器材とは、居宅基準条例第２６０条第２項の規

定による消毒の方法により消毒を行うために必要

な器材をいう。 

 

 

 

 (3) 運営に関する基準 

ア 利用料等の受領 

(ｱ) 居宅基準条例第２５３条第１項、第２項およ

び第４項は、指定訪問介護に係る居宅基準条例第

２１条第１項、第２項および第４項と同趣旨であ

るため、第３の１の(3)のコの(ｱ)、(ｲ)および(ｴ)

を参照されたい。なお、指定福祉用具貸与は継続
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２ 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに

該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者

から支払いを受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に

係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差

額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、前二項の支払いを受ける

額のほか、規則で定める費用の額の支払いを利用者から

受けることができる。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサ

ービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者または

その家族に対し、当該サービスの内容および費用につい

て説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日ま

でに利用者から利用料またはその一部の支払がなく、そ

の後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じ

ない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回

収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中

止することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的な契約であるとともに利用者と対面する機会

が少ないことから、指定福祉用具貸与事業者は、

利用者から前払いにより数箇月分の利用料を徴

収することも可能とするが、この場合であって

も、要介護者の要介護認定の有効期間を超える分

について前払いにより利用料を徴収してはなら

ない。 

(ｲ) 居宅基準条例第２５３条第３項は、指定福祉

用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供に関

し、 

ａ 通常の事業の実施地域以外の地域において

指定福祉用具貸与を行う場合の交通費 

ｂ 福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以

上の従事者やクレーン車が必要になる場合等

特別な措置が必要な場合の当該措置に要する

費用 

については、前２項の利用料のほかに、利用者か

ら支払いを受けることができるものとし、介護保

険給付の対象となっているサービスと明確に区

分されないあいまいな名目による費用の支払い

を受けることは認めないこととしたものである。 

(ｳ) 同条第５項は、利用者がその負担すべき利用

料を支払わずに、福祉用具を使用し続ける事態を

防止するため、そのような場合には指定福祉用具

貸与事業者が福祉用具を回収すること等により、
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 （指定福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第二百五十四条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状

態の軽減または悪化の防止ならびに利用者を介護する者

の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的

に適切に行わなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正

常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福

祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなけ

ればならない。 

 

 （指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第二百五十五条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具

貸与の方針は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第八十七条 条例第二百五十五条に規定する規則で定める

方針は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、条例第二百

五十六条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基づ

き、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよ

う、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録

等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料

等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係

る同意を得るものとする。 

二 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福

当該指定福祉用具貸与の提供を中止できる旨を

定めたものである。 

 

イ 指定福祉用具貸与の基本取扱方針 

居宅基準条例第２５４条第２項は、指定福祉用具

貸与においては、福祉用具が様々な利用者に利用さ

れることから、その衛生と安全性に十分留意するこ

ととしたものである。 

 

 

 

 

 

 

ウ 指定福祉用具貸与の具体的取扱方針および福祉

用具貸与計画の作成 

(ｱ) 居宅基準条例第２５５条は、指定福祉用具貸

与に係る福祉用具専門相談員の業務の方針、手続

きを明確にしたものであり、福祉用具専門相談員

は原則としてこれらの手続きを自ら行う必要が

ある。なお、居宅基準規則第８７条第４号の福祉

用具の修理については、専門的な技術を有する者

に行わせても差し支えないが、この場合にあって

も、専門相談員が責任をもって修理後の点検を行

うものとする。 



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 269/296 

条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行

う。 

三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身

体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、

当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時

の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説

明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福

祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。 

四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等か

らの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を

確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行

う。 

五 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけら

れる場合には、当該計画に指定福祉用具貸与が必要な

理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支

援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討

された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サ

ービス計画に記載されるように必要な措置を講じるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 同条第３号は、指定福祉用具貸与の提供に当

たっての調整、説明および使用方法の指導につい

て規定したものであるが、特に、電動車いす、移

動用リフト等の使用に際し安全性の面から注意

が必要な福祉用具については、訓練操作の必要性

等利用に際しての注意事項について十分説明す

るものとする。また、自動排泄処理装置等の使用

に際し衛生管理の面から注意が必要な福祉用具

については、利用者または家族等が日常的に行わ

なければならない衛生管理（洗浄、点検等）につ

いて十分説明するものとする。 

なお、同号の「福祉用具の使用方法、使用上の

留意事項、故障時の対応等を記載した文書」は、

当該福祉用具の製造事業者、指定福祉用具貸与事

業者等の作成した取扱説明書をいうものである。 

(ｳ) 同条第４号は、指定福祉用具貸与の提供に当

たっての随時の使用方法の確認および指導・修理

について規定したものであるが、特に自動排泄処

理装置等の使用に際し衛生管理の面から注意が

必要な福祉用具については、当該福祉用具の製造

事業者が規定するメンテナンス要領等に則り、定

期的な使用状況の確認、衛生管理、保守・点検を

確実に実施すること。 

(ｴ) 同条第５号は、居宅サービス計画に指定福祉

用具貸与が位置づけられる場合、主治の医師から
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（福祉用具貸与計画の作成） 

第二百五十六条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、

心身の状況およびその置かれている環境を踏まえ、指定

福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成

しなければならない。この場合において、指定特定福祉

用具販売の利用があるときは、第二百七十四条第一項に

規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成

されなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の情報伝達およびサービス担当者会議の結果を

踏まえ、介護支援専門員は、当該計画へ指定福祉

用具貸与の必要な理由の記載が必要となるため、

福祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者

会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための

助言および情報提供を行う等の必要な措置を講

じなければならない。 

また、必要に応じて随時、介護支援専門員は、

同様の手続により、その必要な理由を記載した内

容が、現在の利用者の心身の状況およびその置か

れている環境等に照らして、妥当なものかどうか

の検証が必要となるため、福祉用具専門相談員は、

サービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切

な選定のための助言および情報提供を行う等の必

要な措置を講じなければならない。 

 

(ｵ) 福祉用具貸与計画の作成 

ａ 居宅基準条例第２５６条第１項は、福祉用具

専門相談員が利用者ごとに、福祉用具貸与計画

を作成しなければならないこととしたもので

ある。なお、指定特定福祉用具販売の利用があ

る場合は、指定福祉用具貸与と指定特定福祉用

具販売に係る計画は、一体的に作成すること。 

ｂ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画に

は、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の
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２ 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成さ

れている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当

たっては、その内容について利用者またはその家族に対

して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した

際には、当該福祉用具貸与計画を利用者に交付しなけれ

ばならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、

当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に

応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。 

６ 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する福祉

用具貸与計画の変更について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機種、当該機種を選定した理由等を記載するこ

と。その他、関係者間で共有すべき情報（福祉

用具使用時の注意事項等）がある場合には、留

意事項に記載すること。 

なお、福祉用具貸与計画の様式については、

各事業所ごとに定めるもので差し支えない。 

ｃ 福祉用具貸与計画は、居宅サービス計画に沿

って作成されなければならないこととしたも

のである。 

なお、福祉用具貸与計画を作成後に居宅サー

ビス計画が作成された場合は、当該福祉用具貸

与計画が居宅サービス計画に沿ったものであ

るか確認し、必要に応じて変更するものとす

る。 

ｄ 福祉用具貸与計画は、利用者の心身の状況、

希望およびその置かれている環境を踏まえて

作成されなければならないものであり、サービ

ス内容等への利用者の意向の反映の機会を保

障するため、福祉用具専門相談員は、福祉用具

貸与計画の作成に当たっては、その内容等を説

明した上で利用者の同意を得なければならず、

また、当該福祉用具貸与計画を利用者に交付し

なければならない。 

なお、福祉用具貸与計画は、居宅基準条例

第２６２条第２項の規定に基づき、５年間保
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 （運営規程） 

第二百五十七条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用

具貸与事業所ごとに、事業の運営についての重要事項で

あって規則で定めるものに関する規程（以下この章にお

いて「運営規程」という。）を定めておかなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第八十八条 条例第二百五十七条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目および

利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存しなければならない。 

 

エ 運営規程 

居宅基準条例第２５７条は、指定福祉用具貸与の

事業の適正な運営および利用者に対する適切な指定

福祉用具貸与の提供を確保するため、居宅基準規則

第８８条第１号から第６号までに掲げる事項を内容

とする規定を定めることを指定福祉用具貸与事業所

ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留意

するものとする。 

(ｱ) 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目

および利用料その他の費用の額（第４号） 

「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具

の選定の援助、納品および使用方法の指導の方法

等を指すものであること。「利用料」としては、法

定代理受領サービスである指定福祉用具貸与に係

る利用料（１割負担）、法定代理受領サービスでな

い指定福祉用具貸与の利用料を、「その他の費用の

額」としては、居宅基準条例第２５３条第３項に

より徴収が認められている費用の額ならびに必要

に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定

するものであるが、個々の福祉用具の利用料につ

いては、その額の設定の方式（利用期間に暦月に

よる１月に満たない端数がある場合の算定方法

等）および目録（居宅基準条例第２６１条第２項
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 （適切な研修の機会の確保） 

第二百五十八条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専

門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切

な研修の機会を確保しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 （福祉用具の取扱種目） 

第二百五十九条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身

体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、

できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしな

ければならない。 

 

 （衛生管理等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に規定する目録をいう。）に記載されている旨を記

載すれば足りるものとし、運営規定には必ずしも

額自体の記載を要しないものである。 

(ｲ) その他運営に関する重要事項（第６号） 

カ(ｱ)の標準作業書に記載された福祉用具の消

毒の方法について規定すること。 

 

オ 適切な研修の機会の確保（居宅基準条例第２５８

条） 

福祉用具の種類が多種多様であり、かつ、常に新

しい機能を有するものが開発されるとともに、要介

護者の要望は多様であるため、福祉用具専門相談員

は常に最新の専門的知識に基づいた情報提供、選定

の相談等を行うことが求められる。このため、指定

福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員に福祉

用具の構造、使用方法等についての継続的な研修を

定期的かつ計画的に受けさせなければならないこと

としたものである。 

 

 

 

 

 

 

カ 衛生管理等（居宅基準第２６０条） 
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第二百六十条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔

の保持および健康状態について、必要な管理を行わなけ

ればならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、そ

の種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法に

より速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福

祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保

管しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、

福祉用具の保管または消毒を委託等により他の事業者に

行わせることができる。この場合において、当該指定福

祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において

保管または消毒が適切な方法により行われることを担保

しなければならない。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用

具の保管または消毒を委託等により他の事業者に行わせ

る場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況につい

て定期的に確認し、その結果等を記録しなければならな

い。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備および備品

について、衛生的な管理に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法お

よび消毒器材の保守点検の方法を記載した標準

作業書を作成し、これに従い熱湯による消毒、消

毒液を用いた拭清等、その種類、材質等からみて

適切な消毒効果を有する方法により消毒を行う

ものとする。 

なお、自動排泄処理装置を取り扱う場合は、

当該自動排泄処理装置の製造事業者が規定するメ

ンテナンス要領等に則り、利用者を変更する場合

に必要とされる衛生管理（分解洗浄、部品交換、

動作確認等）が確実に実施されるよう、特に留意

すること。 

(ｲ) 第３項の規定により、福祉用具の保管または

消毒の業務の全部または一部を他の事業者（当該

指定福祉用具貸与事業者が運営する他の事業所

および指定福祉用具貸与事業者に福祉用具を貸

与する事業者を含む。以下「受託者等」という。）

に行わせる指定福祉用具貸与事業者（以下この項

において「指定事業者」という。）は、当該保管

または消毒の業務が適切な方法により行われる

ことを担保するため、当該保管または消毒の業務

に係る委託契約（当該指定福祉用具貸与事業者が

運営する他の事業所に当該保管または消毒の業

務を行わせる場合にあっては、業務規定等）にお

いて次に掲げる事項を文書により取り決めなけ
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ればならない。 

ａ 当該委託等の範囲 

ｂ 当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守

すべき条件 

ｃ 受託者等の従業者により当該委託等がなさ

れた業務（以下「委託等業務」という）が居宅

基準条例第１２章第４節の運営基準に従って

適切に行われていることを指定事業者が定期

的に確認する旨 

ｄ 指定事業者が当該委託等業務に関し受託者

等に対し指示を行い得る旨 

ｅ 指定事業者が当該委託等業務に関し改善の

必要を認め、所用の措置を講じるよう前号の指

示を行った場合において当該措置が講じられ

たことを指定事業者が確認する旨 

ｆ 受託者等が実施した当該委託等業務により

利用者に賠償すべき事故が発生した場合にお

ける責任の所在 

ｇ その他当該委託等業務の適切な実施を確保

するために必要な事項 

(ｳ) 指定事業者は(ｲ)のｃおよびｅの確認の結果の

記録を作成しなければならない。 

(ｴ) 指定事業者が行う(ｲ)のｄの指示は、文書により

行われなければならない。 

(ｵ) 指定福祉用具貸与事業者は、居宅基準条例第２
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 （掲示および目録の備え付け） 

第二百六十一条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見

やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しな

ければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択

に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱

う福祉用具の品名および品名ごとの利用料その他の必要

事項が記載された目録等を備え付けなければならない。 

 

 （記録の整備） 

第二百六十二条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設

備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉

用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、第一号および第二号の記録についてはその完結の日

から五年間、その他の記録についてはその完結の日から

二年間保存しなければならない。 

一 福祉用具貸与計画 

二 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６２条第２項の規定に基づき、(ｲ)のｃおよびｅの

確認の結果の記録を２年間保存しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 記録の整備 

居宅基準条例第２６２条第２項にいう「完結の

日」とは、以下のとおりとする。 

(ｱ) 第１号の福祉用具貸与計画については、当該

計画の満了の日 

(ｲ) 第２号の提供した具体的なサービスの内容

等の記録については、サービスを提供した日 

(ｳ) 第３号の結果等の記録については、業務の実

施状況について確認した日 

(ｴ) 第４号の市町村への通知に係る記録につい

ては、当該記録を作成した日 
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供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第二百六十条第四項に規定する結果等の記録 

四 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

五 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

 

 （準用） 

第二百六十三条 第九条から第二十条まで、第二十二条、

第二十七条、第三十五条から第四十一条まで、第五十六

条ならびに第百八条第一項および第二項の規定は、指定

福祉用具貸与の事業について準用する。この場合におい

て、第九条第一項中「第三十条」とあるのは「第二百五

十七条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門

相談員」と、第十一条中「以下同じ。）」とあるのは「以

下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第十五条第二

項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談または助言」

と、第十九条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」

と、「初回訪問時および利用者」とあるのは「利用者」と、

第二十条中「提供日および内容」とあるのは「提供の開

始日および終了日ならびに種目および品名」と、第二十

二条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百八条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第八十九条 第三条および第五条の規定は、指定福祉用具

貸与の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) 第５号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 

(ｶ) 第６号の事故の状況および事故に際して採っ

た処置についての記録については、当該記録を作

成した日 

 

 

 

 

 

ク 準用 

居宅基準条例第２６３条の規定により、居宅基準

条例第９条から第２０条まで、第２２条、第２７条、

第３５条から第４１条まで、第５６条ならびに第１

０８条第１項および第２項の規定は、指定福祉用具

貸与の事業について準用されるため、第３の１の(3)

のアからケまで、サ、セおよびナからハまで、第３

の２の(3)のエならびに第３の６の(3)のオを参照さ

れたい。この場合において、次の点に留意するもの

とする。 

(ｱ) 居宅基準条例第１１条中「以下同じ。)」とあ

るのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」

と、第１５条第２項中「適切な指導」とあるのは

「適切な相談または助言」と、第１９条中「初回

訪問時および利用者」とあるのは「利用者」と、
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第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替

えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準 

 （福祉用具専門相談員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （基準該当福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員の

第２０条中「提供日および内容」とあるのは「提

供の開始日および終了日ならびに種目および品

名」と、第２２条中「内容」とあるのは「種目、

品名」と、第１０８条第２項中「処遇」とあるの

は「サービス利用」と読み替えられるものである。 

(ｲ) 準用される居宅基準条例第１０８条第１項お

よび第２項については、次の点に留意すること。 

ａ 指定福祉用具貸与事業所ごとに、福祉用具専

門相談員の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、

管理者との兼務関係等を勤務表上明確にする

こと。 

ｂ 福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用

方法の指導等については、当該指定福祉用具貸

与事業所の従業者たる福祉用具専門相談員が

行わなければならないが、福祉用具の運搬、回

収、修理、保管、消毒等の利用者のサービスの

利用に直接影響を及ぼさない業務については、

福祉用具専門相談員以外の者または第三者に

行わせることが認められるものとしたもので

ある。なお、保管または消毒を第三者に委託等

する場合は、居宅基準条例第２６０条第３項の

規定に留意すること。 

 

(4) 基準該当福祉用具貸与に関する基準 

ア 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準条例
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第二百六十四条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用

具貸与またはこれに相当するサービス（以下「基準該当

福祉用具貸与」という。）の事業を行う者が、当該事業を

行う事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数そ

の他の配置の基準は、規則で定める。 

２ 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉

用具貸与（指定介護予防サービス等基準条例第二百五十

三条第一項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与を

いう。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については、同項に

規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

 

 （準用） 

第二百六十五条 第九条から第十五条まで、第十七条から

第二十条まで、第二十二条、第二十七条、第三十五条か

ら第三十七条まで、第三十八条（第五項および第六項を

除く。）、第三十九条から第四十一条まで、第五十六条、

第百八条第一項および第二項、第二百四十九条、第二百

五十一条、第二百五十二条ならびに第四節（第二百五十

三条第一項および第二百六十三条を除く。）の規定は、基

準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合におい

て、第九条第一項中「第三十条」とあるのは「第二百五

十七条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門

員数） 

第九十条 条例二百六十四条第一項に規定する配置の基準

は、福祉用具専門相談員の員数が常勤換算方法で二以上

であることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第九十一条 第三条、第五条および第八十五条から第八十

八条までの規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

第２６４条） 

基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防

福祉用具貸与の事業とが、同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、基準該当介

護予防福祉用具貸与事業所で福祉用具専門相談員の

員数を満たすことをもって、基準該当福祉用具貸与

事業所での員数を満たしているものとみなすことが

できる。 

 

 

 

 

 

 

イ 準用 

居宅基準条例第２６５条の規定により、居宅基準

条例第９条から第１５条まで、第１７条から第２０

条まで、第２２条、第２７条、第３５条から第３７

条まで、第３８条（第５項および第６項を除く。）、

第３９条から第４１条まで、第５６条、第１０８条

第１項および第２項、第２４９条、第２５１条、第

２５２条ならびに第４節（第２５３条第１項および

第２６３条を除く。）の規定は、基準該当福祉用具貸

与の事業に準用されるものであるため、第３の１の

(3)のアからオまで、キからケまで、サ、セおよびナ
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相談員」と、第十一条中「実施地域」とあるのは「実施

地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十五条第二項中

「適切な指導」とあるのは「適切な相談または助言」と、

第十九条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、

第二十条中「提供日および内容、当該指定訪問介護につ

いて法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって

支払いを受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提

供の開始日および終了日、種目、品名」と、第二十二条

中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」

とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百八条第二

項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第二百

五十三条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない

指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」

と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み

替えるものとする。 

 

 

 

 

第十三章 特定福祉用具販売 

第一節 基本方針 

 （基本方針） 

第二百六十六条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用

具販売（以下「指定特定福祉用具販売」という。）の事業

は、要介護状態となった場合においても、その利用者が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十三章 特定福祉用具販売 

 

 

 

 

 

からハまで、第３の２の(3)のエ、第３の６の(3)の

オならびに第３の１２の(1)イから(3)(クを除く。)

までを参照されたい。なお、この場合において、準

用される居宅基準条例第２５３条第２項の規定は、

基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受領する

利用料について、当該サービスが結果的に保険給付

の対象となる場合も、ならない場合も、特例居宅介

護サービス費を算定するための基準となる費用の額

（１００分の９０を乗ずる前の額）との間に不合理

な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に

保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給

付の対象とならないサービスの利用料との間に、一

方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額

を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事

業所による福祉用具貸与が複数の市町村において基

準該当福祉用具貸与と認められる場合には、利用者

の住所地によって利用料が異なることは認められな

いものである。 

 

１３ 特定福祉用具販売 
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可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身

の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえた適

切な特定福祉用具（法第八条第十三項に規定する厚生労

働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章におい

て同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福

祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便

宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介

護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 （福祉用具専門相談員） 

第二百六十七条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者

（以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定特定福祉用具販売事業所」

という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数その

他の配置の基準は、規則で定める。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が規則で定める事業者の

指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業

と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されているときは、規則で定める基準を

満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

 

 （管理者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （福祉用具専門相談員の員数） 

第九十二条 条例第二百六十七条第一項に規定する規則で

定める基準は、福祉用具専門相談員の員数が常勤換算方

法で二以上であることとする。 

２ 条例第二百六十七条第二項の規則で定める事業者は、

次の各号に掲げる事業者とし、同項の規則で定める基準

は、当該各号に定める基準とする。 

一 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サ

ービス等基準条例第二百三十九条第一項 

二 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予

防サービス等基準条例第二百五十六条第一項 

三 指定福祉用具貸与事業者 第二百五十条第一項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人員に関する基準 

ア 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準条例

第２６７条第１項） 

福祉用具貸与の場合と同趣旨であるため、第３の

１２の(1)のアを参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 管理者（居宅基準条例第２６８条） 
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第二百六十八条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特

定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定

福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指

定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、または

同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。 

 

第三節 設備に関する基準 

 （設備および備品等） 

第二百六十九条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の

運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定

特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備および備

品等を備えなければならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉

用具販売事業者（指定介護予防サービス等基準条例第二

百五十六条第一項に規定する指定特定介護予防福祉用具

販売事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福

祉用具販売（指定介護予防サービス等基準条例第二百五

十五条に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、指定介護予防サービス等基準条例第二

百五十八条第一項に規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって、前項に規定する基準を満たしているもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第３の１の

(1)のウを参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設備に関する基準 

ア 居宅基準条例第２６９条に規定する必要な広さの

区画については、購入申込の受付、相談等に対応す

るのに適切なスペースを確保するものとする。 

イ 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用

具販売に必要な設備および備品等を確保するもの

とする。ただし、他の事業所または施設等と同一敷

地内にある場合であって、指定特定福祉用具販売の

事業および当該他の事業所または施設等の運営に

支障がない場合は、当該他の事業所または施設等に

備え付けられた設備および備品等を使用すること

ができるものとする。 
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とみなすことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 （サービスの提供の記録） 

第二百七十条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定

福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサー

ビスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出が

あった場合には、文書の交付その他適切な方法により、

その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （販売費用の額等の受領） 

第二百七十一条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特

定福祉用具販売を提供した際には、法第四十四条第三項

に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の

額（以下「販売費用の額」という。）の支払いを受けるも

のとする。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の支払いを受け

る額のほか、規則で定める費用の額の支払いを利用者か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （費用） 

第九十三条 条例第二百七十一条第二項の規則で定める費

用は、次に掲げる費用とする。 

一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定

福祉用具販売を行う場合の交通費 

二 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当

該措置に要する費用 

 

 

 

(3) 運営に関する基準 

ア サービス提供の記録 

居宅基準条例第２７０条は、当該特定福祉用具販

売の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利

用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとと

もに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、

利用者からの申出があった場合には、文書の交付そ

の他適切な方法により、その情報を利用者に対して

提供しなければならないこととしたものである。 

また、「その他の適切な方法」とは、例えば、利用

者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。 

なお、提供した具体的なサービス内容等の記録は、

居宅基準条例第２７５条第２項に基づき、５年間保

存しなければならない。 

 

イ 販売費用の額等の受領 

(ｱ) 居宅基準条例第２７１条第１項に規定する

「販売費用の額」とは、法第４４条第３項に規定

する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用

の額であり、その費用には、通常の事業の実施地

域において特定福祉用具販売を行う場合の交通

費等が含まれることとする。 

(ｲ) 居宅基準規則第９３条は、指定特定福祉用具
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ら受けることができる。 

３ 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者ま

たはその家族に対し、当該サービスの内容および費用に

ついて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 

第二百七十二条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特

定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払いを受けた場

合は、規則で定める事項を記載した書面を利用者に対し

て交付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （保険給付の申請に必要となる書類等に記載する事項） 

第九十四条 条例第二百七十二条の規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

一 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称 

二 販売した特定福祉用具の種目および品目の名称およ

び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載し

た証明書 

三 領収書 

販売事業者は、指定特定福祉用具販売の提供に関

し、 

ａ 通常の事業の実施地域以外の地域において

指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費 

ｂ 特定福祉用具の搬入に通常必要となる人数

以上の従事者が必要になる場合等特別な措置

が必要な場合の当該措置に要する費用 

については、居宅基準条例第２７１条第１項の費

用のほかに、利用者から支払いを受けることがで

きるものとし、介護保険給付の対象となっている

サービスと明確に区分されないあいまいな名目

による費用の支払いを受けることは認めないこ

ととしたものである。 

(ｳ) 居宅基準条例第２７１条第３項は、指定訪問

介護に係る第２１条第４項と同趣旨であるため、

第３の１の(3)のコの(ｴ)を参照されたい。 

 

ウ 保険給付の申請に必要となる書類等の交付 

居宅基準条例第２７２条は、指定特定福祉用具販

売事業者が指定特定福祉用具販売に係る販売費用の

額の支払いを受けた場合は、 

(ｱ) 当該指定特定福祉用具事業所の名称、提供し

た特定福祉用具の種目の名称、品目の名称および

販売費用の額その他保険給付の申請のために必

要と認められる事項を記載した証明書 
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 （指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第二百七十三条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉

用具販売の方針は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定

福祉用具の概要 

 

 

 

 （指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第九十五条 条例第二百七十三条に規定する規則で定める

方針は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、条例第

二百七十四条第一項に規定する特定福祉用具販売計画

に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使

用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとと

もに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使

用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別

の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。 

二 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売す

る特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、

点検を行う。 

三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者

の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うと

ともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意

事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明

を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定

福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。 

四 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づ

(ｲ) 領収書 

(ｳ) 当該特定福祉用具販売のパンフレットその他

の当該特定福祉用具の概要 

を利用者に対し、交付することとされている。 

 

エ 指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針および

特定福祉用具販売計画の作成 

(ｱ) 居宅基準規則第９５条は、指定特定福祉用具

販売に係る福祉用具専門相談員の業務の方針、手

続きを明確にしたものであり、福祉用具専門相談

員は原則としてこれらの手続きを自ら行う必要

がある。 

(ｲ) 同条第３号は、指定特定福祉用具販売の提供

に当たっての調整、説明および使用方法の指導に

ついて規定したものであるが、特に、腰掛便座、

自動排泄処理装置の交換可能部品等の使用に際

し衛生面から注意が必要な福祉用具については、

衛生管理の必要性等利用に際しての注意事項を

十分説明するものとする。なお、同号の「福祉用

具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応

等を記載した文書」は、当該特定福祉用具の製造

事業者、指定特定福祉用具販売事業者等の作成し

た取扱説明書をいうものである。 

(ｳ) 同条第４号は、居宅サービス計画に指定特定

福祉用具販売が位置付けられる場合、主治の医師
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（特定福祉用具販売計画の作成） 

第二百七十四条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の

状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、指

定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売

計画を作成しなければならない。この場合において、指

定福祉用具貸与の利用があるときは、第二百五十六条第

一項に規定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作

成しなければならない。 

２ 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作

成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿

って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成

に当たっては、その内容について利用者またはその家族

に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成

した際には、当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付

けられる場合には、当該計画に特定福祉用具販売が必

要な理由が記載されるように必要な措置を講じるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

からの情報伝達およびサービス担当者会議の結

果を踏まえ、介護支援専門員は、当該計画へ指定

特定福祉用具販売の必要な理由の記載が必要と

なるため、福祉用具専門相談員は、これらのサー

ビス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選

定のための助言および情報提供を行う等の必要

な措置を講じなければならない。 

 

(ｴ) 特定福祉用具販売計画の作成 

ａ 居宅基準条例第２７４条第１項は、福祉用具

専門相談員が利用者ごとに、特定福祉用具販売

計画を作成しなければならないこととしたも

のである。なお、指定福祉用具貸与の利用があ

る場合は、指定福祉用具貸与と指定特定福祉用

具販売に係る計画は、一体的に作成すること。 

ｂ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計

画には、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用

具の機種、当該機種を選定した理由等を記載す

ること。その他、関係者間で共有すべき情報（福

祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、

留意事項に記載すること。 

なお、既に居宅サービス計画が作成されてい

る場合には、当該計画に沿って特定福祉用具販

売計画を立案すること。また、特定福祉用具販

売計画の様式については、各事業所ごとに定め
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しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第二百七十五条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、

設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定

特定福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、第一号および第二号の記録についてはその完

結の日から五年間、その他の記録についてはその完結の

日から二年間保存しなければならない。 

一 特定福祉用具販売計画 

二 第二百七十条に規定する提供した具体的なサービス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るもので差し支えない。 

ｃ 特定福祉用具販売計画は、利用者の心身の状

況、希望およびその置かれている環境を踏まえ

て作成されなければならないものであり、サー

ビス内容等への利用者の意向の反映の機会を

保障するため、福祉用具専門相談員は、特定福

祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容

等を説明した上で利用者の同意を得なければ

ならず、また、当該特定福祉用具販売計画を利

用者に交付しなければならない。 

なお、特定福祉用具販売計画は、居宅基準条

例第２７５条第２項の規定に基づき、５年間保

存しなければならない。 

 

オ 記録の整備 

居宅基準条例第２７５条第２項にいう「完結の

日」とは、以下のとおりとする。 

(ｱ) 第１号の特定福祉用具販売計画については、

当該計画の満了の日 

(ｲ) 第２号の提供した具体的なサービスの内容

等の記録については、サービスを提供した日 

(ｳ) 第３号の市町村への通知に係る記録につい

ては、当該記録を作成した日 

(ｴ) 第４号の苦情の内容等の記録については、当

該記録を作成した日 
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の内容等の記録 

三 次条において準用する第二十七条に規定する市町村

への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十八条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

五 次条において準用する第四十条第二項に規定する事

故の状況および事故に際して採った処置についての記

録 

 

 （準用） 

第二百七十六条 第九条から第十五条まで、第十七条から

第十九条まで、第二十七条、第三十三条、第三十五条か

ら第四十一条まで、第五十六条、第百八条第一項および

第二項、第二百五十四条、第二百五十七条から第二百五

十九条までならびに第二百六十一条の規定は、指定特定

福祉用具販売の事業について準用する。この場合におい

て、第九条第一項中「第三十条」とあるのは「第二百七

十六条において準用する第二百五十七条」と、「訪問介護

員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十一条

中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う特

定福祉用具の種目」と、第十五条第二項中「適切な指導」

とあるのは「適切な相談または助言」と、第十九条中「訪

問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時およ

び利用者」とあるのは「利用者」と、第百八条第二項中

「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第二百五十四

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 （準用） 

第九十六条 第三条、第五条および第八十八条の規定は、

指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場

合において、第八十八条中「利用料」とあるのは「販売

費用の額」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) 第５号の事故の状況および事故に際して採っ

た処置についての記録については、当該記録を作

成した日 

 

 

  

 

 

 

カ 準用 

居宅基準条例第２７６条の規定により、居宅基準

条例第９条から第１５条まで、第１７条から第１９

条まで、第２７条、第３３条、第３５条から第４１

条まで、第５６条、第１０８条第１項および第２項、

第２５４条、第２５７から第２５９条までならびに

第２６１条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業

について準用されるため、第３の１の(3)のアからオ

まで、キおよびク、セ、トからハまで、第３の２の

(3)のエ、第３の６の(3)のオ、第３の１２の(3)のイ、

エおよびオを参照されたい。 

この場合において、次の点に留意するものとす

る。 

(ｱ) 居宅基準条例第１１条中「以下同じ。）」とあ

るのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の

種目」と、第１５条第２項中「適切な指導」とあ



【3 段表】指定居宅サービス（25.6.18 改正）.docx 289/296 

条例 規則 解釈通知 

条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」

とあるのは「販売」と、第二百五十八条および第二百五

十九条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読

み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るのは「適切な相談または助言」と、第１９条中

「初回訪問時および利用者」とあるのは「利用者」

と、第１０８条第２項中「処遇」とあるのは「サ

ービス利用」と、第２５４条中「福祉用具」とあ

るのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは

「販売」と、第２５８条および第２５９条中「福

祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、居宅基

準規則第８８条中「利用料」とあるのは「販売費

用の額」と読み替えられるものである。 

(ｲ) 準用される居宅基準条例第１０８条第１項お

よび第２項については、次の点に留意すること。 

ａ 指定特定福祉用具販売事業所ごとに、福祉用

具専門相談員の日々の勤務時間、常勤・非常勤

の別、管理者との兼務関係等を勤務表上明確に

すること。 

ｂ 特定福祉用具の選定の援助、機能等の点検、

使用方法の指導等については、当該指定福祉用

具貸与事業所の従業者たる福祉用具専門相談

員が行うべきであるが、特定福祉用具に係る運

搬等の利用者のサービスの利用に直接影響を

及ぼさない業務については、福祉用具専門相談

員以外の者または第三者に行わせることが認

められるものとしたものである。 

(ｳ) 準用される居宅基準規則第８８条について

は、次の点に留意するものとする。 
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第十四章 雑則 

（規則への委任） 

第二百七十七条 この条例に定めるもののほか、この条例

の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成十二年四月一日前から引き続き存する有料老人ホ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成十二年四月一日前から引き続き存する老人短期入

「指定特定福祉用具販売の提供方法」は、福祉

用具の選定の援助、納品および使用方法の指導の

方法等を指すものであること。「販売費用の額」と

しては、法第４４条第３項に規定する現に当該特

定福祉用具の購入に要した費用の額、「その他費用

の額」としては、居宅基準条例第２７１条第２項

により徴収が認められている費用の額ならびに必

要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規

定するものである。また、個々の特定福祉用具の

販売費用の額等については、その額の設定方式お

よび目録（居宅基準条例第２７６条で準用する第

２６１条第２項に規定する目録をいう。)に記載さ

れている旨を記載すれば足りるものとし、運営規

定には必ずしも額自体の記載を要しない。 
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ームであって、基準省令附則第十三条の厚生労働大臣が

定めるものにあっては、第二百二十条第三項または第二

百四十二条第三項の規定にかかわらず、浴室および食堂

を設けないことができるものとする。 

３ 平成十五年四月一日前から引き続き指定居宅サービス

に該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所（同日

以後に建物の規模または構造を変更したものを除く。次

項において同じ。）は、指定短期入所生活介護事業所であ

ってユニット型指定短期入所生活介護事業所でないもの

とみなす。 

４ 平成十五年四月一日前から引き続き指定居宅サービス

に該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所であっ

て、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準の一部を改正する省令（平成十五年厚生労働

省令第二十八号）による改正後の指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準第九章第二節お

よび第五節に規定する基準を満たすものが、その旨を知

事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。 

５ 平成十七年十月一日前から引き続き指定居宅サービス

に該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所（同日

以後に建物の規模または構造を変更したものを除く。次

項において同じ。）は、指定短期入所療養介護事業所であ

ってユニット型指定短期入所療養介護事業所でないもの

とみなす。 

６ 平成十七年十月一日前から引き続き指定居宅サービス

所事業（介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）

第二十条による改正前の老人福祉法（以下この項におい

て「旧老福法」という。）第五条の二第四項に規定する老

人短期入所事業をいう。）の用に供する施設（専ら当該事

業の用に供するものに限る。）または老人短期入所施設

（旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設を

いう。）（同日前に基本的な設備が完成しているものを含

み、同日以後に増築され、または全面的に改築された部

分を除く。）については、第四十九条第四項第一号イおよ

びロ、第二号イならびに第五項の規定は適用しない。 

３ 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成十三年

厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法施行規則

等改正省令」という。）附則第三条に規定する既存病院建

物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたもの

に限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。）

に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事

業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附

則第二十二条の規定の適用を受けているものに係る食堂

および浴室については、同条の規定にかかわらず、次に

掲げる基準に適合しなければならない。 

一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院

患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなけ

ればならないこと。 

二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したも

のでなければならないこと。 
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に該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所であっ

て、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準の一部を改正する省令（平成十七年厚生労働

省令第百三十九号）による改正後の指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準第十章第二節

および第五節に規定する基準を満たすものが、その旨を

知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。 

７ 平成十五年四月一日以前に法第四十一条第一項に規定

する指定居宅サービス（以下「指定居宅サービス」とい

う。）に該当する短期入所生活介護の事業を行っている事

業所（同日において建築中のものであって、同月二日以

後に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事

業を行う事業所となったものを含む。以下「平成十五年

前指定短期入所生活介護事業所」という。）であって、指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準の一部を改正する省令（平成二十三年厚生労働省令

第百六号）による改正前の指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準（以下「指定居宅サー

ビス等旧基準」という。）第百四十条の十六第一項に規定

する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所である

もの（平成二十三年九月一日前から引き続き改修、改築

または増築中の平成十五年前指定短期入所生活介護事業

所（第百六十九条に規定するユニット型指定短期入所生

活介護の事業を行う事業所を除く。）であって、同日以後

に指定居宅サービス等旧基準第百四十条の十六第一項に

４ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病

院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十

三年医療法施行規則等改正省令附則第三条の規定の適用

を受けている病室を有するものについては、同条の規定

にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四

床以下としなければならない。 

５ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病

院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十

三年医療法施行規則等改正省令附則第六条の規定の適用

を受けている病室を有するものについては、同条の規定

にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法に

よる測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以

上としなければならない。 

６ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病

院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十

三年医療法施行規則等改正省令附則第二十一条の規定の

適用を受けるものについては、同条の規定にかかわらず、

機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上

の床面積を有し、必要な器械および器具を備えなければ

ならない。 

７ 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規

定する既存診療所建物内の旧療養型病床群（病床を転換

して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療

所旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所

である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三
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規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所に

該当することとなるものを含む。）については、平成二十

三年九月一日以後最初の指定の更新までの間は、指定居

宅サービス等旧基準第百二十一条、第百二十二条および

第百四十条の十四から第百四十条の二十五までに規定す

る基準によることができる。 

 

 

年医療法施行規則等改正省令附則第二十四条の規定の適

用を受けているものに係る食堂および浴室については、

同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合しなけ

ればならない。 

一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院

患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなけ

ればならないこと。 

二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したも

のでなければならないこと。 

８ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有

する診療所である指定短期入所療養介護事業所であっ

て、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条の

適用を受けている病室を有するものについては、同条の

規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、

四床以下としなければならない。 

９ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有

する診療所である指定短期入所療養介護事業所であっ

て、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第七条の

規定の適用を受けている病室を有するものについては、

同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積

は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方

メートル以上としなければならない。 

１０ 平成十五年四月一日前から引き続き指定居宅サービ

スに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所（同

日以後に増築され、または改築された部分を除く。）であ
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って、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準の一部を改正する省令（平成十五年厚生労

働省令第二十八号）による改正後の指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下「平成

十五年基準」という。）第九章第五節（第百四十条の四第

六項第一号ロ⑵を除く。）に規定する基準を満たすものに

ついて、平成十五年基準第百四十条の四第六項第一号ロ

⑵の規定を適用する場合においては、同号ロ⑵中「二平

方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定

員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニ

ットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要

な広さ」とする。 

１１ 介護保険法の一部を改正する法律（平成十七年法律

第七十七号。以下「平成十七年改正法」という。）附則第

十条第一項の規定により指定特定施設入居者生活介護事

業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事

業を行う指定特定施設の介護居室であって、平成十八年

四月一日前から引き続き定員四人以下であるものについ

ては、第七十六条第三項第一号イおよび第八十一条第三

項第一号イの規定は適用しない。 

１２ 平成十八年四月一日前から引き続き存する養護老人

ホーム（建築中のものを含む。）にあっては、第八十一条

第三項第一号イの規定は適用しない。 
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別表１ 

  常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数 

利用者の数 

(ｱ)に基づき置かなければな

らない常勤のサービス提供

責任者数 

常勤換算方法を採用する事業

所で必要となる常勤のサービ

ス提供責任者 

40人以下 １ １ 

40人超 80人以下 ２ １ 

80人超 120人以下 ３ ２ 

120人超160人以下 ４ ３ 

160人超200人以下 ５ ４ 

200人超240人以下 ６ ４ 

240人超280人以下 ７ ５ 

280人超320人以下 ８ ６ 

320人超360人以下 ９ ６ 

360人超400人以下 １０ ７ 

400人超440人以下 １１ ８ 

440人超480人以下 １２ ８ 

480人超520人以下 １３ ９ 

520人超560人以下 １４ １０ 

560人超600人以下 １５ １０ 

600人超640人以下 １６ １１ 
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別表２ 

通所介護の人員配置基準を満たすために必要となる介護職員の勤務時間数の具体例（単位ごと） 

 平 均 提 供 時 間 数 

3.0時間 4.0時間 5.0時間 6.0時間 7.0時間 8.0時間 9.0時間 

利

用

者 

５人 3.0時間 4.0時間 5.0時間 6.0時間 7.0時間 8.0時間 9.0時間 

１０

人 3.0時間 4.0時間 5.0時間 6.0時間 7.0時間 8.0時間 9.0時間 

１５

人 3.0時間 4.0時間 5.0時間 6.0時間 7.0時間 8.0時間 9.0時間 

１６

人 3.6時間 4.8時間 6.0時間 7.2時間 8.4時間 9.6時間 10.8時間 

１７

人 4.2時間 5.6時間 7.0時間 8.4時間 9.8時間 11.2時間 12.6時間 

１８

人 4.8時間 6.4時間 8.0時間 9.6時間 11.2時間 12.8時間 14.4時間 

１９

人 5.4時間 7.2時間 9.0時間 10.8時間 12.6時間 14.4時間 16.2時間 

２０

人 6.0時間 8.0時間 10.0時間 12.0時間 14.0時間 16.0時間 18.0時間 

 

 


